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1. セーフガードとその背景 

2000年以降、世界の森林の純損失は毎年 520万 haにも上り、森林減少・劣化による温室

効果ガスの排出が地球上の総排出量の一割を超えることから、国際社会はこれらへの対策

が気候変動緩和のために極めて重要であるとの認識に至っている。このような状況の中、

森林減少・劣化に由来する温室効果ガスの排出の削減に対して経済的価値を創出し、森林

減少・劣化の著しい発展途上国の低炭素な持続的開発に対してインセンティブを提供する

システムとして提案された REDD（Reducing Emissions from Deforestation and Forest 

Degradation in developing countries）は、さらに森林保全、持続可能な森林経営、森林

炭素蓄積の増強を付与した REDD+へと更新された。 

2005 年に気候変動に関する枠組条約（UNFCCC）で提案された REDD+の原案は、様々な議

論を経て 2010 年 UNFCCC 第 16 回締約国会議（COP16）においてその大枠について合意に至

り、REDD+活動の効果を損なうリスクを回避するとともに、森林ガバナンス・環境・社会等

への望ましい影響の増大を図るためのセーフガードについても明記された（通称カンクン

合意：BOX 1）。 

REDD+活動については、これまでにケーススタディが報告され、問題点の分析などが行わ

れてきている。一方、セーフガードについては、UNFCCC や民間スタンダードなどにおいて

マクロ的なレベルでは議論が進んではいるものの、実際に成果の得られている事例が少な

いのが実状である。そのため、経験や教訓の共有の重要性が指摘されながらも、パイロッ

ト事業においても国際的な議論の場においても、実証に基づく十分な議論を行うことが困

難な状況となっている。また、数少ない先行事例の多くはアフリカ、南米などのうちいく

つかの特定の国または地域からの報告に集中している。一方、我が国が推進している二国

間クレジット制度（JCM）の協定国が集中し、我が国事業者にとって取組優先順位が高いと

想定される東南アジア地域の情報については、先行事例が見受けられるものの、情報や分

析結果が十分共有されているとは言い難い状況となっている。 

このため、JCMを締結、もしくは締結が検討されている東南アジア地域の各国を含めて情

報収集・分析とその共有を図る必要がある。また、セーフガードにかかる現場での実例に

ついて情報収集・分析を行うことにより、REDD+に取り組もうとする事業者にとって有効か

つ必要な事例情報を提供することが求められていることから、「セーフガード取り組み事例

集」を作成した。本事例集の制作を通して、プロジェクト形成における現場での取組の促

進に資することを期待している。なお、本事例集は今後、情報収集の進捗に合わせて更新
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される予定である。 

BOX 1：カンクン合意によるセーフガード（Decision 1/CP.16, Appendix I, Para 2） 

(a) 国家森林プログラムや関連する国際条約・合意を補完し、あるいは一貫性を保った活

動を促進・支援すること。 

(b) ホスト国の法令や主権を踏まえ、透明かつ効率的な国家森林ガバナンスを促進・支援

すること。 

(c) 関連する国際的な義務、各国の事情や法制度を踏まえつつ、UNDRIP（先住民族の権利

に関する国連宣言）に留意することによって、先住民や地域住民の知識や権利の尊重

を促進・支援すること。 

(d) 関連するステークホルダー、特に先住民や地域社会が十分かつ効率的に参加を促進・

支援すること。 

(e) 天然林や生物多様性の保全と一貫性を保ち、天然林を転換せず、天然林及びその生態

系サービスの保護・保全に向けたインセンティブを付与し、さらにその他の社会・環

境便益の増強となるような行動を促進・支援すること。 

(f) 反転リスクが起こらない活動を促進・支援すること。 

(g) 排出の移転を抑制する活動を促進・支援すること。 

2. 事例集の構成・内容 

2.1. 事例集の特徴 

① 想定する事例集の第一のユーザーはプロジェクトレベル活動の実施者 

今後 REDD+の進展とともにセーフガード活動の拡大が予想されるなか、活動の計画・

実施を技術的にサポートするツールとして事例集を位置づけることが重要である。し

たがって、事例集の作成にあたっては、プロジェクトレベルの活動の実施者として想

定される民間団体等をユーザーとして想定した。 

ただし、セーフガードについては現在も国際的な議論が続いており、国際交渉に向

けた政策的な検討やセーフガード情報システム構築に向けた科学的な視点からの検討

も欠かせない。したがって、活動実施者のほか、科学者や政策決定者等にとっても有

用なものとするため、幅広い情報を盛り込んだ。 

② プロジェクトの活動タイプを明確に 

セーフガードのアプローチは、プロジェクトの目的や内容のほか、実施主体が行政

機関なのか民間団体なのか、活動資金が援助資金なのか投資資金なのかによって大き

く異なる。したがって、各事例の基本情報としてプロジェクトの実施主体、活動タイ

プ、資金タイプを明記した。 

・実施主体：行政主導型／民間主導型（営利目的）／民間主導型（非営利目的） 
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・活動タイプ：森林減少・劣化の抑制／持続可能な森林経営／炭素蓄積の増大 

・資金タイプ：援助資金／投資資金 

③ 国レベルの情報の掲載 

本事例集では主にプロジェクトベースの取組を対象としているが、セーフガードに

ついて検討を行う際には、国レベルの情報も考慮する必要がある。実際、国の法制度

がプロジェクトレベルで運用される際にギャップが発生し、自然生態系の十全性や先

住民・地域住民の生計に負の影響を及ぼすケースがある。こうした課題を把握するた

め、国レベルの情報も含めた。 

④ 「加点主義」に基づく構成 

セーフガードについてガイダンスを示す際、減点主義の考え方では活動実施者側に

「取りこぼしてはいけない」、「取りこぼさないようにアリバイを作ってしまえ」とい

うモチベーションが働いてしまい、適切な活動が実施されないという懸念がある。ま

た、活動実施者の観点からは、「この部分にチャレンジしていて、ここまで達成できて

いる」という加点主義のアプローチの方が現実的であり、活動の改善につながりやす

いと考えられる。 

このように、「数多くの取りこぼしがあるが、できている部分もある」という実態を

踏まえると、未解決の課題の存在を前提として、活動の改善プロセスが見える形で取

りまとめることが適当である。したがって、プロジェクトの「計画、進捗、成果」と

「課題、改善点、今後の予定」をチャート形式で示した。 

2.2. 構成と情報項目 

事例集の巻頭に「総括表」を設け、その後各事例とも「サマリー表」と「本体」の二段

構成とした。以下に、それぞれの記載内容を示す。 

2.2.1 総括表 

総括表は、各事例の冒頭に設けているサマリー表を集約する形で作成した。盛り込んだ

情報は以下の通り。 

・事例番号 

・面積 

・人口 

・実施期間 

・実施主体 
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・活動タイプ 

・資金タイプ 

・配慮事項との関係性 

なお、「配慮事項との関係性」については、セーフガードの 7つの配慮事項に対応する活

動が実施あるいは具体的に計画されている場合、該当する事項に「●」を表記した。●印

が表記されていても、実態として成果が上がっていないケースある点に留意する必要があ

る。 

2.2.2. サマリー表 

プロジェクトの特徴を簡易に検索・理解しやすいように、各事例の冒頭にサマリー表（図

1）を設けた。 

国名 活動対象⇒ 環境 社経 

PJ 名  

活 動

タイプ 
 

資 金

タイプ 
 

対象地  

期 間  

配
慮
項
目
と
の
関
係
性 

国家森林プログラム等との

一貫性確保 

● 

ガバナンスの構築・強化 ● 

面 積  
先住民・地域住民の権利尊

重 

● 

人 口  ステークホルダーの参加 ● 

実 施

主 体 

 生物多様性への配慮 ● 

 
非永続性リスクへの対処 ● 

リーケージへの対処 ● 

概 要  

 

  

図 1 事例集サマリー表の様式 

右上に標記された「活動対象」は、生物多様性への配慮に関する活動が含まれる場合は
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「環境」、先住民・地域住民の権利尊重等の社会経済的な活動が含まれる場合は「社経」と

して表記した。 

「配慮事項との関係性」は、セーフガードの７つの配慮事項に対応する活動が実施ある

いは具体的に計画されている場合、該当する事項の右側に「●」を表記した。●印が表記

されていても、実態として成果が上がっていないケースある点に留意する必要がある。 

2.2.3 本体 

本体の大見出しと中見出しは表 1 の通りである。「2. プロジェクト活動の詳細」の中見

出しは、COP において決定された 7 つの配慮項目や REDD+  SES における配慮項目等を参考

に 6項目に構成した
1
。 

表 1 事例集の大見出しと中見出し 

大見出し 中見出し 

1. 基本情報 
1.1 国の概要 

1.2 プロジェクトレベルの情報 

2. プロジェクト活動の詳

細 

2.1 国家森林プログラム等との一貫性確保／ガバナンス

の構築・強化 

2.2 先住民・地域住民の権利尊重 

2.3 ステークホルダーの参加 

2.4 生物多様性への配慮 

2.5 非永続性への対処 

2.6 リーケージへの対処 

参考資料 － 

「サマリー表」の構成と「本体」の大見出し及び中見出しは全ての事例において共通と

した。一方、「本体」の小見出しは特に指定せず、プロジェクトの性質や情報量によって柔

軟に設定した。 

1 カンクン合意で決定された 7つの配慮項目や REDD+ SESは国・準国ベースの取組を想定したものであり、

これらを参考にプロジェクトベースの活動を整理することは必ずしも適当ではない。しかしながら、①

現時点で国際的に合意されたセーフガードのガイダンスが COP決定のみであること、②将来的にプロ

ジェクトベースと国・準国ベースを整合あるいは統合させる必要があることから、ここから議論を始め

ることは一定の妥当性を有していると考えられる。 
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3. 対象プロジェクト 

本事例集では、19 のプロジェクト（表 2）を対象に文献調査あるいは現地調査を実施し、

先進事例の知見・経験を取りまとめた。事例集の作成方針や内容・構成等については事前

に有識者から意見を聴取しつつ検討を行った。 

なお、事例集作成に係る調査は 2013 年度と 2014年度の 2ヶ年にわたって実施した。2013

年度に取り扱った 10 件のプロジェクト（うち 7件については現地調査を実施）については、

本年度も文献調査によりその後の進捗を把握し、内容の更新を行った。 

また、本事例集に含まれている 19 のプロジェクトの特徴を総括表（表 3）に整理した。

プロジェクトの規模に関わる面積、人口、期間の他、プロジェクトのアプローチと関連性

の高い実施主体、REDD+の活動タイプ、資金タイプの情報が集約されている。また、7 つの

セーフガード配慮項目との関係性が●印によって示されている。各プロジェクトの実施地

域やプロジェクト名については、事例番号を用いて表 2から参照可能である。 
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表 2 事例集の対象プロジェクト 

 

 

大

陸 
国 地域 

事例 

番号 
PJ 名 

調査 

2013 

年度 

2014 

年度 

ア
ジ
ア 

カンボジア 
オッダミアンチェイ州 01 

オッダミアンチェイ州コミュニティ林業 REDD プロ

ジェクト（OMCFRP） 
● ○ 

モンドルキリ州 02 セイマ保護林における REDD+プロジェクト  ● 

インドネシア 中部カリマンタン州 03 SBK 社天然林択伐施業 ● ○ 

ラオス ルアンプラバン県 04 
ラオス国森林減少抑制のための参加型土地・森林

管理プロジェクト（PAREDD） 
● ○ 

ネパール テライアーク地域 05 Conservation of Terai Arc Landscape  ○ 

フィリピン 

キリノ州 06 
フィリピン･キリノ州における森林カーボンプロ

ジェクト 
● ○ 

ヌエバビズカヤ地方 07 
Connecting the Ikalahans to Voluntary Carbon 

Market 
○ ○ 

ベトナム 

ラムドン省 08 
東南アジア REDD+による多目的便益創出プロジェ

クト（MB-REDD） 
● ○ 

ディエンビエン省 

09 ディエンビエン省 REDD+パイロットプロジェクト ○ ○ 

10 
北西部水源地域における持続可能な森林管理プロ

ジェクト（SUSFORM-NOW） 
 ○ 
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注）●：現地調査、○：文献調査。 

  

大

陸 
国 地域 

事例 

番号 
PJ 名 

調査 

2013 

年度 

2014 

年度 

中

南

米 

コスタリカ カルタゴ州、リモン州 11 Pax Natura Project  ● 

ガイアナ アッパー・エセキボ州 12 Upper Essequibo Conservation Concession（UECC）  ○ 

メキシコ チアパス州 13 

エルオコテ生態保全地区における Plan Vivo シス

テムを活用した REDD パイロットプロジェクトの形

成 

○ ○ 

ペルー マドレデディオス県 14 
マドレデディオス県におけるブラジルグリの利用

権付与による REDD プロジェクト 
 ○ 

ア

フ

リ

カ 

ボツワナ 
ンガミランド県、チョベ県

等 
15 

住民参加型天然資源管理（CBNRM） 
 ● 

ケニア 海岸州タイタ・タベタ県 16 カシガウ回廊 REDD プロジェクト ● ○ 

モザンビーク ニャマタンダ郡等 17 ソファラ･コミュニティ炭素プロジェクト ● ○ 

タンザニア リンディ州 18 
Combining REDD, PFM and FSC certification in 

South-Eastern Tanzania 
 ● 

ザンビア ルサカ州 19 ロワーザンベジ REDD+プロジェクト  ○ 
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表 3 事例集の総括表 

事例  

番号  

面積  

［ha］  

人口  

［人］  
期間  実施主体  

活動  

タイプ  

資金  

タイプ  

配慮項目との関係性  

国家森

林プロ

グラム

等との

一貫性

確保  

ガバナ

ンスの

構築・

強化  

先住

民・地

域の権

利尊重  

ステー

クホル

ダーの

参加  

生物多

様性へ

の配慮  

非永続

性リス

クへの

対処  

リー

ケージ

への対

処  

01 64,320 24,400 
2008～  

2037 年  
行政主導  ①  援助  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  

02 180,510 12,900 
2010～  

2069 年  
行政主導  ①  援助  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  

03 147,600 3,000 
1978～  

2068 年  

民間主導/ 

営利  
②  投資  ●  ●  ●  ●  ●  ●  

 

04 30,000 3,610 
2009～  

2014 年  
行政主導  ①  援助  ●  ●  ●  ●  

 
●  

 

05 2,300,000 7,000,000 2000 年～  
民間主導/ 

非営利  
①,②  援助  ●  ●  ●  ●  ●  

  

06 180 110 
2007～  

2029 年  

民間主導/ 

営利  
③  投資  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  

07 900 3,000 
2010～  

2013 年  

民間主導/ 

営利  
③  投資  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  

08 976,480 1,234,560 
2010～  

2016 年  

民間主導/ 

非営利  
①  援助  ●  ●  ●  ●  ●  
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事例  

番号  

面積  

［ha］  

人口  

［人］  
期間  実施主体  

活動  

タイプ  

資金  

タイプ  

配慮項目との関係性  

国家森

林プロ

グラム

等との

一貫性

確保  

ガバナ

ンスの

構築・

強化  

先住

民・地

域の権

利尊重  

ステー

クホル

ダーの

参加  

生物多

様性へ

の配慮  

非永続

性リス

クへの

対処  

リー

ケージ

への対

処  

09 956,000  480,000  
2012～

2014 年  
行政主導  ①  援助  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  

10 16,900  8,250  
2010～

2015 年  
行政主導  ①  援助  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  

11 12,000  150,000  
2009～

2019 年  
行政主導  ①,②  援助  ●  ●  ●  ●  ●    

12 81,000  －  
2002～

2012 年  
行政主導  ①  援助  ●  ●  ●  ●  ●    

13 4,340  1,310  
2009～

2013 年  

民間主導/ 

非営利  
①  援助  ●  ●  ●  ●  ●  ●  

 

14 308,760  7,100  
2010～

2040 年  

民間主導/ 

営利  
①  投資  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  

15 6,675,000  135,000  1989 年～  行政主導  ②  援助  ●  ●  ●  ●  ●    

16 170,000  100,000  
2010～

2039 年  

民間主導/ 

営利  
①  投資  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  

17 511,400  150,000  2002 年～  
民間主導/ 

営利  
③  投資  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  
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事例  

番号  

面積  

［ha］  

人口  

［人］  
期間  実施主体  

活動  

タイプ  

資金  

タイプ  

配慮項目との関係性  

国家森

林プロ

グラム

等との

一貫性

確保  

ガバナ

ンスの

構築・

強化  

先住

民・地

域の権

利尊重  

ステー

クホル

ダーの

参加  

生物多

様性へ

の配慮  

非永続

性リス

クへの

対処  

リー

ケージ

への対

処  

18 31,000  18,000  
2014～

2024 年  

民間主導/ 

非営利  
①,②  援助  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  

19 40,130  8,300  
2009～

2039 年  

民間主導/ 

非営利  
①  援助  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  

注 1）各プロジェクトの REDD+活動を①森林減少・劣化の抑制、②持続可能な森林経営、③炭素蓄積の増大、の 3 種類に大別

した。 

注 2）配慮項目との関係性に記されている●印について、表記されていても、実態として成果が上がっていないケースある

点に留意。 

注 3）事例 05（ネパール）の面積を 230 万 ha としているが、実際の活動対象地はこの一部である。 

注 4）事例 12（ガイアナ）の人口は不明。 
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カンボジア王国 -オッダミアンチェイ州-   19 

カンボジア王国 -モンドルキリ州-   41 

インドネシア共和国   69 

ラオス人民民主共和国   87 

ネパール連邦民主共和国  105 

フィリピン共和国 -キリノ州-  121 

フィリピン共和国 -ヌエバビズカヤ州-  137 

ベトナム社会主義共和国 -ラムドン省-  153 

ベトナム社会主義共和国 -ディエンビエン省-  160 

ベトナム社会主義共和国 -ディエンビエン省-  183 
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カンボジア王国  環境 社経 

PJ 名 

オッダミアンチェイ州コミュニ

ティ林業 REDD プロジェクト

（OMCFRP） 

活 動

タイプ 
森林減少・劣化の抑制 

資 金

タイプ 
援助資金 

対象地 オッダミアンチェイ州 

期 間 2008年 1月～2037年 12月 

配
慮
項
目
と
の
関
係
性 

国家森林プログラム等と

の一貫性確保 
● 

ガバナンスの構築・強化 ● 

面 積 64,320 ha 
先住民・地域住民の権利尊

重 
● 

人 口 約 24,400人 ステークホルダーの参加 ● 

実 施

主 体 

行政主導型 生物多様性への配慮 ● 

カンボジア王国森林局（FA） 

（連携機関：Pact、Children's 

Development Association（CDA）） 

非永続性リスクへの対処 ● 

リーケージへの対処 ● 

概 要  

カンボジア北西部に位置するオッダミアンチェイ州では、森林コンセッションや移住

者の増加、軍の活動等に伴う森林伐採により、急速な森林減少と劣化が深刻な問題となっ

ている。 

こうした中で、カンボジア森林局（FA）の下、Community Forestry International（CFI）

（後に Pact が役割を継承）が中心となり、州内の 13のコミュニティ林業（CF）を対象

とした REDD+プロジェクトを 2008年 1月に立ち上げた。CF制度の活用が特徴で、地域住

民の土地保有権の強化や、非木材林産物（NTFP）を用いた生計向上支援活動等を

Children's Development Association（CDA）が現場で支援している。また、仏僧団体が

支援する CF サイトでは、生物多様性保全とモニタリング活動が活発である。こうした活

動が評価され、2013 年 8月に VCS/CCBSのダブル認証（気候・コミュニティ・生物多様性

のトリプルゴールド）を取得し、炭素クレジットが発行された。 

 
対象地に広がる常緑林 

 
コミュニティ林業連合（CFF）会合 
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1. 基本情報 

1.1. 国レベル 

1.1.1. 人口・民族構成 

2013年のカンボジアの人口は推計 15.1百万人（UN DESA, 2013）であり、大多数をクメー

ル族が占めている。2006 年の国の調査では 20 の先住民グループが確認され、2008 年の人

口センサスでは少なくとも約 179,000 人が先住民族の言語を母語として申告しているが、

実際にはその数はさらに多いと見込まれている（IPNN, 2010）。 

1.1.2. 経済状況・主要産業等 

2012 年におけるカンボジアの GDP は約 142 億米ドル（1 人あたり 933 米ドル）である。

カンボジアの主要産業は農業であり、同年の GDP の 33.6％を占めている。次いで縫製業が

9.9％、建設業が 6.5％、観光業が 4.6％である 1。2011 年における貧困率は 20.5％である

（Sobrado et al., 2014）。 

1.1.3. 森林の現況 

2010 年におけるカンボジアの森林面積は 1,009 万 ha であり、国土面積の約 57％を占め

ている（FAO, 2010）。このうち天然林は 1,003万 ha、人工林は 7万 haである（FAO, 2010）。

2010 年時点で、主な森林タイプは落葉樹林が最も広く約 448 万 ha を占め、続いて常緑樹

林が約350万 ha、半常緑樹林が約127万 ha等が広がっている（Kingdom of Cambodia, 2011a）。

2002 年から 2010 年にかけて、カンボジアの森林面積は対国土面積で 4.08 ％、年率 0.5％

のペースで減少した（Kingdom of Cambodia, 2011a）。 

1.1.4. 森林生態系劣化の主な要因・影響 

森林減少・劣化の主な要因は、農地等への土地転用、森林火災、違法伐採等であるが、

その背景には脆弱な行政運営能力、地方の貧困、人口増加等がある（Kingdom of Cambodia, 

2011b）。森林減少・劣化が生態系サービスに及ぼす影響としては、例えば、トンレサップ

湖上流域の森林現象による水源涵養能力の低下等が懸念されている（Kingdom of Cambodia, 

1 外務省 カンボジア王国基礎データ、http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/cambodia/data.html、（2015

年 1月 8日確認） 
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2011b）。 

1.1.5. 関連国際条約への加盟状況 

生物多様性条約（CBD） 1995年（批准） 

ラムサール条約 1999年（発効） 

ワシントン条約（CITES） 1997年（批准） 

1.1.6. 関連する国内法制度 

先住民・地域

住民の権利

尊重 

土地法 

（2001 年）2 

・先住民の伝統的慣習に基づくコミュニティや

不動産の管理を保障する。（第 23条） 

・先住民が法に基づく権利、補償、保護を得る

ことができる。（第 24条） 

・先住民社会の不動産の境界は実態に応じて決

定される。（第 25条） 

・不動産所有権は先住民の慣習に基づき伝統的

な意思決定メカニズムによって行使される。

（第 26条） 

森林法（2002年）3 

・森林コンセッションは先住民と地域住民の慣

習的権利を妨げてはならない。（第 15条） 

・永久保存林における地域住民の慣習的森林利

用の権利を定める。（第 2章） 

森林コンセッションに関

する閣僚会議令 

（2000 年）4 

・コンセッションの管理計画と施業モニタリン

グについて、地域住民との協議とその参画を

保証する。（第 4条） 

・地域住民が利用するコンセッション内の森林

資源や信仰的価値へのアクセスを保証する。

（第 4条） 

土地の所有

権利用権 

土地法 

（2001 年） 

・国有地及び合法的に取得された私有地の権利

を尊重する。（第 3条） 

・1979年以前の土地の所有権は失効。（第 7条） 

・カンボジア籍の個人と法人のみが土地を所有

2 Land Law (2001) NS/RKM/0802/016 

3 Forestry Law (2002) NS/RKM/0801/14 

4 Sub-decree on Forest Concessions Management (2000) 05/ANK/BK/2000 
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することができる。（第 8条） 

・自然由来の土地（森林含む）は国有とする。

（第 11条） 

森林法 

（2002 年） 

・関連機関は、森林の区分や登録、境界設定を

行う際に関連する地域社会と調整し、先住民

社会の土地登録を支援する。（第 11条） 

・永久保存林の一部を地域住民がコミュニティ

林業（CF）サイトとして管理・利用すること

が出来る。森林局とコミュニティの間の合意

は 15年間有効であり延長も可能。（第 2章） 

コミュニティ林業に関す

る閣僚会議令 

（2003 年）5 

・CFは国有地に適用され FAが管轄する。（第 3

条） 

・CF サイト管理は地域住民の選挙を経た代表

が行う。（第 4条） 

生物多様性 

生物多様性国家戦略 

（2002 年） 

（MoE-RGC, 2002） 

・以下の戦略を掲げている。 

▷ 全国で植林や植生回復活動を推進 

▷ 違法伐採を阻止するために法執行を強化 

▷ コンセッションの配分と管理を評価 

▷ 森林保護・管理への地域住民の参画 

▷ 環境配慮型の森林施業の導入 

▷ 森林資源の状態とトレンドをモニタリン

グ 

▷ 恒久林の境界を設定 

▷ 森林インベントリ調査等を実施 

国家四辺形戦略 

（2004 年） 

（RGC, 2004） 

・持続可能な森林管理、保護区の設置による生

物多様性保全、CF による林業改革を掲げる。 

国家戦略的開発計画 

（2008 年） 

（RGC, 2008） 

・2013 年までに国土面積における森林率を 

57.59％（2009 年）から 59.19％に回復させ

る。 

・CFの承認数を 210件（2009年）から 450 件

まで増やす。 

国家森林プログラム

（2010 年） 

（Kingdom of Cambodia, 

2010） 

・森林の持続的管理のために、森林区域の設

定・登録、森林資源と生物多様性の保全、法

執行とガバナンス強化、コミュニティ林業の

推進、人材と研究開発、持続可能な森林ファ

5 Sub-decree on Community Forestry Management (2003) 79/02/12/2003 
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イナンス（REDD+を含む）の 6分野を設定。 

・具体的数値目標として、保護林面積を 300

万 ha、持続可能な森林管理下の森林面積を

240 万 ha にそれぞれ増やすこと等を掲げ

る。 

1.2. プロジェクトレベル 

1.2.1. 対象地 

オッダミアンチェイ州のプロジェクト対象地（面積：64,318 ha）はカンボジア北西部の

タイ国境地域に位置しており（図 1）、常緑樹林、半落葉樹林、二次林等のタイプの森林が

分布している。 

図 1 対象地のオッダミアンチェイ州 

プロジェクト開始時、対象地域には登録された村が 58 あり、世帯数は約 9,900、総人口

は約 45,800 人（うち女性は約 22,300 人）だった。このうち、プロジェクトの対象となっ

ている 13のコミュニティ林業（CF）に参加しているのは、約 8,000 世帯、約 24,400人（う

ち女性は約 12,000人）である。人口のほとんどはクメール人だが、一部地域にクイ（Kuy）

人が居住している。また、CF の一つはクイ族が大多数を占める複数の村によって管理され

ている。 

1.2.2. プロジェクトの概要 

オッダミアンチェイ州は、歴史的に人口密度が比較的低い森林地域であった。森林法
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（2002 年制定）に基づけば、州内の森林のほとんどが国有林にあたるが、境界策定が始まっ

たのが近年のため、多くの利害関係者が土地の所有権・利用権を主張している。1991 年～

1995 年にはタイ企業による大規模な森林コンセッションにより、高級商用材の多くが伐採

された。また、他地域よりも長く内戦が続いたため、情勢が安定化した近年は多くの国内

移民が流入し、1998 年から 2008 年の 10 年間で州内の人口は約 3 倍に増加した。これによ

り、同州では 2000 年代前半に森林減少が年率 2.9％（国内平均の 4 倍以上）と非常に高い

数字を示した。この地域の住民は森林が提供する非木材林産物（NTFP）に大きく依存した

生活を送っているため、急速な森林減少と人口増に伴う森林資源利用圧の増大によって地

域住民の生活が脅かされることとなった。 

こうした状況を受けて、2004 年頃から草の根的な森林保護活動が広がり、NGO や仏僧団

体の支援の下、住民自身の資源利用を制御するだけでなく、移住者やコンセッションによ

る森林伐採を抑止し、地域住民による森林資源利用の法的権利を獲得するために、コミュ

ニティ林業（CF）の設立準備が活発化した。その結果、2008 年までに 13の CFが設立され、

その全てがカンボジア森林局（FA）と 15年間の CF利用を約束する合意文書を交わした。 

これらの CF を対象に、森林保護と持続可能な森林資源利用の強化を目的として、FAの下

で 2008 年に「オッダミアンチェイ州コミュニティ林業 REDDプロジェクト（OMCFRP）」を実

施することとなった。これは、カンボジア政府公認の REDD+プロジェクトの第一号である。

プロジェクト期間は 30 年（2008 年 1 月 1 日～2037 年 12 月 31 日）となっている。2012 年

10 月に CCBS の有効化審査が終了し（TÜV SÜD Industrie Service, 2012）、2013 年 8月に

VCS/CCBS のダブル認証（気候・コミュニティ・生物多様性のトリプルゴールド）を獲得し

た（SCS Global Services, 2013）。 

1.2.3. 実施体制 

コミュニティ林業（CF）の対象地は国有林のため、カンボジア森林局（FA）が実施主体

である。REDD+のプロジェクト計画の承認や監督は FA 中央が担当し、現場での保全活動や

パトロール、モニタリング活動等の支援は Cantonment（州森林局）以下が対応している。

実際の計画立案やプロジェクト活動の実施については、Pact、Children’s Development 

Association（CDA）、Terra Global Capital（TGC）等の NGOが FAの実施パートナーとして

活動している（図 2）。コミュニティは CF に関する閣僚会議令（2003 年）とそのガイドラ

インに定められた手続きに沿って設立された CF管理委員会を代表としてプロジェクトに参

加している。プロジェクト設計については、Community Forestry International（CFI）と

その後を引き継いだ Pactが中心となって取りまとめ、技術的側面および炭素市場での交渉
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については TGCが担当している。また、現場における活動については、CDAが中心となって

進めている。 

図 2 実施体制図（Yeang and Brewster（2013）と FA、CDA、仏僧 CF連合等への聴き取り

調査に基づき森林総研が作成） 

地域住民は基本的に CFメンバーとしてプロジェクトに参加している。CFメンバーによる

選挙によって選出された CF 管理委員会（CFMC）がそれぞれの CF サイトの管理の意思決定

を担っている。CFMC は、代表、副代表、秘書官、会計、普及担当、植林担当、パトロール

担当の 7名程度で通常構成される。また、CF間の連携や情報交換のために各 CFMC の代表に

よって構成される CF 連合（CFF）が設立され、FA や NGO、市民団体等との連携や意見交換

を担っている。 

プロジェクト対象の CFの中で最大の面積を持つ Sorng Rokavorn CFでは、サムロン市を

拠点とする僧坊の仏僧が仏僧 CF 連合を設立し、ボランティアで日常的なパトロールを含め

た森林管理や生物多様性モニタリングを行っており、地域住民に対して持続的な資源利用

を指導している。仏僧 CF連合は森林保護に仏教的な思想を織り交ぜたプロジェクトの普及

啓発活動を CDAや FA と連携して展開しており、地域の森林保全活動の重要な推進役となっ
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ている。 

1.2.4. 成功要因 

・コミュニティ林業（CF）制度の活用 

プロジェクトでは森林法（2002 年）とコミュニティ林業に関する閣僚会議令（2003

年）、付随するコミュニティ林業ガイドラインの下、CF制度を活用し、地域住民による

森林資源の法的な利用権を強化することで、FA との協力の下、地域住民自身による積

極的な森林保全活動の導入を狙っている。同制度の下、地域住民は CF管理委員会の設

立とその代表選挙を通して、森林管理の意思決定に参加する機会を獲得している。ま

た、住民自身が過剰な森林資源利用を引き起こさないよう、プロジェクトでは CF管理

計画の立案や持続可能な林産物管理に関する支援を行っており、CF 制度を通した地域

住民の生計向上と安定を重視した事業計画となっている。 

・様々な標準作業手順書（Standard Operating Procedures）の開発 

米国のコンサルタント会社 Terra Global Capitalを中心に、バイオマス推定、社会

アセスメント、天然更新補助、生物多様性評価等について、他の REDD+プロジェクトに

も応用可能な新しい標準作業手順書を開発し、VCSに登録しており、環境・社会セーフ

ガードの効果的な実施が期待されている。 

・仏教的価値観を取り入れた活動 

住民やステークホルダーの理解醸成のために、FA との協力の下、仏僧団体と CDA を

中心に、地域住民に馴染みやすい仏教的価値観を取り入れた普及啓発活動（説法やポ

スター掲示）を行った。また、仏僧達は罰則の適用ではなく、説得と警告を用いた温

和な違法活動の取り締まり方法を導入することで、CF メンバーと侵入者の間の対立を

緩和している（Bradley, 2009）。 

2. プロジェクト活動の詳細 

2.1. 国家森林プログラム等との一貫性確保／ガバナンスの構築・強化 

計画・進捗・成果 課題・改善点・今後の予定 

・関連する法制度等は表１の通り。プロジェ

クトでは特に「森林法」、「CF管理に関す

る閣僚会議法令」との一貫性を重視して

・タイとの国境紛争を受けて、国境防衛の

ためにカンボジア軍が一部の CF に駐留

している。また、移住者による定住によ
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いる。 

・対象とされている 13 の CF の全てが政府

に承認され、CF に参加する住民による選

挙で選ばれた CFMC を主体とした森林管

理が FAの指導の下で行われている。 

り、地域住民による CFの利用権が脅かさ

れている。 

・CF の推進と REDD+を含む新たな森林ファ

イナンスの創出は国家森林プログラムの

重要課題の一つに挙げられ、本プロジェ

クトはその先駆的活動に位置付けられて

いる。 

 

・地域住民代表と NGO、FA（県・林業事務

所レベル）の間で月 1 回のペースで情報

共有や課題に関する議論を目的とした会

合を開催している。 

 

・州レベルのワーキンググループとオッダ

ミアンチェイ州 CF連合の四半期に 1度の

会合において、地方自治体担当者にプロ

ジェクトの進捗や成果を報告している。 

 

・CFMC と FA、軍、警察等との間で、協同パ

トロール活動に関する会合を定期開催す

ることで合意している。 

・定期会合の開催が合意されているが、開

催の周期は不定期で、協同パトロール活

動の実施が遅れている。 

・情報伝達は基本的に CFMCを通じて行わる

ほか、必要に応じて開催される FAや NGO

が同席する村落単位の会合において行わ

れている。 

・クメール語のパンフレット配布、ポスター

掲示、ビデオ上映等のほか、村落毎に土

地利用計画図の掲示等を行っている。 

・識字率が低いため、貧困層や女性等のマ

イノリティに対してはできるだけ書面以

外の手段を用いる必要がある。このため、

村落会合をできる限り数多く開催してい

る。 
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表 1 プロジェクトに関連する法制度等 

タイトル 概要 

 土地法 

土地に関する権利を定めている。森林は基本的には

国有地としている。また、先住民による慣習法に基

づく土地の管理を認めている。 

○ 森林法 
森林の区分（保護林、生産林）や各区分の定義、CF

制度の設置等を定めている。 

○ CF に関する閣僚会議令 
CF の設立手順、森林管理や利用の権利、地域住民と

森林局の役割、CFMC の選出等を定めている。 

 国家森林プログラム 

国家四辺形戦略と国家戦略的開発計画に定められた

政策目標を森林分野で遂行するためのプログラム。9

つの戦略的優先事項と 6つの政策分野を定め、CF推

進を政策分野の一つに挙げている。 

注）○印は、プロジェクトの実施にあたって特に留意されている法制度等。 

2.2. 先住民・地域住民の権利尊重 

2.2.1. 土地や資源の所有権・利用権の特定 

計画・進捗・成果 課題・改善点・今後の予定 

・CF設立の際に、CF 候補地の周囲に居住す

るほぼ総ての住民に対して、CFの仕組み

や利用権の強化の利点等を説明し、CFに

参加するか選択権を付与した。CF境界策

定の際には、話し合いに基づいて、一部

で個人の土地所有権を放棄し CF に併合

して管理することに合意した。 

・CF制度の下、CF管理の意思決定を担う住

民代表団（CFMC）を CFに参加する地域住

民が選挙によって選出することで、CFの

法的な利用権を確保し、保護管理に積極

的に関与している。 

・先住民のクイ族も同様の手段で CF の管理

と利用に参画している。 

・移住者が現在も増加している地域のため、

後発的な「地域住民」とそのコミュニティ

が次々に形成され、CF利用権が侵害され

ている。 

・CF外に居住する移住者については、CF加

入を通して、CFの違法利用を抑制し、持

続的な資源利用と保全活動への参加を促

そうとしている。 

・CF内部への移住者については、CF利用権

の確認を行政機関に求めているが、先行

きは不透明である（「2.3.3紛争解決」に

関連記述）。 
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2.2.2. 地域の慣習や知識の活用 

計画・進捗・成果 課題・改善点・今後の予定 

・CF制度の下、地域住民の慣習や伝統的知

識に基づく資源利用の権利が保証され、

生活向上と森林保護が同時に進められて

いる。 

・CF メンバー外であっても、自家消費のた

めであれば、他の地域住民が CF の資源を

利用することが可能である。 

 

2.2.3. 先住民・地域住民の事前同意 

計画・進捗・成果 課題・改善点・今後の予定 

・FPIC の概念を取り入れたプロセスを用い

て、CFメンバーの代表者（CFMC）を対象

とした REDD+プロジェクトに関するワー

クショップや会合を何度も開催（使用言

語はクメール語）。最終的に、2011 年 10

月 14日の会合において、拍手による意思

表示を用いて住民の合意を確認してい

る。 

 

2.2.4. 利益の配分 

計画・進捗・成果 課題・改善点・今後の予定 

・炭素クレジットの純収入は、1）森林の質

の向上、2）参加する地域住民への便益の

最大化、3）REDD+を実施可能な新規サイ

トの評価に使用されると政府による通達

Sar Chor Nor No.6996により定められた。 

・プロジェクト設計文書（PDD）によれば、

純利益の最低 50％が地域住民に配分さ

れ、その資金は CFMC 基金としての運用が

計画されている。 

・CFMCは基金運用の経験が乏しいため、さ

らなるキャパシティビルディングが必要

である。 

6 Circular of the Council of Ministers (2008) No.699 

 

                             



 

32 

・炭素クレジットの純収入を原資とした森

林の質の向上活動は主に天然更新補助

（Assisted Natural Regeneration）を通

して行われる。 

2.2.5. 先住民・地域住民に対するネガティブインパクトの回避 

計画・進捗・成果 課題・改善点・今後の予定 

・PDD においてプロジェクト実施に伴うネ

ガティブインパクトは、違法伐採、狩猟、

炭生産等の森林資源利用の制限や薪炭利

用の低下に伴う家畜等の伝染病の増加と

特定された。 

・森林資源利用の制限については、持続可

能な NTFP の収穫方法の教育と現金収入

向上のための市場アクセス支援、パト

ロールによる雇用創出、農業技術の向上

等の活動が実施または実施が予定されて

いる。 

・家畜の伝染病予防策として、家畜用の蚊

帳の配布が予定されている。 

・社会的弱者の支援として、地雷除去や森

林火災、森林施業等に伴う危険作業に関

する安全管理訓練を行い、障害者世帯の

定期的なモニタリングが予定されてい

る。 

・参加型農村評価等の結果を反映して、地

域住民主体の森林管理や社会的マイノリ

ティを対象とした活動の拡充等の努力が

行われている。 

・多くの活動が計画のみで資金不足のため

停滞している。また、実施されていても、

プロジェクトの一部地域に限られてい

る。 

・プロジェクト対象の外側のコミュニティ

に対する影響については、違法伐採や密

猟を行っている者以外はほとんど想定さ

れていない。 

・今後パトロールの強化等を通して、CFメ

ンバーと違法伐採・密猟者との間の軋轢

が増加する懸念がある。 

2.2.6. モニタリングの実施 

計画・進捗・成果 課題・改善点・今後の予定 

・世帯調査（2年に一度）、参加型農村評価

（2 年に一度）、定期社会評価（必要に応

じて）の 3つの調査を実施または計画。 

・識字率の低さ（特に女性）が一部のモニ

タリング活動を制限しており、教育プロ

グラムの拡充が検討されている。 

 



 

33 

・世帯調査は世帯レベルの社会経済状況と

森林資源利用状況の把握を目的とし、排

出係数の算出にも利用される。2010 年に

調査報告書が提出された。 

・参加型農村評価は、村落レベルのニーズ

や状況を調査しつつ、プロジェクト活動

に住民の意見を反映させるために実施。

特に社会的マイノリティ（女性、貧困層、

障害者世帯等）の参加を重視している。

2012年に一回目の評価報告書が提出され

た。 

・心身障害者（主に内戦や地雷事故が原因）

や母子／父子家庭がプロジェクト活動に

参加できず、コミュニティ内で疎外され

ていることから、特別な支援が必要と位

置付けられている。 

・季節労働者や就学していない児童がプロ

ジェクトに参加しやすくなる工夫（コ

ミュニティカレンダーの導入、掲示板の

設置、ラジオ番組等）が検討・実施され

ている。 

2.3. ステークホルダーの参加 

2.3.1. ステークホルダーの理解醸成 

計画・進捗・成果 課題・改善点・今後の予定 

・プロジェクト開始にあたり、2008年 1月

から 3 月にかけて世帯調査と合わせてプ

ロジェクトの住民説明会を開催。 

・州内の軍や警察、行政区の代表らを対象

にプロジェクトの仕組みの説明と協力依

頼のための会合を森林局が随時開催。 

・住民会合開催や資料配布を補助するため

に、2008年 4月から CDAと仏僧団体が支

援を受けた。仏僧団体を中心とした活動

では、仏教的価値観を取り入れた普及啓

発を実施。 

・2009 年以降、プロジェクトの活動内容や

影響、対策、政府合意文書等に関するク

メール語のパンフレットを会合で配布。

また、クメール語のビデオ上映も実施。 

・REDD+の背景や仕組みよりも、セーフガー

ドに関する理解醸成が今後重要視されて

いる。 

2.3.2. 合意形成・伝達の実施 

計画・進捗・成果 課題・改善点・今後の予定 

・CF 管理（境界設定、資源管理、パトロー ・CFMC 間の定期会合開催のための資金不足
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ル等）に関する住民の合意形成は選挙で

選出されたコミュニティ林業管理委員会

（CFMC）が住民を代表して進める。 

・REDD+プロジェクトに関する合意形成は、

Pact、CDA、仏僧団体、FA 等が支援する

複数回の CFMC合同会合（板書を含め、議

論は基本的にクメール語）で実施。 

・国レベルの合意形成については、2008年

11 月に森林と環境に関するテクニカル

ワーキンググループ（TWG-F&E：政府の政

策立案者とドナーによって構成）に対し

て説明が行われ、TWG-F&E と首相の承認

（クメール語による政府通達 Sar. Chor. 

Nor. No.6996）が得られた。 

が懸念されている。 

・情報伝達からステークホルダーが対応す

るまでの時間は CFMC での合意形成の進

捗による。主に CDA と仏僧団体がサポー

ト。 

・参加型農村調査の際に、コミュニティ内

における森林資源管理が話し合われ、プ

ロジェクト活動にも反映されている。 

・仏僧団体の寄付によるラジオ番組が放映

されている。 

・Pactホームページにプロジェクト概要の

ほか、プロジェクト文書、活動に関する

ビデオ、事例報告書等を公開している（文

書は主に英語、ビデオは英語またはク

メール語に英語字幕）。 

・資金次第でさらにラジオやテレビを用い

たアウトリーチの拡充を検討。 

・地域内のコンセッションに関するパブ

リックコメント期間は、最低 60 日間と閣

僚会議令が規定している。 

 

2.3.3. 紛争解決 

計画・進捗・成果 課題・改善点・今後の予定 

・紛争については、まず CF 単位で CFMC を

中心に解決を図り、解決できない場合は、

・CF外に居住する移住者や軍関係者家族に

よる資源利用は彼らを CF メンバーに組
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CFF で共有して協議を行う。 

・CFMC から行政への要望等については、代

表である CFF を介して、FAや軍、警察、

地方行政等の関係機関に報告や要請、CF

利用権の保全要求等を行う。 

・軍の活動に伴う CF の権利侵害について

は、軍と森林局と CFMC間で協議を重ねて

いる。 

・他に、住民はコミューン議会（Commune 

Council）に対して直接報告することも可

能。 

み込むことで、解決を図ろうとしている

が、違法資源利用が継続する中での合意

に時間を要している。 

・CF内での移住者の定住等については、CFMC

や CFFが FA及び地方自治体に権利の保全

を訴え、行政対応を待っているが、その

間にも違法定住が拡大している。今後、

CF境界を再定義する必要が生じる可能性

がある。 

・軍の活動に関しては協議の効果が小さく、

紛争解決の手続きが不透明となってい

る。 

2.3.4. ステークホルダーの参加促進 

計画・進捗・成果 課題・改善点・今後の予定 

・CF設立時に、森林の周囲にある全ての村

落の住民が参加できるように配慮。 

・プロジェクトでは、貧困層の 50％以上の

参加を目標に、貧困層をターゲットとし

た CFへの加入支援を実施。 

・社会的弱者を対象としたモニタリング活

動を計画している。 

・新規の移住者に対しても、既存 CF への加

入を促す活動を行っている。 

・プロジェクトパートナー（Pact や CDA）

に対してジェンダー訓練が行われ、プロ

ジェクト実施の全ての段階でジェンダー

が配慮されるような努力が行われてい

る。 

・新規移住者を CFメンバーに取り込み、共

同で森林保全および持続的資源利用を行

えるかどうかがセーフガードの範囲を超

えてプロジェクト全体の課題になりつつ

ある。 

・識字率の低さや家事負担等により、女性

の参加率や指導的立場に占める割合が依

然として低い（一方で、指導的立場にい

る男性の一部で、CF管理への女性参加の

重要性に対する理解が近年増している）。

（Bradley et al., 2013） 

2.4. 生物多様性への配慮 

2.4.1. 保全対象の生物多様性・生態系サービスの特定 

計画・進捗・成果 課題・改善点・今後の予定 

・計画段階で絶滅危惧の哺乳類や鳥類、固 ・地雷の埋設やアクセス等の問題で、調査
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有の樹木種及びそれらの生息地を保全上

重要と特定した。 

・広域の生態系サービスとしては、下流の

トンレサップ湖の水源涵養および土壌流

出抑制効果と火災の抑制効果が挙げられ

た。 

・木材の他、薬用植物や樹液、薪炭等の NTFP

利用と精霊林が地域住民にとって重要と

特定された。 

範囲に制限がある。 

2.4.2. 生物多様性への脅威の特定 

計画・進捗・成果 課題・改善点・今後の予定 

・用地転売や農地転用、居住地開発等によ

る森林および湿地等の生息地の減少、軍

関係者や移住者による狩猟とそれに伴う

放火、違法伐採、非持続的な資源利用、

大規模コンセッション開発等が危機要因

として特定された。 

・新規の大規模コンセッション開発は近年

下火になっているが、軍の駐留に伴う森

林減少や火災、移住者の増加による森林

減少や資源の過剰利用が開始当初よりも

大きな問題になりつつある。 

・侵略的外来種は植物の専門家の不在から、

情報が限られている（Elliott et al., 

2011）。 

2.4.3. 生物多様性保全対策とネガティブインパクトの回避 

計画・進捗・成果 課題・改善点・今後の予定 

・土地所有権の強化、持続可能な土地およ

び森林資源利用の支援、違法伐採の取り

締まり、在来種の植林、NTFP 利用を通し

た森林保全の促進等によって、希少種の

生息地等を保全することを計画。 

・有用樹種の植林と持続可能な利用計画の

導入により特定の有用樹種の過剰利用の

影響を緩和することを計画。 

・パトロール活動によって、違法伐採や野

生動物の密猟に対応することを計画。 

・森林伐採と火災による外来生物の増加が

懸念されるが、伐採活動と火災の抑制、

植林に伴う外来種の除去等によって侵入

・地域住民主体のパトロールは労力や移住

者との軋轢から限界が指摘されている。

軍や警察の協力が不可欠だが、資金や機

材の不足から効果的な活動ができていな

い CFが多い。 

・本格的な森林保全活動や持続的な資源利

用を実施できているのは、仏僧団体が支

援する一部の CFに限られている。 

・人為的な火災は多くの CF で依然問題と

なっている。 

・活動の多くが資金不足等により計画より

も遅れている。 
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を防止することを計画。 

・プロジェクト地域外の生物多様性への悪

影響はさほど大きくないと見積もられ

た。むしろ森林保全や普及啓発による好

影響をプロジェクト推進者は期待してい

る。 

 

2.4.4. 生物多様性モニタリング 

計画・進捗・成果 課題・改善点・今後の予定 

・2010 年に Birdlife International によ

る住民参加型調査が実施され、5 年に一

度プロジェクト参加者によるモニタリン

グが予定されている（Elliott et al., 

2011; Brewster et al., 2012）。 

・2010年に Birdlife Internationalと Pact

によって、コミュニティメンバーと森林

局スタッフに対する生物多様性調査の訓

練が行われた（Elliott et al., 2011; 

Brewster et al., 2012）。 

・特に仏僧が管理支援する CF でカメラト

ラップ等を用いた重点的モニタリングと

定期報告が実施されている。 

・携帯のショートメッセージを用いたパト

ロール報告システムも 2011 年から稼働

している。 

・第三者審査の際に持続可能なモニタリン

グ計画の必要性が指摘され、モニタリン

グ計画の最終案ではモニタリング指標が

PDD で当初計画された数よりも減らされ

た（SCS Global Services, 2013）。 

・仏僧団体の支援により、面積が最大で保

全状態が良い CF で活発なモニタリング

が行われている。 

・2010 年のモニタリングにおいて住民は重

要な役割を担ったが、生物種の同定能力

には限界があったことから、引き続き訓

練が必要と判断された（Brewster et al., 

2012）。 

・住民参加型モニタリングを継続するため

に、ターゲット種の選定の他、フィール

ドガイドの作成とそれに基づく訓練、双

眼鏡の購入等が課題として挙げられた

（Brewster et al., 2012）。 

2.5. 非永続性への対処 
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計画・進捗・成果 課題・改善点・今後の予定 

・CFMC 基金の立ち上げが検討されている。

基金管理の経験が乏しいため、キャパシ

ティビルディングも計画されている。 

・低調な資金調達の影響でプロジェクト実

施やキャパシティビルディングの計画や

支援が一部停滞している。 

・炭素市場の低迷から活動資金の先行きが

不透明となり、パートナー機関の一部は

炭素以外の資金源の確保も模索してい

る。 

2.6. リーケージへの対処 

計画／進捗・成果 課題・改善点／今後の予定 

・プロジェクト対象である CFサイトの周囲

にバッファゾーンを設定し、以下の 5 つ

のリーケージ対策活動を計画・実施。 

・森林伐採圧を抑制のための効率的なス

トーブの導入 

・薪炭利用の抑制により、それまで煙を忌

避していた害虫が増加し家畜の伝染病が

増える懸念があるため、家畜用の蚊帳を

導入 

・森林の農地への転換を抑制するための農

業集約化・効率化の支援 

・水タンクや井戸等の水資源開発の支援（住

民は水資源開発提案書を提出しそれに基

づき少額融資が行われる） 

・NTFP の持続的利用の技術指導と現金収入

増を促すために市場アクセスを確保する

ための支援 

・資金難からパートナー機関の一部は炭素

以外の資金源の確保も模索している。 

 

注）特定の引用情報がある場合を除き、プロジェクトレベルの主な情報はプロジェクト設

計書（TGC, 2011, 2012）、モニタリング計画書（TGC and Pact, 2012a）、プロジェクト実

施報告書（TGC and Pact, 2012b）、Poffenberger et al.（2009）、現地インタビュー調査

に基づく。 
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カンボジア王国  環境 社経 

PJ 名 
セイマ保護林における REDD+プロ

ジェクト 

活 動

タイプ 
森林減少・劣化の抑制 

資 金

タイプ 
援助資金 

対象地 
モンドルキリ州（一部クラチエ州）

セイマ保護林 

期 間 
2010年 1月 1日～2069年 12月 31

日 

配
慮
項
目
と
の
関
係
性 

国家森林プログラム等との

一貫性確保 
● 

ガバナンスの構築・強化 ● 

面 積 180,510 ha 
先住民・地域住民の権利尊

重 
● 

人 口 約 12,900人 ステークホルダーの参加 ● 

実 施 

主 体 

行政主導型 生物多様性への配慮 ● 

カンボジア王国森林局（FA） 

（連携機関：Wildlife 

Conservation Society（WCS）） 

非永続性リスクへの対処 ● 

リーケージへの対処 ● 

概 要  

カンボジア東部のセイマ保護林では、農地の拡大や違法伐採による森林減少・荒廃が

危惧されている。同地域はブノン人とスティエン人の先住民が居住し、多くの絶滅危惧

種が生息する生物多様性ホットスポットでもある。同保護林のコアエリアを対象に、

REDD+プロジェクトがカンボジア王国森林局と実施パートナーの WCSによって計画されて

いる。 

具体的なプロジェクト活動として、1）法的メカニズムと政治的サポートの強化、2）

直接的な法執行、3）地域住民の資源管理能力の向上、4）代替生計手段の開発、の 4 分

野を重視した取り組みを掲げている。セーフガートに関連した特徴としては、セイマ保

護林の設置根拠である法的文書に基づいた森林ガバナンスの強化や、先住民の集団土地

所有制度を活用した先住民支援と土地利用の安定化、生物多様性の専門知識に基づく高

度な保全計画とモニタリングの実施が挙げられる。プロジェクトは VCSと CCBSのダブル

認証を目指して審査を受けており（2014年 11月現在）、特に CCBSについては、コミュニ

ティと生物多様性の二つのゴールド要件を申請している。 

 
違法木材を積んだ押収車両 

 
先住民（ブノン人）の伝統的住居 
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1. 基本情報 

1.1. 国レベル 

1.1.1. 人口・民族構成 

2013年のカンボジアの人口は推計 15.1百万人（UN DESA, 2013）であり、大多数をクメー

ル族が占めている。2006 年の国の調査では 20 の先住民グループが確認され、2008 年の人

口センサスでは少なくとも約 179,000 人が先住民族の言語を母語として申告しているが、

実際にはその数はさらに多いと見込まれている（IPNN, 2010）。 

1.1.2. 経済状況・主要産業等 

2012 年におけるカンボジアの GDP は約 142 億米ドル（1 人あたり 933 米ドル）である。

カンボジアの主要産業は農業であり、同年の GDP の 33.6％を占めている。次いで縫製業が

9.9％、建設業が 6.5％、観光業が 4.6％である 1。2011 年における貧困率は 20.5％である

（Sobrado et al., 2014）。 

1.1.3. 森林の現況 

2010 年におけるカンボジアの森林面積は 1,009 万 ha であり、国土面積の約 57％を占め

ている（FAO, 2010）。このうち天然林は 1,003万 ha、人工林は 7万 haである（FAO, 2010）。

2010 年時点で、主な森林タイプは落葉樹林が最も広く約 448 万 ha を占め、続いて常緑樹

林が約350万 ha、半常緑樹林が約127万 ha等が広がっている（Kingdom of Cambodia, 2011a）。

2002 年から 2010 年にかけて、カンボジアの森林面積は対国土面積で 4.08 ％、年率 0.5％

のペースで減少した（Kingdom of Cambodia, 2011a）。 

1.1.4. 森林生態系劣化の主な要因・影響 

森林減少・劣化の主な要因は、農地等への土地転用、森林火災、違法伐採等であるが、

その背景には脆弱な行政運営能力、地方の貧困、人口増加等がある（Kingdom of Cambodia, 

2011b）。森林減少・劣化が生態系サービスに及ぼす影響としては、例えば、トンレサップ

湖上流域の森林現象による水源涵養能力の低下等が懸念されている（Kingdom of Cambodia, 

1 外務省 カンボジア王国基礎データ、http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/cambodia/data.html、（2015

年 1月 8日確認） 
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2011b）。 

1.1.5. 関連国際条約への加盟状況 

生物多様性条約（CBD） 1995年（批准） 

ラムサール条約 1999年（発効） 

ワシントン条約（CITES） 1997年（批准） 

1.1.6. 関連する国内法制度 

先住民・ 

地域住民の 

権利尊重 

土地法 

（2001 年）2 

・先住民の伝統的慣習に基づく集団土地所有の

権利を保証（第 3章第 2部） 

森林法 

（2002 年）3 

・森林コンセッションは先住民と地域住民の慣

習的権利を妨げてはならない（第 15条） 

・永久保存林における地域住民の慣習的森林利

用の権利を定める（第 2章） 

セイマ保護林・生物多様

性保全地域設置に関する

閣僚会議令 

（2009 年）4 

・セイマ保護林の先住民と地域住民の伝統文化

を保全（第 2条） 

・セイマ保護林と近隣の先住民と地域住民によ

る伝統的森林利用の尊重（第 6条） 

先住コミュニティの土地

の登録手続きに関する 

閣僚会議令 

（2009 年）5 

・先住コミュニティの合法的土地所有、先住民

のアイデンティや文化、伝統などの保護を目

的に、集団土地所有の手続きを規定（第 2

条） 

・対象となる先住コミュニティは内務省に登録

されたものとする（第 4条） 

森林コンセッションに関

する閣僚会議令 

（2000 年）6 

・コンセッションの管理計画と施業モニタリン

グについて、地域住民との協議とその参画を

保証する（第 4条） 

2 Land Law (2001) NS/RKM/0802/016 

3 Forestry Law (2002) NS/RKM/0801/14 

4 Sub-decree on the Establishment of Seima Protection Forest and Biodiversity Conservation Area, 

Mondulkiri and Kracheh Provinces (2009) No.143 

5 Sub-decree on Procedures of Registration of Land of Indigenous Communities (2009) 83/ANK/BK/2009 

6 Sub-decree on Forest Concessions Management (2000) 05/ANK/BK/2000 

 

                             



 

46 

・地域住民が利用するコンセッション内の森林

資源や信仰的価値へのアクセスを保証する

（第 4条） 

土地の 

所有権 

利用権 

土地法 

（2001 年） 

・居住および伝統的施業を実施している場所を

先住民の土地と定める（第 25条） 

・先住民の土地は集団的土地所有として付与さ

れ、譲渡は認められない（第 26条） 

・個人がコミュニティを離脱する場合、一部を

個人所有に移すことが出来る（第 27条） 

・先住コミュニティ外の者は集団土地所有権を

獲得できない（第 28条） 

森林法 

（2002 年） 

・永久保存林のタイプの一つとして保護林を定

義（第 10条） 

・保護林登録の手続きと管理計画の作成を定め

る（第 22～23条） 

セイマ保護林・生物多様

性保全地域設置に関する

閣僚会議令 

（2009 年） 

・セイマ保護林・生物多様性保全地域をモンド

ルキリ州、クラチエ州にまたがる地域に設置

する（第 3条） 

・保護林をコアエリアとバッファエリアに分け

て管理する（第 5～7条） 

先住コミュニティの土地

の登録手続きに関する 

閣僚会議令 

（2009 年） 

・先住民が伝統的に利用してきた土地について

集団土地所有の手続きを定める（第 2条） 

・登録できるのは、居住地、耕作地、保留地、

精霊林、埋葬林（第 6条） 

・先住コミュニティは代表者を立て、第 4章の

手続きに沿って申請を行う 

・個人が集団土地所有に参加・離脱する場合の

個人所有の土地の取り扱いを定める（第 13

～14条） 

コミュニティ林業に関す

る閣僚会議令 

（2003 年）7 

・コミュニティ（CF）は国有地に設置され森林

局が管轄する（第 3条） 

・CF 管理は地域住民の選挙を経た代表が行う

（第 4条） 

生物多様性 
生物多様性国家戦略 

（2002 年） 

・以下の戦略を掲げている。 

▷ 全国で植林や植生回復活動を推進 

7 Sub-decree on Community Forestry Management (2003) 79/02/12/2003 
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（MoE-RGC, 2002） ▷ 違法伐採を阻止するために法執行を強化 

▷ コンセッションの配分と管理を評価 

▷ 森林保護・管理への地域住民の参画 

▷ 環境配慮型の森林施業の導入 

▷ 森林資源の状態とトレンドをモニタリン

グ 

▷ 恒久林の境界を設定 

▷ 森林インベントリ調査等を実施 

国家四辺形戦略 

（2004 年） 

（RGC, 2004） 

・持続可能な森林管理、保護区の設置による生

物多様性保全、CFによる林業改革を掲げる 

国家戦略的開発計画 

（2008 年） 

（RGC, 2008） 

・2013 年までに国土面積における森林率を 

57.59％（2009 年）から 59.19％に回復させ

る 

セイマ保護林・生物多様

性保全地域設置に関する

閣僚会議令 

（2009 年） 

・セイマ保護林設置目的を生物多様性の保全、

生態系の再生、ミレニアム開発目標や貧困削

減目標への貢献、持続可能な森林利用の促

進、森林炭素の維持、土壌と水源の保全など

と定める（第 2条） 

国家森林プログラム 

（2010 年） 

（Kingdom of Cambodia, 

2010） 

・森林の持続的管理のために、森林区域の設

定・登録、森林資源と生物多様性の保全、法

執行とガバナンス強化、コミュニティ林業の

推進、人材と研究開発、持続可能な森林ファ

イナンスの 6分野を設定 

・具体的数値目標として、保護林面積を 300

万 ha、持続可能な森林管理下の森林面積を

240 万 ha にそれぞれ増やすことなどを掲げ

る 

1.2. プロジェクトレベル 

1.2.1. 対象地 

セイマ保護林はカンボジア東部のモンドルキリ州とクラチエ州の一部に跨る地域に位置

し、東側はベトナム国境に接している（図 1）。保護林は伝統的利用以外の人為活動が制限

されたコアエリアと持続可能な経済活動が可能なバッファエリアの二つで構成され、総面

積は 292,690 ha である。REDD+プロジェクトはコアエリア 180,513 ha を対象としている。
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リーケージを管理する区域を含むプロジェクトゾーンには、隣接する保護林のバッファエ

リアや野生動物保護区、経済土地コンセッション等が含まれている。参照排出レベルの計

算に用いられた参照地域には、隣接する野生動物保護地域や休止中の近隣の森林コンセッ

ションが含まれる。 

主な植生タイプは常緑樹林、半常緑樹林、落葉樹林、竹林、疎林・低木林、その他森林

（二次林等）である。同地域はアンナン山脈とメコン川下流域の二つのエコリージョンが

接することから両方に属する種が分布している。2000 年以降から多くの生物多様性調査が

実施され、カンボジア国内でも最も生物相の解明が進んでいる地域とされる。これらの調

査の結果、IUCN レッドリストに指定される絶滅危惧種の脊椎動物が 41種確認され、世界的

にも貴重な生物相を有する保護林である。しかし、数年前を最後にトラの目撃情報が途絶

える等、人為圧は近年増加している。 

図 1 セイマ保護林（赤色）の位置図 

プロジェクトの影響を受けるとされているのは 20 の村に居住する約 12,900 人（2010 年

時点）である。この中で、17 の村に属する約 11,100人は保護林のコアエリア内に居住もし

くは耕作地を有していることから、村全体がプロジェクトに関わると位置付けられている。

残り 3 村に属する約 1,800 人は、コアエリア内の森林を利用するが、居住地や耕作地は他

にあるため、主に森林を利用する家族と村の代表者がプロジェクトに参加すると位置付け

られている。 

対象地域にはカンボジアの主要民族であるクメール人の他、ブノン（Bunong/Phnong）人

とスティエン（Stieng）人の二つの先住民が居住している。スティエン人は少数で、ブノ

ン人と自由に交流しており、文化や慣習、宗教観等も似ているため、プロジェクトではほ
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とんどの場合において二つの民族を一つの先住民集団として扱っている。2008 年の世帯数

は、ブノン人とスティエン人が 1,713 世帯（67％）、クメール人が 828 世帯（32％）、その

他民族が 11 世帯（＜1％）となっている。コアエリアの広範に先住民の村が分布しており、

クメール人の村は保護林の南西境界近くに多い。ブノン人とスティエン人の多くは今も伝

統的な暮らしを送っており、森林と強く結びついたアニミズムを信仰している。先住民の

ほとんどは 1970 年代に一度、他の地域に強制移住させられており、現在の村はその生存者

と子孫が治安の回復に伴い 1979～1998 年の間に少しずつ元の場所かその近くに帰還する形

で再び形成されたものである。クメール人を中心とした村（一部チャム人も居住）は主に

2000年代に入ってから違法な土地収用等によって形成・拡大されたものがほとんどである。 

1.2.2. プロジェクトの概要 

セイマ保護林とその周辺地域は歴史的に人口密度が低く、1970 年代の強制移住によって

ほぼ無人化した時期を除き、先住民による低インパクトの焼畑農業と伝統的森林資源利用

が行われてきた。比較的規模の大きい初期の森林伐採は、1960 年代のクメール系軍隊によ

る伐採と、1980 年代のベトナム系の支援を受けた集団による有用材の伐採である。さらに、

1994年になると一帯は森林コンセッションに指定され、1997～1999年に一部区画で大規模

な商業伐採が行われた。1999 年に伐採モラトリアムによりコンセッションの活動が休止し

てからは、高級材を狙った違法伐採が横行している。また、2000 年代に入ると幹線道路が

開通し、帰還する先住民や入植するクメール人が増え、特に 2002 年以降にカシューナッツ

等の換金作物ブームと人口増加に伴い、農地が拡大した。人口増加は密猟・密漁等の駆動

因にもなっている。 

プロジェクト対象地で森林保全活動が本格化するのは 21世紀に入ってからである。REDD+

プロジェクトの実施パートナーである WCS の支援もあり、2002 年に森林局は現在のセイマ

保護林を生物多様性保全地域（制度上は生産林を兼ねる）に農林水産省の大臣令によって

指定した。そして、2009 年に「セイマ保護林・生物多様性保全地域設置に関する閣僚会議

令」に基づき、一帯を保護林に格上げした。同閣僚会議令に基づき、保護林指定の目的を

生物多様性の保全、生態系の再生、国のミレニアム開発目標や貧困削減目標への貢献、持

続可能な森林利用の促進、森林炭素の維持、土壌と水源の保全等と定めている。また、利

用を厳しく制限したコアエリアと、持続可能な社会経済活動を認めたバッファエリアの二

つのゾーニングを指定している。 

森林局と実施パートナーの WCSは REDD+プロジェクトの実施を通して、保護林の保全能力

の強化を目指している。具体的なプロジェクト活動として、1）法的メカニズムと政治的サ
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ポートの強化、2）直接的な法執行、3）地域住民の資源管理能力の向上、4）代替生計手段

の開発、の 4つの分野を重視した取り組みを掲げている。 

1.2.3. 実施体制 

保護林の管理並びに REDD+プロジェクトの実施主体はカンボジア王国森林局である。実施

パートナーの NGO等は森林局の指導に従ってプロジェクトに関連した活動を実施している。

最大の実施パートナーは国際環境 NGO の WCS（Wildlife Conservation Society）であり、

2002 年の生物多様性保全地域設立の頃からセイマ保護林における生物多様性保全活動を幅

広く支援してきた。REDD+プロジェクトにおいて WCSは特に、プロジェクトの設計や必要書

類の作成、保全活動の技術的側面、ローカル NGOとの連携、REDD+以外の活動資金源の捻出

等の面で森林局をサポートしている。他に Cambodia Rural Development Team（CRDT）を始

めとしたローカル NGO が住民の生計支援活動等を担当している。 

プロジェクトの管理・運営は、森林局の通常の縦軸の組織構造（中央－森林管区－州森

林局－郡森林局－林業事務所）とは別に、森林局中央の直下にセイマ保護林を管理する特

別組織が設置されている。そこではプロジェクトマネージャーの下に、分野毎にマネー

ジャーかコーディネーターが配置され、それぞれがさらに一～数個のチームや担当者を率

いている（図 2）。分野としては、法執行（パトロールチームや憲兵を統括）、コミュニティ

林業（バッファゾーンにおける住民参加型生産林（Community-Based Production Forest：

CBPF）の支援）、コミュニティ担当（先住民の集団土地所有やエコツーリズム開発）、生物

多様性モニタリング（罠の取り締まりも含む）、サイトコーディネーター（プロジェクト運

営全般を管轄）からなる。実施パートナーの WCS は図に示された財務管理の支援だけでな

く、各分野の活動に積極的にスタッフを配置し、森林局の活動をサポートしている。 

地域住民を代表する組織としては、自治体組織であるコミューンや、各村落の集団土地

所有を管理する Indigenous Community Commission（ICC）、コミュニティ林業（CF）を管理

する Forest Management Committee（FMC）の主に 3 つが住民代表団体として認識されてい

る。ICCは保護林コアエリア（プロジェクト対象地域）内に居住する先住民が集団土地所有

の申請と管理のために、先住コミュニティの土地の登録手続きに関する閣僚会議令（2009

年）に基づき各村落の先住民代表として組織されている。一方、FMCは保護林バッファエリ

ア（プロジェクトゾーン）に居住する住民（主にクメール人）が CFを申請・管理するため

に、コミュニティ林業に関する閣僚会議令（2003年）に基づき CFメンバーの選挙を通じて

組織されている。 
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図 2 プロジェクト実施体制図（2014年 11月現地調査に基づく） 

1.2.4. 成功要因 

・セイマ保護林の法的ステータスの強化 

プロジェクト対象地は、森林コンセッション（生産林）から生物多様性保全地域、

さらに保護林へと、法的文書を根拠として保護レベルを強化してきた経緯がある。

REDD+活動も保護林設置の閣僚会議令に沿って行われており、違法活動の取り締まり等、

直接的な法執行を行う強い後ろ盾があることで、森林ガバナンスの強化を通した森林

保全活動が実施されている。 

・先住民の集団土地所有の支援 

先住民の森林・土地利用の権利の保証および保護林内の土地利用の安定化のために、

法律に基づいた集団土地所有に対する継続的な支援が行われている。集団土地所有制

度では、先住民の伝統的生業や文化、アイデンティティの保護が重視され、先住民集

団への負の影響回避が考慮されている。 

・先住民との関係重視 

森林局と WCS は先住民との信頼関係の醸成を重視しており、住民会合等、通常の対

話の機会だけでなく、グリーバンスメカニズムとしてホットライン（直通電話）を試

験的に設置し、プロジェクトに対する意見を常時受け付ける体制を整備している。ま

た、先住民の言語や文化を尊重しそれらをプロジェクトに積極的に取り入れるために、

先住民の雇用者数の向上をプロジェクト目標に位置づける等、具体的対応を取ってい
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る。 

・生物多様性の専門家の参加 

生物多様性に関する専門的な知識と技術を有する WCS がプロジェクト発足前から森

林局を支援している。生物多様性に関する長期間のデータの蓄積があり、それに基づ

く詳細なプロジェクト活動の計画とモニタリングの実施が期待される。 

2. プロジェクト活動の詳細 

2.1. 国家森林プログラム等との一貫性確保／ガバナンスの構築・強化 

計画・進捗・成果 課題・改善点・今後の予定 

・関連する法制度等は表 1の通り。プロジェ

クトでは特にセイマ保護林・生物多様性

保全地域設置に関する閣僚会議令（2009

年）との一貫性を重視。さらに、先住コ

ミュニティの土地の登録手続きに関する

閣僚会議令（2009年）の枠組みを活用し

ている。 

 

・閣僚会議令に基づき設置されたセイマ保

護林を森林局が直接管理しており、法に

基づく管理計画の作成と実施、直接的法

執行の強化による違法活動の取り締まり

を行っている。 

 

・セイマ保護林における REDD+プロジェク

トは、国家森林プログラムや UN-REDD の

国家プログラム等において、気候変動緩

和策や森林ファイナンスの創出等の重要

政策課題のパイロット事業として位置づ

けられている（Kingdom of Cambodia, 

2010; UN-REDD, 2010）。 

 

・プロジェクト対象地を含むセイマ保護林

の管理のために、森林局中央直下に特別

組織が設立され、森林を管理している。 

 

・先住民の集団土地所有制度とコミュニ  
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ティ林業制度を推進することで、土地所

有権と安定と持続可能な森林管理を推進

している。 

・住民はコミューン（最小行政単位）の他、

コアエリアに居住する先住民は ICC、バッ

ファエリアに居住する住民は FMC を組織

し、森林管理に参加している。 

 

 

表 1 プロジェクトに関連する法制度等 

タイトル 概要 

 土地法（2001年） 

土地に関する諸権利を定めている。森林は基本的には国有

地としている。特に、先住民の伝統的知識や社会システム

に基づく集団的土地所有権を定めている。 

 森林法（2002年） 

森林の区分（保護林、生産林）とその定義や設置手続きの

他、森林における伝統的な森林資源利用の権利を定めてい

る。 

○ 

セイマ保護林・生物多

様性保全地域設置に

関する閣僚会議令

（2009 年） 

セイマ保護林の直接的設置根拠であり、管理の目的や森林

利用に関わるゾーニング、先住コミュニティの森林資源利

用の権利を定めている。 

○ 

先住コミュニティの

土地の登録手続きに

関する 

閣僚会議令（2009年） 

保護林コアエリア（プロジェクト対象地域）に居住する先

住民の集団土地所有の権利とその申請要件や諸手続きを

定める。 

 

コミュニティ林業に

関する閣僚会議令

（2003 年） 

保護林バッファエリア（プロジェクトゾーン）に居住する

住民（主にクメール人）の CFの権利と、申請や管理のた

めの諸手続きを定める。 

注）○印は、プロジェクトの実施にあたって特に留意されている法制度等。 

2.2. 先住民・地域住民の権利尊重 
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2.2.1. 土地や資源の所有権・利用権の特定 

計画・進捗・成果 課題・改善点・今後の予定 

・プロジェクト開始前の 2004 年と 2008 年

に、人口構成や生計、土地利用・所有の

権利等に関する詳細なコミュニティ調査

をセイマ保護林と周辺地域において実施

（Evans and Dellatre, 2005; Pollard 

and Evans, 2008）。 

・コミュニティ調査の結果に基づき、コア

エリア（プロジェクト対象地域）では、

住民の土地所有と森林利用の権利の強化

を目的として先住民を対象とした集団土

地所有制度を推進。 

・集団的土地所有として申請できるのは、

居住地、耕作地、保留地、精霊林、埋葬

林の 6タイプであり、ICCがコミュニティ

の意見を取りまとめて区画や管理計画を

作成する。 

 

・プロジェクト対象地域外だが保護林バッ

ファエリア（プロジェクトゾーン）であ

る地域では、クメール人を中心とした住

民を対象にコミュニティ林業制度を活用

した土地所有・利用の権利の強化が計画

されている。 

 

2.2.2. 地域の慣習や知識の活用 

計画・進捗・成果 課題・改善点・今後の予定 

・集団土地所有制度の下、先住民コミュニ

ティは伝統的知識に基づく森林・土地利

用を行う基盤を獲得。 

・集団土地所有制度では、先住民コミュニ

ティの選挙によって選出された長と委員

会（ICC）が集団土地所有を統括するが、

具体的な意思決定のプロセスは先住コ

ミュニティの伝統的システムを活用して

も良いとしている（具体的な意志決定プ

・森林面積の減少や違法な森林利用、NTFP

の過剰利用等により、資源の持続可能性

が懸念されており、REDD+プロジェクトを

通して、持続可能な資源管理の実現が期

待される。 
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ロセスを集団土地所有の申請時に提出す

る形式）。 

・NTFP を活用した生計向上プログラムを実

施。 

2.2.3. 先住民・地域住民の事前同意 

計画・進捗・成果 課題・改善点・今後の予定 

・スケール（州～村落）に応じて事前に利

害関係者を特定し、2010年以降、それぞ

れのレベルにおいてプロジェクト説明会

や意見交換の場を設置。 

 

・プロジェクト対象地の全てが政府保有の

ため、基本的に炭素クレジットは政府の

ものと解釈されるが、居住する先住民の

集団土地所有や伝統的森林利用の権利、

先住民がプロジェクト参加者である実態

等を考慮し、REDD+プロジェクトの活動と

炭素クレジットの売買について事前に先

住民の同意を得ている。 

・先住民を対象とした村落レベルの事前協

議では、森林局と NGO のスタッフ、事前

訓練を受けた住民代表からなるチームが

全ての村を複数回訪問し、必ず先住民の

言語を用いながら全住民を対象に実施し

た。 

・先住民との事前協議の第一段階では、プ

ロジェクトに対する理解の醸成を目的と

し、時間をかけて個別の質問にも応じる

対応を取った。第二段階では合意文書案

の作成を目的に、草案を提示し質疑応答

を受け付けた後、プロジェクト実施者と

は独立の組織や NGO で構成するチームに

よる住民協議を実施し意見を集約した。

そして第三段階で最終的な協議を行い、

必要な変更を加えた後、2013 年 1月に双

方が炭素クレジットの売買に関する合意

を含む文書に署名した。 

・炭素クレジットの純利益の配分について

は、今後先住民コミュニティと協議し、同

意を得る必要がある。 
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2.2.4. 利益の配分 

計画・進捗・成果 課題・改善点・今後の予定 

・プロジェクトの利益配分は 2通りを想定。

一つは森林保全を通して享受される便益

全般（資源保護、集団土地所有による資

源アクセス）、もう一つは炭素クレジット

の収益を原資にした開発支援プログラ

ム。 

・炭素クレジットを用いた開発支援プログ

ラムの具体案については、今後の社会調

査等の結果を踏まえながら地域の視点で

ニーズを把握し、最貧層の意見を反映し

つつ検討する予定。 

2.2.5. 先住民・地域住民に対するネガティブインパクトの回避 

計画・進捗・成果 課題・改善点・今後の予定 

・プロジェクトでは活動を 7つのサブ目標、

さらに各サブ目標の下に 2～8 つの具体

的活動に細分化し、計 36の全活動に対し

て期待される好影響と潜在的なマイナス

影響を環境・社会調査を通して抽出した。 

・活動サブ目標 1 のセイマ保護林と周辺の

法的文書・計画書の承認と実施について

は、伝統的利用や開発の権利の阻害が懸

念されているため、法的権利の確認を行

い、プロジェクトを通した代償措置（代

替生計の開発）を実施することによって

回避することが計画されている 

・活動サブ目標 2 の直接的な法執行の強化

による違法活動の取り締まりについて

は、不当な法執行による合法利用者への

影響や違反者と住民との軋轢の増加が挙

げられており、グリーバンスメカニズム

や透明性確保、スタッフの訓練や住民の

法律教育等により対応する予定である。 

・活動サブ目標 3 の持続可能な土地・森林

利用については、利用できる土地の狭さ

やマイノリティへの負の影響が懸念さ

れ、グリーバンスメカニズム、参加型土

地利用計画、全住民を対象としたセーフ

ガードの実施等による対応が想定されて

・伝統的権利の阻害に関する懸念について

は、FPICプロセスを通した更なる対応と

代替生計開発を通した支援を進める予

定。 

・グリーバンスメカニズムの一つとして、

ホットラインを試験導入。直通電話番号

を記したカードを各世帯に配布し、主な

対話手段であるコミュニティ協議の場や

コミュニティ代表を通したルート以外の

方法の確保を模索している。 
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いる。 

・活動サブ目標 4 の代替生計手段の開発に

ついては、不平等な利益配分、腐敗、観

光客の負の影響、過剰利用等が懸念とし

て出され、住民参加型の取り組み、森林

局による管理計画・影響評価の承認、行

政による監視とモニタリング、観光の行

動規範の作成等が対応策として挙げられ

た。 

・活動サブ目標 5～7（生態・社会データの

長期モニタリング、効率的運営システム、

長期的な資金の安定）については、大き

な懸念は示されなかった。 

・REDD+プロジェクトに伴う伝統的森林利用

の制約、既存農地の没収、土地所有権の

弱体化等の懸念が住民から挙がったが、

協議プロセスを経て、集団土地所有制度

を通して、これらの権利が保護、強化さ

れることについて住民理解が得られた。 

・住民協議に掛けられた最終版のプロジェ

クト設計文書（PDD）では、住民からの要

望に基づき、個人所有と集団所有の土地

を REDD+対象エリアから外す修正を行っ

た（WCS, 2014）。 

・2014 年 10 月に行われた PDD の住民協議

では、周辺で続く経済土地コンセッショ

ンの拡大、違法伐採者の侵入、移民によ

る新たな開墾・伐採等が継続的な懸念と

して挙げられた（WCS, 2014）。 

・プロジェクト対象地域外（保護林コアエ

リア外）の地域住民への影響については、

保護林全体の管理計画の一環として、保

護林バッファエリアに居住する地域住民

（主にクメール人）を対象としたコミュ

ニティ林業制度を活用した支援策が計画

されている。このため、プロジェクト対

象地域外の住民等への負の影響は想定さ

れていない。 

 

2.2.6. モニタリングの実施 
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計画・進捗・成果 課題・改善点・今後の予定 

・これまで、コミュニティ調査を 2 度実施

し、それを基にプロジェクトを設計。 

・セイマ保護林の順応的管理システムに基

づき、毎年モニタリングを実施している。

必要に応じて更新される戦略的管理計画

と前年のモニタリング結果を基にモニタ

リングを行う。 

・コミュニティモニタリング予備計画を

2012年に作成し、試験的調査を実施して

いる。 

・プロジェクトの有効化（Validation）の

12ヶ月以内にモニタリング計画の完成版

を作成し公開する予定。 

2.3. ステークホルダーの参加 

2.3.1. ステークホルダーの理解醸成 

計画・進捗・成果 課題・改善点・今後の予定 

・2002年のセイマ生物多様性保全地域設置当

時から、関連機関や団体、住民の理解醸成

と協力のための活動を継続的に実施。 

・REDD+プロジェクトについては、スケールに

応じて事前に利害関係者を特定し、2010年

以降それぞれのレベル（州～村落）におい

て協議の場を設置。 

・州レベルでは、州森林局と 2010年 9月に協

議を持ち、エコツーリズムについて州の観

光部局との協力について助言を受けた。 

・郡レベルでは、郡の行政組織、警察、軍、

土地計画部局等の代表者が参加する会合を

2010年 10月に開催。 

・コミューンレベルでは、コミューンや村の

代表者が参加するワークショップを 2010

年 11月と 12月、2011年 9月に実施し、プ

ロジェクト計画の詳細や、予期される影響

とその対策等について説明が行われた後、

懸念事項に関するヒアリングが行われた。 

・村落レベルでは、全ての村を森林局と NGO

・住民から腐敗や利益の不平等な配分に対す

る疑念が根強い（WCS, 2014）。試験導入し

始めたホットライン（苦情処理のための直

通電話番号）は、違反者の摘発だけでなく、

住民との信頼関係の醸成も期待されてい

る。 
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のスタッフ、事前訓練を受けた住民代表か

らなるチームが複数回訪問し、全住民を対

象に協議を行い、最終的に事前同意の合意

文書を得た。 

・最終版の PDD について、2014 年 10 月に全

ての村を訪問し、ヒアリングを実施した

（WCS, 2014）。説明は現地語で行われ、村

落レベルでは必ず先住民の言語の通訳が付

き添うことで、先住民の理解醸成を図った。 

2.3.3. 合意形成・伝達の実施 

計画・進捗・成果 課題・改善点・今後の予定 

・合意形成（特に事前同意）のプロセスに

ついては、2.2.3 および 2.3.1を参照。 

・最終版の PDD に関するヒアリングの後、

電話を用いて各村の主要人物を対象に追

加の聴き取りを行い、ヒアリング結果の

正確さを確認。特に先住民の言語を介す

ることで生じる翻訳ミスを確認した

（WCS, 2014）。 

・コミュニティ会合では多くの配布資料

（PDD の要約版を含む）や投影資料、映

像資料等をクメール語で準備。クメール

語が通じない人については、訳者が先住

民の言語で説明を行った。 

・先住民の理解醸成のために、クメール語

と先住民言語の両方の話者やモニタリン

グのワーカー等を地元から雇用し、地元

出身者の雇用比率を上げていく目標を設

定。 

・プロジェクト関連の文書は WCSや CCBA の

ウェブページ上に公開されている。 

 

2.3.3. 紛争解決 

計画・進捗・成果 課題・改善点・今後の予定 

・直接的、間接的に寄せられた紛争を解決

する主体はプロジェクト管理チームであ

る。 

・CCBS に定められる第三者による紛争解決

手段としては、2002 年のセイマ生物多様

・将来的にプロジェクトが拡大する場合は、

グリーバンスに関わる手続きを第三者機

関（ローカル NGO 等）に依頼することも

検討する。 

・ホットラインは 2014 年 10 月以降に試験
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性保全地域設立当時からコミューン議会

を介した調整が機能している。これはカ

ンボジアで一般的な紛争解決の手段であ

る。 

・コミューン議会の紛争解決力を向上させ

るため、プロジェクトでは能力開発やロ

ジ面の支援を提供している。 

・直接的な連絡経路を拡充する目的でホッ

トラインが設置され、各世帯に電話連絡

先が明記されたカードが配布された

（WCS, 2014）。 

導入されたばかりであり、住民の反応を

見ながら運用面等に改善が加えられる予

定。 

2.3.4. ステークホルダーの参加促進 

計画・進捗・成果 課題・改善点・今後の予定 

・スケールに応じて事前に利害関係者を特

定し、2010年以降それぞれのレベル（州

～村落）において協議の場を設置（詳細

は 2.2.3 および 2.3.1 を参照）。 

・地域住民や先住民の参加のため、クメー

ル語による資料（文書、投影資料、映像

資料）の配布・投影、先住民の言語への

通訳等が行われている。 

・最貧層や女性、コミュニティ内のマイノ

リティの参加が確保されるよう、グリー

バンスメカニズム、参加型土地利用計画、

全住民を対象としたセーフガードの実施

を計画。 

・住民の中では腐敗や利益の不平等な配分

に対する疑念が根強い（WCS, 2014）。そ

うした住民の参加を確保するために、

ホットライン（苦情処理のための直通電

話番号）を試験導入したところ。 

2.4. 生物多様性への配慮 

2.4.1. 保全対象の生物多様性・生態系サービス 

計画・進捗・成果 課題・改善点・今後の予定 

・2000 年以降に実施された複数の生物多様

性調査の結果、2010年時点で鳥類 334種、

哺乳類 93 種、60 種を超える爬虫類・両
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生類の生息を確認。 

・この中で、脊椎動物 61 種が IUCN レッド

リストに何らかの形で掲載されており、

この内 41種が絶滅危惧（CR/EN/VU）であ

る。 

・哺乳類の捕食者（ネコ科等）や大型草食

動物の多様性が高く、絶滅が危惧される

複数の霊長類や鳥類（キジやトキ、ハゲ

ワシの仲間）の大きな個体群を確認。 

・植物については IUCN 絶滅危惧種が 11 種

確認されている。 

・生態系レベルでは、世界的に見て保全上

重要な地域“Last of the Wild”、鳥類の

固有性が高い地域“Endemic Bird Area 
(EBA)”、鳥類の多様性ホットスポット

“Important Bird Area (IBA)”、世界的に

貴重な生態系“Global 200 Ecoregions”、
インド・ビルマ生物多様性ホットスポッ

ト、植物多様性と固有性が高い“Centre of 
Plant Diversity”等に該当する。種レベ

ルでもトラ保全ランドスケープやアジア

ゾウのコア個体群の分布範囲に該当す

る。 

・高い保護価値（High Conservation Value：

HCV）を有する要素としては、保全上の重

要性（保護地域であり、絶滅危惧種や固

有種が多いため）、大面積の自然林、貴重

で保全価値の高い生態系の３要素を満た

すと考えられる。また、生態系サービス

については、地域住民の生活基盤と伝統

文化の基盤の 2 つの要素を満たしてい

る。 

・CCBS の生物多様性ゴールド要件として、

脆弱性（絶滅危惧種の多さ）と代替不可

能性（固有性の高さ）を満たすとしてい

る。 

2.4.2. 生物多様性保全対策とネガティブインパクトの回避 
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計画・進捗・成果 課題・改善点・今後の予定 

・主な脅威は生息地（森林、湿地、草地）

の減少、狩猟（密猟・密漁を含む）、選択

的伐採（違法伐採を含む）と NTFPの過剰

利用である。 

・生息地の減少に対しては、セイマ保護林

の法的位置づけの強化や、管理計画の作

成、実施、保護林の境界への目印の設置

等を通して包括的に実施。 

・違法な狩猟や伐採は主にパトロールの実

施により対応。 

・NTFP の過剰利用は、NTFPの持続可能な管

理の支援や代替生計の開発等を通して対

応。 

・ハゲワシ類のえさ資源の低下に対応する

ために、ハゲワシ用の餌付けを実施。 

・水環境の農薬汚染を防止するために、河

川沿いの植生を保全。 

・プロジェクトでは侵略的外来種による脅

威は把握されておらず、今後も観賞目的

の小規模な植栽以外で侵略性のある種や

外来種、遺伝子組み換え生物を使用する

予定は無い。プロジェクト活動として植

栽を行う場合は在来種を用いる。 

 

・プロジェクト対象地域外の生物多様性へ

の影響としては、森林伐採圧のほか、密

猟や違法な NTFP 採取の圧力が他地域で

高まる危険性がある。 

・これらに対応するため、州レベルの回廊

計画等、広域的な生物多様性保全策を講

じつつ、住民参加型のパトロールを実施

している。また、持続可能な土地・森林

利用や代替生計の開発（手工芸品やエコ

ツーリズム、農業技術指導、教育を通し

た長期的支援等）により資源の過剰利用

を抑制することでプロジェクト地域外へ

影響の低減を目指している。 

・違法伐採による高級材の減少を完全に抑
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止することは難しいことが明らかになっ

ているため、森林保全による若い個体の

保護を通して、長期的な影響の緩和を行

う計画である。 

2.4.3. 生物多様性モニタリング 

計画・進捗・成果 課題・改善点・今後の予定 

・2000 年以降、様々な生物多様性調査が実

施され、特に 2002年のモニタリング調査

（Clements, 2002）は REDD+プロジェク

ト設計に貢献した。 

・モニタリング対象は主な生息地と保全対

象種であり、ベースラインと比較可能な

定量的にモニタリングが行われる。 

・生息地は森林減少のモニタリングの一環

として調査される。 

・保全対象種については、代表的な 6 種の

哺乳類を対象に個体数や出現頻度を調査

する。調査方法はライントランセクト、

糞便中の DNA 情報を用いた個体群推定、

出現頻度調査、カメラトラップ等の他、

目撃情報から得られる情報も用いる。 

・プロジェクト対象地域外については、地

域住民から得られる情報を元に定性的に

把握される 

・森林局の野生動物・生物多様性部局の担

当者がモニタリング責任者。フィールド

調査チームはカンボジア人の大学卒業者

や地元の高校卒業者、ガイド役の地元住

民によって構成。専門家による技術的助

言は WCSから提供される。 

・データベースは WCS が管理し、分析結果

はセイマ保護林の年度報告書や住民会合

で報告されている。HCV について特筆し

た報告書（Pollard and Evans, 2012）や

学術論文（O’Kelly et al., 2012）も発

表。 

・モニタリング参加者の訓練は毎年実施さ

・既に生物多様性のモニタリング計画の大

枠は決まっているが、最終版については、

プロジェクト有効化の 12 ヶ月以内に公

開する予定。 

・モニタリング対象の哺乳類 6 種のうち 2

種についてはこれから具体的なベースラ

インや調査頻度等が決められる。 
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れる。 

・乾季に定量的データを収集し、雨季は聞

き取り等の定性的データを収集。 

・違法な土地収用を対象としたモニタリン

グ技術についても検討されている。具体

的には、パトロール活動と一体的なデー

タ収集、リモセン技術を用いた土地利用

変化と火事の早期監視、土地開発許可と

地上活動の監視等が検討された（Lynam 

et al., 2014）。 

・違法活動とそれに伴う土地利用変化に関

するモニタリング方法は個別の森林管理

区域での実施を目的とした技術である

が、共通フォーマットを利用すれば、デー

タベース管理やリモセンデータの早期監

視等の機能は国レベルでも運用可能かも

しれない（Lynam et al., 2014）。 

2.5. 非永続性への対処 

計画・進捗・成果 課題・改善点・今後の予定 

・ VCS AFOLU Non-permanence Risk Tool 

v3.28に基づいたリスク分析を実施した。

具体的には、内部リスク（プロジェクト

管理、財政的見通し、機会費用等）、外部

リスク（土地所有・資源アクセスの権利、

住民参加、政治要因等）、自然リスク（火

事、病害虫、異常気象等）の各要因につ

いて、定められた計算式を用いてリスク

を評価し、合計で 13％のリスク（バッファ

クレジット）を計上した。 

・農地開発などの機会費用のリスクは保護

林の強固な法的ステータスによって相殺

されると評価され、内部リスクはさほど

大きくない（1%）と見積もられた。 

・外部リスクとして、活動休止中の森林コ

ンセッションの利用権や先住民の昔の土

地所有権等、複雑な権利関係が影響する

可能性があると判断された。保護林の強

固な法的ステータスや先住民との炭素ク

 

8 AFOLU Non-Permanence Risk Tool, v3.2、

http://www.v-c-s.org/program-documents/afolu-non-permanence-risk-tool-v32 （2014年 2月 24日

確認） 
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レジット売買に関する事前合意等によ

り、これらのリスクが一部低減されると

評価され、最終的に 10％のリスクを計上

した。 

・自然リスクは、全般的に低い水準と評価

された。洪水や病害虫発生はほとんどな

い。また、山火事は常緑樹林では一切な

く、落葉樹林で林床火災が頻繁に起こる

ものの自然プロセスのためほとんど影響

はない。唯一、荒廃した常緑樹林の大規

模火災のリスクとして 2％が計上された。 

・プロジェクトの効果を長期的に保つため

に、8つの対策を実施する計画。 

▷ 2009 年の閣僚会議令によるセイマ保護林

の永続的な設立根拠の確保と住民の法的

な土地所有の支援 

▷ 保護林境界の目印設置や管理に必要なイ

ンフラの整備 

▷ 長期的資金の基金を設立し、初期の収益

の一定比率を積み立て 

▷ 順応的管理システムの導入 

▷ 管理の計画と実施に長期的な住民参加の

プロセスを組み込み 

▷ 長期的効果のある代替生計の開発の実施

（収入向上、継承可能な技術教育等） 

▷ 住民参画プログラムに理解醸成活動を組

み込み 

▷地元出身者の雇用比率を上げ、能力開発を

実施 

 

2.6. リーケージへの対処 

計画／進捗・成果 課題・改善点／今後の予定 

・プロジェクト対象地域（保護林コアエリ

ア）に隣接する保護林バッファエリアに

リーケージベルトを設定。 

・リーケージ対策としては、バッファエリ
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アを含めた保護林の法的ステータスの強

化と管理計画（セイマ保護林の管理計画

や州レベルの回廊計画）の作成・実施、

違法伐採の取り締まり、地域住民の土地

利用権の支援、代替生計手段の開発、地

域の NGO との連携強化等を計画してい

る。 

 

注）特定の引用情報がある場合を除き、プロジェクトレベルの主な情報はプロジェクト設

計書（WCS, 2013）と現地インタビュー調査に基づく。 
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インドネシア共和国  環境 社経 

PJ名 SBK社天然林択伐施業 

活 動 

タイプ 
持続可能な森林経営 

資 金 

タイプ 
投資資金 

対象地 
中部カリマンタン州 

カティンガン県、スルヤン県 

期 間 1978年～2068年 

配
慮
項
目
と
の
関
係
性 

国家森林プログラム等との

一貫性確保 
● 

ガバナンスの構築・強化 ● 

面 積 147,600 ha 
先住民・地域住民の権利尊

重 
● 

人 口 約 3,000 人 ステークホルダーの参加 ● 

実 施 

主 体 

民間主導型（営利目的） 生物多様性への配慮 ● 

PT. Sari Bumi Kusuma 
非永続性リスクへの対処 ● 

リーケージへの対処  

概 要  

Sari Bumi Kusuma社（以下、SBK）は、インドネシア・中部カリマンタン州カティンガ

ン県、スルヤン県において天然林択伐施業を行っている。この地域はブキットバカ・ブ

キットラヤ国立公園に隣接するエリアで、フタバガキ科を中心とする天然林が残存して

いる。綿密な森林資源調査を基に大径木のみを選択的に伐採することによって森林資源

の過剰な利用を避けると同時に、伐採跡には列状に在来樹種の植栽を行い、資源量の回

復を促している。 

SBK は、京都大学やガジャマダ大学等の研究機関、WWF等の NGOと共同で哺乳類の生息

数調査や植生調査等を行っており、生物多様性保全への配慮も行っている。また、事業

の一環としてコミュニティ開発プログラムを実施し、コンセッション内・周辺に居住す

る地域住民に対して農業支援や教育支援等を行う等、地域住民との良好な関係構築にも

努めている。 

 
コンセッションの様子（写真提供：SBK） 

 
伐採跡地での列状間伐 
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1. 基本情報 

1.1. 国レベル 

1.1.1. 人口・民族構成 

2013 年におけるインドネシアの人口は約 2.49億人である 1。インドネシアは約 300の民

族 2から構成される多民族国家であり、最も多いのはジャワ族（約 40％）、次いでスンダ族

（15％）であり、その他多くの少数民族（マドゥラ族、マレー族、ダヤック族等）が存在

している（Bada Pusat Statistik, 2012）。 

1.1.2. 経済状況・主要産業等 

日本外務省によると 1、2013年におけるインドネシアの名目 GDPは 8,696億米ドル（1人

あたり 3,500 米ドル）、実質経済成長率は 5.8％である。また、インドネシアの主要産業は

製造業（輸送機器、飲食品等）であり、実質 GDP の 23.7％を占めている。次いで農林水産

業（パーム油、ゴム、米、ココア、キャッサバ、コーヒー豆等）が 14.43％、商業・ホテル・

飲食業が 14.33％、 鉱業（LNG、石炭、ニッケル、錫、石油）が 11.24％、建設が 9.99％で

ある（いずれも 2013 年のデータ）。なお、世界銀行によると、2014年における貧困率は 11.3％

である 3。 

1.1.3. 森林の現況 

2010 年におけるインドネシアの森林面積は 9,443 万 ha であり、国土面積の約 52％を占

めている。このうち天然林は 9,088万 ha、人工林は 355万 haである（FAO, 2010）。 

インドネシアにおける森林減少面積は 1990年～2000年に年平均 200万 ha近くに達した。

その後ペースは緩和され 2005 年～2010 年には年平均約 70 万 ha となったが、依然として

森林面積は減少している状況である（FAO, 2010）。 

1.1.4. 森林生態系劣化の主な要因・影響 

1 外務省 インドネシア共和国基礎データ、http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/indonesia/data.html 

（2015年 3月 5日確認） 

2 IWGIAによると、インドネシア政府は 365の少数民族（110万人）の存在を公式に認めている。 

3 The World Bank data、http://data.worldbank.org/country （2015年 3月 5日確認） 
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CBD に提出された第 4 次国別報告書（Ministry of Environment Indonesia, 2009）によ

ると、インドネシアの森林は 1960年代の終わり頃から劇的に変化し始め、森林の減少・劣

化や断片化が進行した。土地転用（天然林からオイルパーム農園への転用等）や移動耕作、

無計画な森林管理、インフラ整備、鉱山開発、森林火災、違法伐採等が多くの森林、特に

生物多様性が豊かな低地林を脅かしている状況である。違法伐採量は産業丸太材供給量の

40％～60％に達するとされている 4。 

1.1.5. 関連国際条約への加盟状況 

生物多様性条約（CBD） 1994年（批准） 

ラムサール条約 1992年（発効） 

ワシントン条約（CITES） 1979年（批准） 

1.1.6. 関連する国内法制度 

先住民・ 

地域住民の 

権利尊重 

憲法 

（1945 年）5 

・国家が伝統的な地域社会及びその伝統的な慣

習上の権利を認識・尊重し、それらが法律に

よって守られる。（第 18条 B(2)） 

・全国民の生存権や所有権等を保障するととも

に、伝統的な地域社会の権利と文化の独自性

を尊重する。（第 28条） 

土地の 

所有権 

利用権 

Act No.41/1999（林業）6 
・地域住民の森林に対する権利を明記（68～70

条） 

Government Regulation 

6/2007 

（森林制度及び森林管

理・利用計画作成）7 

・地域住民の能力強化を主たる目的として利用

する国有林をコミュニティーフォレストと

して定義。ここでの能力強化とは、福祉の向

上及び最適かつ公平に森林資源を利用でき

るように地域住民の能力と自立性を高める

4 FAO Forestry country information、http://www.fao.org/forestry/country/57478/en/idn/ （2015年

3月 5日確認） 

5 The Constitution of the Republic of Indonesia (1945) 

6 Act on forestry affairs (1999) No.41/1999 

7 Government Regulation on forest arrangement and formulation of forest management plan as well 

as forest exploitation (2007) No. 6/2007 
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ことを指す。また、同法令において地域住民

による慣習利用を許可する森林も定義。 

生物多様性 

Act No.5/1990（自然資源

と生物多様性の保全）8 

Government Regulation 

No.7/1999 

（動植物種の保全）9 

・緩衝地帯の保護や種多様性の保全に力点を置

き、禁止事項や罰則を提示。 

・自然保護区（Natural Reserve areas）や保

護区（Protected area）、地域の役割を定義。 

Act No.24/1992 

（空間計画）10 

Presidential Decree 

No.32/1990（保護区）11 

・保護区と生産区の管理を規定。 

Act No.23/1997 

（環境管理）12 

・環境管理の原則・目的・目標、地域社会の権

利・義務・役割等を規定。 

Act No. 41/1999 

（林業）13 
・森林の機能、計画、管理を規定。 

1.2. プロジェクトレベル 

1.2.1. 対象地 

調査対象地である SBK 社コンセッションのスルヤン区（面積：147,600 ha）は、中部カ

リマンタン州カティンガン県・スルヤン県にまたがっている。この地域は、カリマンタン

島の中央部丘陵地域に位置し、周辺にはブキットバカ・ブキットラヤ国立公園がある等、

フタバガキ天然林が広がっている。 

コンセッション内にはカリマンタンの先住民族であるダヤック人の村が 9 つあり、合計

世帯数は 782 である（柳澤ほか 2013）。 

8 Act concerning Conservation of Living Resources and their Ecosystems (1990) No.5/1990 

9 Government Regulation RE Analysis of Environmental Impacts (1999) No.7/1999 

10 Law re the Arrangement of Spatial Layout (1992) No.24/1992 

11 Presidential Decree on the Management of Protected Areas (1990) No.32/1990 

12 Environmental Management Act (1997) No.23/1997 

13 Act on Forestry Affairs (1999) No.41/1999 
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図 1 対象地の地理的位置（左：Google Mapより作成、右：SBK社資料から引用） 

1.1.2 経緯 

SBK 社は 1979 年に第一期のコンセッションをこの地域において取得し、天然林択伐施業

を行っている。しかし、この地域には先住民族であるダヤック人が居住し、焼畑移動耕作

を行っていたため、企業と地域住民の間で利害の相反が生じていた。こうした事例はイン

ドネシア各地で発生していたため、林業省では 1991 年以降、コンセッション取得企業に対

してコミュニティ開発プログラムの実施を義務付けるようになった。 

SBK 社ではそれに先立って 1982 年頃から地域住民との良好な関係を構築すべく取組を開

始しており、現在では農畜産業支援、インフラ整備、社会文化活動支援等の 5分野にわたっ

てコミュニティ開発プログラムを実施している。また、同社は 2007 年以降、FSC（Forest 

Stewardship Council）による Forest Managementの認証を取得する等、持続的な森林経営

のため、森林資源の保全、生物多様性の保全にも注力している。毎年行う綿密な森林資源
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調査を基に大径木のみを選択的に伐採することによって森林資源の過剰な利用を避けると

同時に、伐採跡には列状に在来樹種の植栽を行い、資源量の回復を促している。また、ゾー

ニングや永久プロットの設置を通じた生物多様性保全への配慮やモニタリングを行ってお

り、京都大学やガジャマダ大学等の研究機関、WWF等の NGOといった外部機関と共同で哺乳

類の生息数調査や植生調査等を行う等、積極的に情報を開示している。 

こうしたセーフガードに十分な配慮を行った持続可能な森林経営活動の展開を受けて、

近年では REDD+の実施可能性に関する検討等も外部研究者が取り組み始めている（内部資料

等に基づく）。 

1.2.3. 実施体制 

実施主体は Sari Bumi Kusuma（SBK）社である。本社機能はジャカルタにあるが、現場で

あるスルヤン区コンセッションの組織体制図は図 2の通りである。スルヤン区では約 1,700

名（2012年 12月時点）の従業員が勤務している。 

 

図 1 実施体制図（SBKウェブサイト 14から作成） 

1.2.4. 成功要因 

14 Sari Bumi Kusuma社 http://saribumikusuma.net 
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・コミュニティ開発プログラムの推進 

森林資源の利用という点で、木材企業とコンセッション内に居住する地域住民が

競合する可能性があるが、本プロジェクトではそれを避けるため、定地型農業や野

菜栽培・魚養殖・家畜飼育等の技術・資材支援を行い、焼畑移動耕作の面積が減少

するように誘導している。こうした取組は一般的であるが、早期に自主的に開始し

ている点、各村に担当者を配置して随時相談や問題解決にあたる態勢を整えている

点が SBKの特色といえる。 

・外部機関との連携 

SBKは一民間企業であり、林学関係学部出身者を採用しているとはいえ、生物多

様性等について詳細な研究を行える態勢とは言い難い。そこで、京都大学やガジャ

マダ大学、WWF等の外部機関と連携し、研究フィールドを提供する代わりに研究結

果を共有するという方法をとることにより、詳細な各種調査を実施し、結果を公表

できている。 

2. プロジェクト活動の詳細 

2.1. 国家森林プログラム等との一貫性確保／ガバナンスの構築・強化 

計画・進捗・成果 課題・改善点・今後の予定 

・関連する法制度等は表 1の通りである。 

・木材利用については法律に基づく許可を

得て操業していることから、長期計画や

年次作業計画等において法制度を遵守し

ている。また、これらの作業計画の作成

者は林業省が実施するトレーニングを受

講し試験に合格した社員があたることが

義務付けられており、法制度との一貫性

の確保が図られている。 

・FSCの森林認証制度については、認証機

関による審査と年次の内部審査を行って

おり、認証基準の遵守が確認されている。 

 

・10ヵ年計画書を林業省に提出し、承認を

受けている（直近では 2011年に、2011

年～2020年の計画を提出）。 
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・一方、年次作業計画については、毎年州

営林局長の承認を得るルールが簡略化さ

れ、現在では不要となっている。 

・コミュニティ開発プログラムについては、

各層でレポートが作成され、情報の伝達

が行われている（図 3参照）。 

 

・隣接する国立公園の管理事務所や県林業

局、県庁・郡庁と不定期に情報交換・協

力を行っている。 

 

・外部機関との研究協力の成果を SBK社

ウェブサイト 14や各種報告書・論文・セ

ミナー等で公開している。 

・ウェブ上 14から FSCの審査報告書等を入

手することが可能。SBK社が実施したモ

ニタリングの結果についても、主に内部

資料として取り扱っているが、外部への

提供は可能としている。 

 

 

表 1 プロジェクトに関連する法制度等 

タイトル 概要 

○ 
林業大臣令 2010 年 50

号 15、2012年 26号 16 

森林木材利用許可に係る申請手続き等に関する規程を定

めている。 

○ 
林業大臣令 2009 年 56

号 17、2011年 24号 18 

天然林における林産物利用や生態系復旧に係る作業計画

に関する規程を定めている。 

15 Peraturan Menteri Kehutanan No.:P50/Menhut-II/2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Perluasan 

Areal Kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dalam Hutan Alam, IUPHHK Restorasi 

Ekosistem, atau IUPHHK Hutan Tanaman Industri Pada Hutan Produksi 

16 Peraturan Menteri Kehutanan No.:P26/Menhut-II/2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 

Kehutanan Nomor P.50/Menhut-ii/2010 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Perluasan Areal Kerja Izin 

Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) Dalam Hutan Alam, IUPHHK Restorasi Ekosistem, Atau 

IUPHHK Hutan Tanaman Industri Pada Hutan Produksi 

17 Peraturan Menteri Kehutanan No.:P56/Menhut-II/2009 tentang Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan 

Hasil Hutan Kayu Hutan Alam Dan Restorasi Ekosistem 
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林業大臣決定 1991年

691号 19 

コミュニティ開発に係るコンセッション保有者の果たす

べき役割について定めている。 

○ 
林業大臣決定 2004 

年 16号 20 

木材利用許可を得た業者向けの事業計画書作成のガイド

ライン。 

 
FSCスタンダード

（FSC, 2014） 

FSCの森林認証に関する原則と基準を定めている。 

注）○印は、プロジェクトの実施にあたって特に留意されている法制度等。 
 

 

図 2 コミュニティ開発プログラムにおける情報収集態勢 

2.2. 先住民・地域住民の権利尊重 

2.2.1. 土地や資源の所有権・利用権の特定 

計画・進捗・成果 課題・改善点・今後の予定 

・コンセッション内でゾーニングを実施。  

18 Peraturan Menteri Kehutanan No.:P24/Menhut-II/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 

Kehutanan Nomor P.56/Menhut-II/2009 Tentang Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu 

Hutan Alam Dan Restorasi Ekosistem 

19 Keputusan Menteri Kehutanan Nomor:691/Kpts-II/1991 Tentang Peranan Hak Pengusahaan Hutan Dalam 

Pembinaan Masyarakat Di Dalam Dan Sekitar Hutan 

20 Kepmenhut Nomor: 16/Kpts-II/2003 tentang Rencana Kerja, Rencana Kerja Lima Tahunan, Rencana 

Kerja Tahunan, dan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam 
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その際、地域住民の居住・農業利用エリ

アを「操業不可エリア」として区分し、

伐採計画から除外している 21。 

2.2.2. 地域の慣習や知識の活用 

計画・進捗・成果 課題・改善点・今後の予定 

・森林資源調査の際、調査チームに入った

地域住民の動植物に関する知識を基に同

定を行う場合がある。 

 

2.2.3 利益の配分 

計画・進捗・成果 課題・改善点・今後の予定 

・SBKの予算にコミュニティ開発プログラ

ム用の費用を計上しており、それを農業

支援や教育支援等の活動を通じて地域住

民に分配している。2012年度には、約 48

億ルピア（約 48 百万円）を充当。 

・SBKのスタッフとして住民を雇用してい

るケースも多い。 

 

 

コミュニティ開発プログラム（柳澤ほか 2013 等に基づく） 

 

・農畜産業支援 

焼畑面積の縮小のため、水田造成・維持管理、肥料・農薬の提供、養魚・家畜飼育の

ノウハウや資材の提供等を実施。 

・経済発展支援 

上記「農畜産業支援」で栽培した野菜等を SBKキャンプ等へ販売する農家等のために、

SBK が定期的にトラックを運行。 

・インフラ整備 

村やキャンプの幼稚園、小学校、診療所、水道タンクの建設等のインフラ整備を支援。 

・社会文化活動支援 

小学校の教員等の人件費負担、奨学金制度、スポーツ大会補助等を実施。 

・森林資源保護 

21 ILO Country Office for Indonesia, 7 case studies、

http://www.ilo.org/jakarta/WCMS_164516/lang--en/index.htm （2015年 3月 5日確認） 
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ゴムの苗木や栽培技術を提供。 

造成された水田・灌漑水路 
 

キャンプ近くの小学校 

2.2.4 先住民・地域住民に対するネガティブインパクトの回避 

計画・進捗・成果 課題・改善点・今後の予定 

・土地利用のゾーニングによって住民の農

業利用に一定の制約がかかることとな

る。本プロジェクトでは、農業利用に制

約がかかる代償として農業技術支援等を

行っており、住民に配慮している。 

・今後の人口増加等によって農業需要が高

まることが予想され、それに対する対応

が課題となっている（柳澤ほか 2013）。 

2.3. ステークホルダーの参加 

2.3.1. ステークホルダーの理解醸成 

計画・進捗・成果 課題・改善点・今後の予定 

・年間の施業計画等について、毎年度末に

住民説明会を各村で実施している。 

 

・森林保全・生物多様性保全については、

ポスターの掲示等で啓発を行っている。

また、定地型農業について小学校で実習

講義を行う等、理解を呼びかけている。 

 

2.3.2. 合意形成・伝達の実施 
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計画・進捗・成果 課題・改善点・今後の予定 

・年間の施業計画等について、毎年度末に

住民説明会を各村で実施している。（再

掲） 

 

・コミュニティ開発プログラムについては、

各村に配置しているスタッフが日常的に

住民と情報のやりとりを行っている。そ

の中でプロジェクトに関する情報が住民

に伝えられるほか、住民が抱える問題等

が把握されている。 

 

2.3.3. 紛争解決 

計画・進捗・成果 課題・改善点・今後の予定 

・まずは村担当者レベルで相談に応じ、解

決を図ることとしている。 

・村レベルで作成される月次レポート（図

3）には紛争の種となるトラブルに関する

情報も含まれている。対応が必要なもの

については、キャンプの担当者が解決を

図ることとしている。 

 

2.3.4. ステークホルダーの参加促進 

計画・進捗・成果 課題・改善点・今後の予定 

・農業・家畜飼育・ゴム栽培等の技術支援

を行っているほか、森林資源調査等の作

業に参加するよう呼びかけている。 

 

2.4. 生物多様性への配慮 

2.4.1. 対象地における生物・生態系情報の把握・モニタリング 

計画・進捗・成果 課題・改善点・今後の予定 

・森林資源について、10ヵ年計画を作成す  
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るために対象地全域においてサンプルプ

ロット調査実施したほか、年次計画作成

のために伐採区毎木調査を行っている。 

・水質については、対象地内の小川でロガー

を利用した流量調査を行っている（内部

資料等に基づく）。 

 

・生物多様性については、大型哺乳動物等

の動物相調査を実施しているほか、永久

プロットによる植生調査等を行い、植物

相に対するプロジェクトの影響を把握し

ている。 

 

2.4.2. 配慮活動の実施 

計画・進捗・成果 課題・改善点・今後の予定 

・国立公園との隣接エリアをバッファー

ゾーンに指定し、伐採計画から除外して

いる。 

 

・動物相のモニタリング調査に基づき、オ

ランウータンの生息地等を伐採計画から

除外している。 

 

・列状植栽する苗木はすべてコンセッショ

ン内で集められた種子や実生から育苗さ

れたものを使用している。 

 

2.5. 非永続性への対処 

計画・進捗・成果 課題・改善点・今後の予定 

・伐採による資源量の低下を補うため、在

来樹種の列状植栽を行っており、それに

より持続的な森林経営を図っている。 

 

2.6. リーケージへの対処 
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プロジェクトの対象外。 

 

注）特定の引用情報がある場合を除き、プロジェクトレベルの主な情報は内部資料とイ

ンタビュー結果に基づく。 
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ラオス人民民主共和国  環境 社経 

PJ 名 

ラオス国森林減少抑制のための参

加型土地・森林管理プロジェクト

（PAREDD） 

活 動 

タイプ 
森林減少・劣化の抑制 

資 金 

タイプ 
援助資金 

対象地 
ルアンプラバン県ポンサイ郡 

ホワイキン村落クラスター 

期 間 2009年 8月～2014年 8月 

配
慮
項
目
と
の
関
係
性 

国家森林プログラム等との

一貫性確保 

● 

ガバナンスの構築・強化 ● 

面 積 約 30,000［ha］ 
先住民・地域住民の権利尊

重 

● 

人 口 約 3,610 人 ステークホルダーの参加 ● 

実 施 

主 体 

行政主導型 生物多様性への配慮  

ラオス農林省林野局（DOF） 

JICA 

非永続性リスクへの対処 ● 

リーケージへの対処  

概 要  

ラオス北部山岳地域の農村部に居住する農民の多くは焼畑移動耕作を営んでおり、森

林減少・劣化が深刻な問題となっている。 

こうした中で JICAは、ラオス農林省からの技術協力要請の下、参加型土地・森林管理

を通じた森林減少・劣化の抑制システムの開発を実施している。既に森林減少・劣化を

抑制するためのアプローチの試案が策定され、現場への適用が試行的に始まっていると

ころ。現時点までに、村落委員会の設置や地域住民による土地利用区分の設定などの成

果が得られている。また、村落開発基金が設置されており、公平な利益配分あるいは非

永続性リスクへの対処等の効果が今後期待される。 

 
対象地に広がる二次林 

 
焼畑移動耕作の跡地 
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1. 基本情報 

1.1. 国レベル 

1.1.1. 人口・民族構成 

2012年におけるラオスの人口は約 651万人であり、49の民族から構成される多民族国家

である 1。一般に民族は地理的分布によって Lao Loum（ラオ・ルーム）、Lao Theung（ラオ・

トゥン）、Lao Soung（ラオ・スーン）の 3区分に大別される。IFAD（2012）によると、Lao 

Loumは低地に居住する民族であり、全人口の 68％を占める。一方、Lao Theung（全人口の

22％）と Lao Soung（全人口の 9％）は主に山岳地帯に居住し、焼畑移動耕作を営む少数民

族である。 

1.1.2. 経済状況・主要産業等 

2012 年におけるラオスの名目 GDP は約 91 億米ドル（1 人あたり 1,349 米ドル）、実質経

済成長率は 8.2％である 1。主要産業はサービス業であり、GDP の約 37％を占めている。次

いで工業が約 31％、農業が約 26％である 1。なお、2012年における貧困率は 23.2％である 2。 

1.1.3. 森林の現況 

2010 年におけるラオスの森林面積は 1,575 万 ha であり、国土面積の約 68％を占めてい

る。このうち天然林は 1,553 万 ha、人工林は 22 万 ha である（FAO, 2010）。ラオスでは、

周辺諸国における商品作物の需要量増加を背景として、過去 20年間にわたって大規模な土

地転用が発生した。1990 年から 2010 年にかけて森林面積は約 9％減少した（FAO, 2010）。 

1.1.4. 森林生態系劣化の主な要因・影響 

森林減少・劣化の主要な要因は、民間企業や小自作農によるプランテーションや商品作

物への転換、水力発電、鉱業、インフラ開発、違法伐採や焼畑農業である（Lao PDR, 2011）。

森林減少・劣化は樹木量の減少や野生生物の生息地の損失をもたらすほか、最貧困層や女

性、森林資源に依存している少数民族にも重大な影響を及ぼしており、深刻な問題となっ

1 外務省 ラオス人民民主共和国基礎データ、http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/laos/data.html （2015

年 3月 5日確認） 

2 The World Bank Data、http://data.worldbank.org/country/lao-pdr （2015年 3月 5日確認） 
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ている 3。 

1.1.5. 関連国際条約への加盟状況 

生物多様性条約（CBD） 1996年（批准） 

ラムサール条約 2010年（発効） 

ワシントン条約（CITES） 2004年（批准） 

1.1.6. 関連する国内法制度 

先住民・ 

地域住民の 

権利尊重 

憲法 

（2003 年）4 

・国が総ての民族に統一・平等をもたらす政策

を追求する、総ての民族がそれぞれの慣習や

文化を保護・促進する権利を有している、民

族間の差別を禁じる。（第 8条） 

・性別、社会的地位、教育水準、宗教、民族に

関わらず、総ての法の下に平等である。（第

35条） 

森林法 

(1996年、2007年改正)5 

・所定の計画や村落の規則、森林関連の法規制

の制約の下、地域住民による森林の慣習的利

用を認める。（第 42条） 

土地の 

所有権 

利用権 

土地法 

（2003 年）6 

・国土は国の所有物であり、国が統一的に管理

を行う。個人や家族、組織に対して利用権や

借地権、コンセッションを配分する。（第 3

条） 

森林法 

（1996 年、2007 年改正） 

・森林は国の財産であり、国が統一的に管理す

る。（第 4条） 

生物多様性 
大統領令 No 164 

（1993 年）7 

・これまでに 20の生物多様性保全区（National 

Biodiversity Conservation Areas：NBCAs）

3 Convention on Biological Diversity, Lao People's Democratic Republic、

http://www.cbd.int/countries/profile/?country=la （2015年 3月 5日確認） 

4 Constitution of the Lao People's Democratic Republic (2003) 

5 Forestry Law (2007) No.6/NA 

6 Land Law (2003) No.61/PO 

7 Decree on the Establishment of National Forest Reserves (1993) No.164/PM 
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を設置している 

森林戦略 2020 

（2005 年） 

（Lao PDR, 2004） 

・森林被覆率の回復のほか、種や生息地の保護、

土壌や水資源の保護等を目標として提示。 

1.2. プロジェクトレベル 

1.2.1.対象地 

対象地であるルアンプラバン県ポンサイ郡ホワイキン村落クラスター（面積：約 30,000 ha）

はラオス北部の山岳地域に位置しており、周辺には天然生二次林が広がっている。対象地

の一部は森林法第 9条及び第 10 条に基づく保護林に指定されている。 

人口は約 3,610人（うち女性は約 1,810人）であり、3つの民族が居住している（カム族：

約 2,250 人、モン族：1,330人、ラオ族：約 30人）。 

 

図 1 対象地の地理的位置 

1.2.2. 経緯 

ラオス北部山岳地域では焼畑に依存している貧困住民が多く、焼畑移動耕作が森林減少

の原因の一つとなっている。また、近年、ラオス北部において外国投資によるゴムや飼料
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用トウモロコシといった商品作物栽培が急速に広がり、土地・森林利用形態が大きく変わっ

てきており、森林保全・持続的利用に対する懸念材料となっている。 

こうした課題を解決するため、JICAは 2004 年から 5年間、ラオス北部 6県を対象に、焼

畑耕作の安定化や貧困削減に効果的な森林の保全・復旧、及び生計向上を図ることを目的

とした森林管理・住民支援プロジェクト（FORCOM）を実施した。FORCOM では住民支援プロ

グラムツール（CSPT）が開発され、結果として家畜飼育、魚の養殖、アグロフォレストリー、

織物生産、果樹の栽培、水田の拡張等が農民に普及し、住民の生計向上及び焼畑抑制の成

果が発現された。 

しかし、FORCOM では地域住民の生計向上に主眼が置かれ、直接森林減少の抑制に貢献す

る活動が十分ではないことや、CSPT が焼畑安定化に果たした効果が十分明らかにされてい

ない面もあった。また、FORCOM開始時と比べ、焼畑による陸稲栽培から商品作物栽培といっ

た土地利用の変化が顕著に進み、CSPT だけでは森林減少に対処できなくなり、土地利用を

見直すことが急務となった。 

以上の背景から、JICA はラオス農林省からの技術協力要請の下、参加型土地・森林管理

を通じた森林減少・劣化の抑制システムの開発を目的として、「ラオス国森林減少抑制のた

めの参加型土地・森林管理プロジェクト（PAREDD）」を実施することとなった（実施期間は

2009年 8月 24日～2014年 8月 23日）。 

 

PAREDD アプローチは以下の 4つの要素から構成されており、「4」の基金設置まで完了し、

プロジェクトが終了したところである。現在は、活動のフォローアップが継続されており、

活動実施による影響評価のためのモニタリング（家計調査及び森林被覆・土地利用変化調

査）が実施あるいは予定されている。 

1. 住民参加活動の母体となる土地森林管理委員会（LFMC）の設置 

2. 住民による土地利用区分の設定 

3. 住民による活動の計画・実施 

4. 基金設置による持続的な活動実施 

プロジェクト期間中にラオス側（特にルアンプラバン県農林事務所［PAFO］の職員）に

PAREDD アプローチ実施のための技術を移転し、PAFOを主体とした活動の展開（対象地以外

への展開）を図ることを目標としている。 
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1.2.3. 実施体制 

実施主体はラオス農林省林野局（DOF）と JICAである。DOFの職員（REDD＋オフィス 8の

オフィス長）が PAREDDプロジェクトのプロジェクトディレクターを、PAFOの職員がプロジェ

クトマネージャーを担当している。 

 

 

図 2 実施体制図 

1.2.4. 成功要因 

・住民参加の推進 

プロジェクトでは、土地利用区分と生計向上活動とのリンクが意識されている。例

えば、森林依存度の高い住民を活動参加者として優先することをプロジェクトから提

案し、LFMC を中心に住民が協議して活動の対象者を選定するようにしている。こうし

た工夫によって住民が参加しやすい活動設計としている。 

・行政との連携 

ラオスは社会主義国であるため、行政の同意を得つつ各種政策と整合を図りながら

活動を進める必要がある。そういった意味で、行政と緊密に連携することがプロジェ

8 ラオスでは、マルチセクターからなる REDD＋タスクフォース（議長：DOFの局長）が REDD＋に関する調

整・協議を行っており、その下に REDD＋の実施管理機関として REDD＋オフィスが設置されている。 
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クトを成功に導く主な要因となっている。 

2. プロジェクト活動の詳細 

2.1. 国家森林プログラム等との一貫性確保／ガバナンスの構築・強化 

計画・進捗・成果 課題・改善点・今後の予定 

・プロジェクトに関連する国の法制度やプ

ログラムは表１の通り。プロジェクトで

は特に「森林法」、「森林戦略 2020」との

一貫性を重視している。 

・プロジェクトでは、PLUPマニュアルに基

づき住民参加の下で土地利用区分を設

定。設定された土地利用区分については、

国や地方の政策と一致しているかどうか

を地方政府に確認し、承認を受けている。 

・対象地では、生産林を管轄する農林省

（MAF）と保護林及び保全林を管轄する天

然資源環境省（MONRE）との間で土地の境

界が十分に整合していないという課題が

ある。プロジェクトでは森林法に基づく

方針としているが、他の法制度との間で

齟齬が生じている状況である。 

・プロジェクトディレクターが中央政府

（DOF）に対して月１回のペースで定期報

告を実施（書面報告）。必要に応じてミー

ティングも開催している。 

・プロジェクトマネージャーが地方政府

（PAFO）に対して週１回のペースで定期

報告を実施（書面報告）。また、週１回の

ペースでミーティグも開催し、プロジェ

クトの運営状況を報告している。 

 

・プロジェクトの年間活動実績や予定等に

関する情報をインターネット、DVD、印刷

物（パンフレット、活動月報等）、各種ワー

クショップを通じて公開している（ラオ

ス語、英語、日本語）。 

 

 

 

 

 

 

 



 

96 

表 1 プロジェクトに関連する法制度等 

タイトル 制定年 概要 

 財産法 9 1990年 

国や集合体、個人、機関等が、機械や輸送機器、家

畜、建物等を含む財産を所有・利用・譲渡する権利

を定めた法律。 

○ 森林法 
1996年 

2007年改正 

森林の区分（保護林、保全林、生産林）や各区分の

定義、許可あるいは推奨される森林管理活動、森林

利用者の権利等を定めている。 

 土地法 2003年 

土地利用に関する権利の範囲や権利の割当を定めて

いる。また、森林の管理、区分の決定、森林の管理・

保護・利用等に関する法制度整備は農林省に課すこ

ととしている。 

○ 

森林戦略

2020 

（Lao PDR, 

2005） 

2005年 

森林分野の最重要課題を貧困の撲滅とした上で、森

林被覆率の回復（2020 年までに 70％）、種や生息地

の保護、土壌や水資源の保護等を目標として掲げた。 

注）○印は、プロジェクトの実施にあたって特に留意されている法制度等。 

 

PLUP（参加型農業・森林土地利用計画）マニュアル 

 

ラオス農林省農林業普及局（NAFES）が DOF、ラオス国立農林研究所（NAFRI）、土地管

理庁（NLMA）と連携し、JICA を含む国際援助機関の支援を受けながら 2009年に作成。 

村落クラスターレベルでの参加型農業・森林土地利用計画を進める際

のアプローチや手順を示しており、FPIC の概念も取り入れられてい

る。 

プロジェクトで実施された住民による土地利用区分の設定は、始めに

天然資源や土地利用に関する課題を分析し、住民と伝統的な土地境界

を確認し、その上で将来の土地利用区分を設定するというプロセスで

進められたが、これら一連の作業は PLUP マニュアルに基づいて実施

された。 

2.2. 先住民・地域住民の権利尊重 

2.2.1. 土地や資源の所有権・利用権の特定 

 

9 Property Law (1990) No.04/PO 
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計画・進捗・成果 課題・改善点・今後の予定 

・PLUPマニュアルに基づき、住民参加の下

で土地利用区分を設定している。（再掲） 

 

2.2.2.地域の慣習や知識の活用 

計画・進捗・成果 課題・改善点・今後の予定 

・住民参加の下で土地利用区分の設定や活

動の計画を実施することにより、地域の

慣習や知識、日々のプラクティスをプロ

ジェクト活動に反映している。 

 

2.2.3. 先住民・地域住民の事前同意 

計画・進捗・成果 課題・改善点・今後の予定 

・PLUP マニュアルにしたがって地域住民の

事前同意を得ている（PLUPマニュアルに

は FPIC の概念が組み込まれている）。 

・PAREDDアプローチに関する普及員向けマ

ニュアルが作成された。本マニュアルに

も FPIC の概念が取り入れられている。 

 

2.2.4. 利益の配分 

計画・進捗・成果 課題・改善点・今後の予定 

・期待される利益は、住民によって計画さ

れた活動（天然資源の管理・保全、生計

向上活動、インフラ整備）の成果。この

うち生計向上活動については、村落開発

基金を設置することによって住民に物資

（家畜等）が行き渡るように工夫してい

る。 

・村落開発基金の償還期間や利子率は住民

の話し合いによって決定される。 

・村落開発基金管理ユニットと LFMC を対象

に、基金管理や基金管理規則の作成に関

する研修が実施された。 

・家畜の支給については、一部の家禽類飼

育グループが村落開発基金への返済を完

了。現在は、新たな世帯へのローン貸し

出しが計画されているところである。 
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生計向上活動に係る利益配分プロセス 
 

1. 全体の 4分の 1の世帯に対して家畜等の物資を支給する。 

2. 支給を受けた世帯は物資を活用しながら収益を上げ、複数年にわたって物資費用分

を村落開発基金（Village Fund）に返還する。 

3. 村落開発基金は、返還金を元手に他の世帯に家畜等の物資を支給する。 

4. 支給を受けた世帯は物資を活用しながら収益を上げ、物資費用分を村落開発基金に

返還する。 

5. 以上のサイクルを繰り返しながら、物資の支給を全世帯に展開する。 

2.2.5. モニタリングの実施 

計画・進捗・成果 課題・改善点・今後の予定 

・プロジェクト開始前後に家計調査を実施

し、プロジェクトの影響を評価。調査方

法はサンプル世帯へのインタビューであ

り、調査項目は世帯収入（農作物の種類

や雇用形態毎の収入）、支出（食費、イン

フラ、通信、教育、医療、農作業費用等）、

車両や農業機械の保有状況、家畜の保有

頭数、土地面積等。 

・設定した土地利用区分に基づき正しく土

地が管理されているか等をチェックする

ためのモニタリング体制を確立する必要

がある。 

2.3. ステークホルダーの参加 

2.3.1. ステークホルダーの理解醸成 

計画・進捗・成果 課題・改善点・今後の予定 

・プロジェクト開始前に、プロジェクトの

ラオス側スタッフ（PAFO、ポンサイ郡農

林事務所［DAFO］の職員）が郡にプロジェ

クトの目的や活動内容、地域に対するイ

ンパクト等を説明。さらに、郡支援委員

会を設置し、年 1 回のペースで説明を実

施している。説明ではポスター、スライ

ド、DVDを使用。 
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・RECOFTC と共同で天然資源管理に関する

普及員及び地域住民向けの手引書が作成

され、配布準備が進められている。手引

書には、気候変動、FPIC、コミュニティ

の意識醸成に関する対応と普及方法が示

されており、特にコミュニティの意識醸

成についてはポンサイ郡における過去 3

年間の協議結果の概要が記載されてい

る。 

 

・プロジェクト期間中は、PAFO・DAFO の職

員が乾季（10月～4月）に月 2～3週間程

度、雨季（5月～9月）に月 1週間程度現

地に入り、地域住民に対して PAREDDアプ

ローチについて説明するとともに、活動

の進捗状況を確認している。説明ではポ

スター、スライド、DVDを使用。 

 

・先行して PAREDDアプローチが開始された

シェングン郡の住民と知見・経験の共有

を深めるため、2014 年 2 月に村落獣医

サービスユニット、2014年 3月に村落開

発基金ユニットの住民を対象にシェング

ン郡へのスタディツアーを実施。村落獣

医サービスはワクチンや薬品の調達、住

民に家畜の予防接種を促す上での課題

等、村落開発基金は効率的な基金管理の

方法や課題について意見交換を行い、住

民同士の直接対話による知見・情報収集

の機会を設けた。 

・投入した家畜を管理するために設置した

村落獣医サービスユニットの住民に対し

て、家畜の病気とその予防・治療法、薬

品の使用方法、村落獣医サービス基金の

管理方法に関する研修を PAFO 及び DAFO

の職員が実施。 

・研修の結果、住民の基礎的な知見や識字

能力の低さが内容を理解する上での障壁

になっていることが明らかになった。 

2.3.2. 合意形成・伝達の実施 
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計画・進捗・成果 課題・改善点・今後の予定 

・土地利用区分や森林管理規則、活動計画

に係る合意形成は、村落土地森林管理委

員会（LFMC）を設置した上で実施。 

・合意事項はラオス語で文書化。プロジェ

クトで文書のひな型を作成し、それを

ベースに住民自身が作成。会計簿の作成

等、住民のみでは難しい場合はプロジェ

クトが支援を実施。また、住民に識字能

力がない場合は、PAFO・DAFO の職員が代

筆をするケースもある。 

 

・情報の伝達は、LFMCを介して行うほか、

全体集会の場で PAFO・DAFOの職員が直接

伝達する場合もある。 

・各月の活動内容を月報（ラオス語、英語）

にまとめて広く配布しているほか、村落

内に掲示板を準備し、月報、各活動の規

定、土地利用区分図を掲示している。 

・住民は LFMCメンバーや掲示板から情報を

収集できることを認識している。 

・村落内でラオス語が分からない住民につ

いては、ラオス語の分かる住民が通訳と

なる形でそれぞれの言語で説明してい

る。 

 

・情報が伝達されてからステークホルダー

が対応するまでの時間猶予は LFMC に

よって定められる。村落内で合意形成が

円滑に進まない場合は、再検討の期間を

決めるとともに、検討結果を PAFO・DAFO

の職員が電話あるいは現地で確認を行う

こととしている。 
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村落土地森林管理委員会（LFMC） 

住民の合意に基づいて選出された代表者（合計 30名程度）から構成される。 

 

図 3 LFMCの位置づけ 10 

2.3.3. 紛争解決 

計画・進捗・成果 課題・改善点・今後の予定 

・紛争が発生した場合、まずは各活動グルー

プの中で解決を図り、解決できない場合

は LFMC の場で話し合いを実施すること

としている。 

・関連法制度の執行や土地利用区分の遵守

に伴い、一部住民が森林から立ち退きを

強いられる可能性がある。プロジェクト

・紛争が生じた場合の解決策として、周辺

地域における同類事例の成功を示すこと

により、住民の意識や考え方を変えてい

く方法も一案とされている。 

10 Ministry Agriculture and Forestry Lao P.D.R and JICA. “PAREDD –Participatory Land and Forest 

Management Project for Reducing Deforestation in Lao PDR- Working together with communities to 

reduce deforestation” 

http://www.jica.go.jp/project/english/laos/006/materials/c8h0vm000049tjx8-att/materials_03.p

df （2015年 3月 5日確認） 
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では立ち退きを強いられる住民を重点

ターゲットグループとして支援している

ものの、立ち退きにあたって紛争が生じ

る場合は、LFMC を中心に住民間で話し合

いを行い、解決を図る形をとっている。 

・これまでにプロジェクト対象地において

解決困難な紛争は生じておらず、住民間

の調整がうまく機能している。 

2.3.4. ステークホルダーの参加促進 

計画・進捗・成果 課題・改善点・今後の予定 

・PAREDDアプローチの普及マニュアルが作

成された。 

 

2.4. 生物多様性への配慮 

プロジェクトの対象外。ただし、プロジェクトが重視する森林法は、個人や世帯、組織

に対して生物多様性の保護を義務づけており（第 7条）、同法を通じて生物多様性への配慮

がなされている状況である。 

2.5. 非永続性への対処 

計画・進捗・成果 課題・改善点・今後の予定 

・村落開発基金を設置し資金のリボルビン

グを実施することにより、活動の持続性

を担保している。 

・市場変化や大規模な土地利用開発に伴う

コンセッション設定等に対応したアプ

ローチ、活動内容、計画の調整が必要。 

2.6. リーケージへの対処 

プロジェクトの対象外。ただし、プロジェクト対象地を横断する幹線道路の周辺をリー

ケージベルトとして設定し、排出の発生状況をモニタリングする予定である。 

 

注）特定の引用情報がある場合を除き、プロジェクトレベルの主な情報はプロジェクト設

計書（MAF and JICA, 2010）や、2012 年 4月～2014年 8月発行の JICA PAREDD プロジェク
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ト月報（http://www.jica.go.jp/project/laos/006/bulletin/index.html、2015 年 3 月 5

日確認）、現地ヒアリングに基づく。 
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ネパール連邦民主共和国  環境 社経 

PJ 名 
Conservation of Terai Arc 

Landscape（TAL） 

活 動 
タイプ 

森林減少・劣化の抑制、 
持続可能な森林管理 

資 金 
タイプ 

援助資金 

対象地 テライアーク地域 

期 間 2000年～ 

配
慮
項
目
と
の
関
係
性 

国家森林プログラム等との

一貫性確保 
● 

ガバナンスの構築・強化 ● 

面 積 
約 2,300,000 ha（ただし、活動対
象地はこの一部） 

先住民・地域住民の権利尊
重 

● 

人 口 約 700万人 ステークホルダーの参加 ● 

実 施 

主 体 

民間主導型（非営利目的） 生物多様性への配慮 ● 

WWFネパール 
ネパール森林・土壌保全省  
Winrock International 
米国国際開発庁（USAID） 

非永続性リスクへの対処  

リーケージへの対処  

概 要  

対象地では、農地転換により森林減少が、薪炭材採取により森林劣化がそれぞれ進行
していた。また、野生動物の密猟が問題となっていた。 
2000 年頃より、対象地内の森林生態系の回復・保全、及び希少な野生動物の個体

数維持の取り組みを開始。重点保全地域を保全するとともに、周囲の森林をコミュニ
ティ森林として地域住民へ提供した。地域住民はコミュニティ森林利用者グループ
（CFUG）を組成し、森林管理能力を強化した上で森林資源を活用することとなった。
また、2009年～2012年には、現地での活動への REDD+スキームの適用に向けた調査
を実施。将来の REDD+実施に向けて、現地のコミュニティや生態系に関する基礎情報
の把握、及び REDD+活動メニューやモニタリング項目の抽出を行った。 

 
対象地の外観 

（出典：WWF Indiaウェブサイト 1） 

 
保護区域に設置された看板 

（出典：WWF Indiaウェブサイト 1） 

1 WWF India、

http://www.wwfindia.org/about_wwf/critical_regions/terai_arc_landscape/photo_gallery/ （2015

年 3月 5日確認） 

 

                             



 

108 

1. 基本情報 

1.1.国レベル 

1.1.1. 人口・民族構成 

2011年におけるネパールの人口は約 2,649 万人（2011 年）である 2。ネパールは 59の先

住民族を認識しており 3、全人口に占める先住民族の割合は 37.2％とされる 4。 

1.1.2. 経済状況・主要産業等 

2013/2014年度におけるネパールの名目 GDPは約 221億米ドル（1人あたり約 703米ドル）、

実質経済成長率は 5.5％である 2。ネパールの主要産業は農林業、貿易・卸売業、交通・通

信業であり、特に農業は GDP の約 34％を占める規模である 2。なお、2012 年における貧困

率は 25.2％である 5。 

1.1.3. 森林の現況 

2010 年におけるネパールの森林面積は 364 万 ha であり、国土面積の約 25％を占めてい

る。このうち天然林は 359万 ha、人工林は 4万 haである（FAO, 2010）。 

ネパールにおける森林減少面積は 1990年～2000年に年平均約 9万 ha、2000年～2005年

に年平均約 5万 haであった（FAO, 2010）。過去 30年間にネパールの森林は毎年約 2％のペー

スで減少し続けている（Nepal, 2010）。森林に対する依存度の高さ、違法伐採、持続可能

ではない収穫施業、森林火災等が森林減少・劣化の要因とされ、その背景には、人口増加

や貧困、脆弱なガバナンス等の課題があると指摘されている（Nepal, 2010）。 

1.1.4. 森林生態系劣化の主な要因・影響 

ネパールの生態系は森林火災、生息地の破壊、人口増加、乱獲、十分に管理されていな

2 外務省 ネパール連邦民主共和国基礎データ、http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/nepal/data.html 

（2015年 3月 5日確認） 

3 The REDD desk、http://theredddesk.org/countries/nepal （2015年 3月 5日確認） 

4 Nepal Federation of Indigenous Nationalities (NEFIN)、

http://www.nefin.org.np/list/Indigenous-People-of-Nepal/5/0/5 （2015年 3月 5日確認） 

5 The World Bank data、http://data.worldbank.org/country/nepal （2015年 3月 5日確認） 
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いツーリズム等によって驚くべき速度で失われ、その背景には、社会経済的な要因（貧困、

人口増加）、自然の要因（地滑り、洪水、干ばつ）、そして人為的な要因（汚染、火災、過

放牧、外来種の侵入、違法取引、狩猟）があると指摘されている 6。 

1.1.5. 関連国際条約への加盟状況 

生物多様性条約（CBD） 1993年（批准） 

ラムサール条約 1988年（発効） 

ワシントン条約（CITES） 1975年（批准） 

1.1.6. 関連する国内法制度 

先住民・ 

地域住民の 

権利尊重 

暫定憲法 7 

（2007 年）8 

・全ての国民が法の下に平等であることを規定

し、宗教、民族、性別、カースト、部族、出

身、言語、信念等に基づく差別を禁止してい

る。ただし、女性、ダリット 9、先住民、マ

デシ 10や農民、労働者、経済社会・文化的

に遅れた階層や子供、高齢者、障害者の保護、

エンパワメント、発展に関する特別な規定の

制定を妨げるものではないと定めている。

（第 13条） 

土地の 

所有権 

利用権 

暫定憲法 

（2007 年） 

・全ての国民に対して土地の獲得、所有、販売

及び処分の権利を認めている。（第 19条） 

生物多様性 

国立公園・野生生物 

保全法 

（1973 年）11 

・国立公園や保護地域に許可なく立ち入ること

を禁じている。（第 4条） 

・国立公園や保護地域における禁止事項（野生

6 Convention on Biological Diversity、http://www.cbd.int/countries/profile/?country=np （2015

年 3月 5日確認） 

7 ネパールでは、連邦民主共和制に移行した後、憲法改正作業が継続されており、正式な新憲法の制定に

は至っていない。現在の憲法は暫定憲法として公布されている。 

8 The Interim Constitution of Nepal (2007) No.2063 

9 ネパール国内法典（1854）で設けられた 4つのカーストの最下層グループの総称。 

10 歴史的に社会的差別を受けてきたネパール南部タライ地方の少数民族。 

11 National Parks and Wild Life Conservation Act (1973) No.2029 
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生物の狩猟や建造物の建設、作物の栽培、木

材の伐採等）を定めている。（第 5条） 

森林規制法 

（1995 年）12 

・コミュニティ林等、保護区以外の森林に対し

ても森林保全の観点から禁止事項を設けて

いる。（第 31条、第 44条等） 

1.2. プロジェクトレベル 

1.2.1. 対象地 

対象地は、ネパール南部のテライアーク地域（Terai Arc Landscape：TAL、約 230万 ha）。

地域には渓畔林や広葉樹林等、多様な森林タイプが存在し、トラやゾウ、サイ等の希少な

野生動物の生息地となっている。 

森林保全活動は、広大な地域のうち、生態系保全のために重要なコリドーや、森林減少・

劣化が著しい箇所を中心に実施されている。また、こうした保全対象地区の周辺にある森

林は地域住民にコミュニティ森林として提供され、生計確保のための持続可能な森林管理

活動が支援されている。 

 
注）左下の地図は、ネパール全域。うち、緑色部分がテライアーク地域。中央の地図、

赤色（コリドー）や青色部分が主な保全対象地区。 

図 1 対象地の地理的位置 13 

12 Forest Regulation (1995) No.2051 
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1.2.2. プロジェクトの概要 

対象地内には、ネパール政府が国立公園や保護区として重点保全地区に指定した森林が

多くあるが、対象地内に約 700 万人いる地域住民の約 6 割が森林に生計を依存し、伐採活

動を実施していた。こうした地域住民による農地転換により森林減少が、薪炭材採取によ

り森林劣化がそれぞれ進行していた。また、希少な野生動物の密猟が問題となっていた。 

2000 年頃より、対象地内の森林生態系の回復・保全、及び希少な野生動物の個体数維持

の取組を開始した。ネパール政府の関連部局が資金を拠出し、長期にわたり対象地で活動

を実施し、現地関係者とネットワークを構築していた WWF ネパールが全体調整機関として

機能した。国立公園や保護区といった重点保全地区では、植林等による森林の回復・保全

活動と、密猟者の逮捕や林内監視活動を実施した。その一方で、周囲の森林をコミュニティ

森林として地域住民へ提供し生産活動を許可した。地域住民はコミュニティ森林利用者グ

ループ（Community Forest User Group：CFUG）を組成し、森林管理能力を向上させた上で

コミュニティ森林の提供を受けることができ、森林資源を活用している。 

併せて、対象地内の複数の地域で生計・福祉向上の活動を実施した。家畜管理技術の提

供や初期段階における家畜の提供、病院や学校といった福祉・教育施設やトイレ等の衛生

設備の整備、バイオガスや小水力エネルギー等の薪炭材に依存しない代替エネルギーの提

供、ハッカの栽培やエコツアー実施等の代替生計手段の提供が行われた。 

2009 年～2012 年には、WWF ネパールが Winrock International と連携し、現地での活動

への REDD+スキームの適用に向けた調査を実施した。将来の REDD+実施に向けて、現地のコ

ミュニティや生態系に関する基礎情報の把握、及び REDD+活動メニューやモニタリング項目

の抽出を行った。その後現在までに REDD+プロジェクトとしての登録はされていないが、長

年コミュニティの生計支援とともに実施されてきた森林保全プログラムであるため、将来

的にセーフガードに十分配慮した REDD+の取組となることが期待されている。 

1.2.3. 実施体制 

実施主体は WWF ネパールである。長期にわたる森林保全及び地域住民の生計向上支援の

中で、ネパール森林・土壌保全省（Ministry of Forests and Soil Conservation：MFSC）

やオランダ外務省、米国国際開発庁（ United States Agency for International 

Development：USAID）等からの資金支援を受け、対象地での活動にこれを投入している。

また、WWF ネパール自身も毎年現地での活動に係る資金を確保している（2013 年実績は年

13 出典：WWF Nepal（2002）と WWF Nepal（2011）より転載・一部改変 
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間約 1億 5,000万円）。 

保全地区での活動にあたっては、MFSC及び TALを管轄する地方政府の森林局（Department 

of Forest：DOF）及び国立公園・野生動物保全局（Department of National Parks and Wildlife 

Conservation：DNPWC）が、現地の国立公園内にオフィスを設置しプロジェクトを管理した。

また、保全活動の際には地域住民及び現地 NGOと連携している。 

地域住民の生計活動支援においては、住民に CFUGを組織させ、グループ単位でコミュニ

ティ森林を提供。また、グループ間のネットワーク構築、知見構築のためのコミュニティ

森林調整委員会（Community Forest Coordination Committee：CFCC）が設置された。 

2009年からの REDD+実施に向けた調査においては、WWF Nepalと Winrock International

が連携して技術的な検討を実施した。 

注）CFUG：コミュニティ森林利用者グループ 

図 2 実施体制図 

1.2.4. 成功要因 

・国際 NGOとの長期にわたる連携体制構築 

WWF Nepal は 1967 年から現地との関係を構築していた。こうした機関が一貫して当

該地域と関わることで、森林保全や生計向上活動の継続的な実施が担保されると同時

に、ネパール政府のみならず、USAID やオランダ外務省等の海外行政機関からの支援金

も必要に応じて確保できた。 

Conservation of Terai Arc Landscape

WWF Nepal

ネパール森林・土壌保全省

REDD+に向けた技術的検討

保全区域の指定、
資金支援

地域住民

CFUG CFUG CFUG

TAL地方政府

森林局
（DOF）

国立公園・野生動物保全
局（DNPWC）

森林局
（DOF）

国立公園・野生動物保全
局（DNPWC）

現地オフィス設置、保全活動管理

Winrock International

現地
NGO

保全活動、
生計向上活動支援

コミュニティ森林調整
委員会（CFCC）

CUFGsのネットワーク構築

米国国際開発庁
（USAID） オランダ外務省

資金支援
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・住民グループの組成とグループ単位での取組実施・管理 

生計確保のためにコミュニティ森林を地域住民に提供するにあたり、CFUG を組成さ

せた。このグループ単位でコミュニティ森林の管理計画策定、持続可能な森林管理技

術に関する能力向上を実施したことで、個別に森林を提供するよりも高い管理機能が

発揮され、効果的な森林管理が実施された。 

2. プロジェクト活動の詳細 

2.1. 国家森林プログラム等との一貫性確保／ガバナンスの構築・強化 

計画・進捗・成果 課題・改善点・今後の予定 

・プロジェクトでは、表 1 の法制度を参照

している。 

 

・ネパール政府が国立公園や保護区として

重点保全地区に指定した森林での生態系

回復・保全活動が主であり、政策との一

貫性は確保されている。 

・森林回復・保全活動の実施にあたり、MFSC

及び地方政府の関連部局が現地オフィス

を設置、現地での活動実施やモニタリン

グを支援した。 

・2000 年の活動開始から 2 年間で 536 ha

の森林が回復した。 

・2002 年に活動の定量評価と取りまとめ、

結果の公表が行われたが、今後の REDD+

スキームの活用に向けては、森林減少・

劣化の抑制の成果を継続的に定量評価す

る仕組みが必要。 

・保全対象地区での密猟対策では、ネパー

ル国軍による一斉対策が実施された。そ

の後、地域住民によるパトロール体制が

構築され、監視体制が引き継がれた。 

・地域住民によるパトロール体制は構築さ

れているため、これに併せて REDD+実施

の際に必要なモニタリングを実施できる

体制にすることが重要。 

・地域住民は生計活動に利用できるコミュ

ニティ森林の提供を受けるにあたり、

CFUGを組成することとされている。同グ

ループ単位での管理計画の策定、森林管

理に向けた研修の受講、活動実施が行わ

れており、個別に森林を提供する場合よ

りも高い管理機能が発揮されている。 
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・CFUG 間のネットワーク化のための CFCC

が組織され、知見や情報の共有が行われ

ている。 

 

表 1 プロジェクトに関連する法制度等 

タイトル 概要 

○ 森林法 14 

政府が森林の区分（環境林、生産林等）を行い、管理方針

を定めることができると規定している。また、乱獲を禁じ

る非木材林産物の品目を指定している。 

○ 
国立公園・野生生物保

全法 15 

政府が保全すべき森林の区分（国立公園、保護区、バッファ

ゾーン等）を指定し、それぞれにおいて可能な活動と禁止

する活動を定めることができると規定している。また、保

全にあたっては地域住民を巻き込むことを推奨している。

さらに、州政府に対して、コミュニティの発展に伴って得

られる利益の一定割合をコミュニティ内の森林保全に投

じなければならないと定めている。1973 年施行、直近では

1993年に改訂。 

○ 
コミュニティ森林ガ

イドライン 16 

コミュニティ森林の運営方法に関するガイドラインであ

る。コミュニティ森林は地区の森林官が村からの距離等を

勘案して設定すること、コミュニティ森林の住民への提供

にあたっては CFUG組成の証跡と森林管理計画の提出を求

めること等が規定されている。 

 保護区管理規制 17 

保全区域の設定方法や管理は行政機関、非行政機関のどち

らが実施してもよいこと、管理にあたっては管理計画を定

め実行すること等が規定されている。2000年に施行。 

 ツーリズム法 18 
2020年までのネパールとしての観光事業の目標とそれに

向けて実施すべき事項（インフラ整備等）を示している。 

14 Forest Act (1993) No.2049 

15 National Park and Wildlife Conservation Act (1993) 

16 コミュニティ森林ガイドライン（ネパール語） 

<http://www.forestrynepal.org/images/publications/CF_Guidelines_Nepali.pdf > （2015年 3月 5

日確認） 

17 Conservation Area Management Regulations (2000) 

18 Tourism Act (2000) 
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 地域自主統治法 19 

地方自治を進めるための法令であり、村や町に対して村落

開発委員会（Village Development Committee：VDC）等を

設置して自治体運営の年次計画を立てることを規定して

いる。また、計画実施にあたって環境や社会に与える影響

を評価することが推奨されている。 

注）○印は、プロジェクトの実施にあたって特に留意されている法制度等。 

2.2. 先住民・地域住民の権利尊重 

2.2.1. 土地や資源の所有権・利用権の特定 

計画・進捗・成果 課題・改善点・今後の予定 

・対象地内には約 700 万人の住民がおり、

そのうち約 6 割が 1ha 未満の小面積の土

地所有者であった。これに対して、地域

内の保全対象地区（国立公園や保護区、

保護区に隣接するバッファゾーン等）と

利用可能な森林（コミュニティ森林）を

明確化し、森林管理グループを組成した

地域住民にはコミュニティ森林の利用権

を与えた。 

 

2.2.2. 先住民・地域住民の事前同意 

計画・進捗・成果 課題・改善点・今後の予定 

・コミュニティ森林における森林管理活動

への参加にあたり、関係者と協議の上で

CFUGに加入することが必要となるため、

活動実施の事前同意は担保されている。 

 

2.2.3. 利益の配分 

計画・進捗・成果 課題・改善点・今後の予定 

・保全対象地区では、保全・管理のために ・法律に準じた資金の活用や配分が実施さ

19 Local Self Governance Act (1999) 
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投じられる資金の使途及び配分率が法律

等で定められている場合がある。 

・例えば、保護区と生産林の間のバッファ

ゾーンに基金等が投じられた場合、その

使途と配分率は保全プログラムに 30％、

コミュニティ開発プログラムに 30％、収

入確保及び技術開発プログラムに 20％、

教育プログラムに 10％、各種手続き等の

費用に 10％となっている。 

れているかについて、透明性の確保が課

題。 

・コミュニティ森林における森林管理活動

の結果として生産される林産物や非林産

物等の利益は、管理を実施した CFUG メン

バー間で配分される。 

・CFUGメンバーは、コミュニティ森林の提

供を受ける前にグループ単位で財産管理

や事業のマネジメントに関する能力向上

を受けており、利益配分にあたって問

題・紛争が生じたという報告はない。 

2.2.4. モニタリングの実施 

計画・進捗・成果 課題・改善点・今後の予定 

・保全対象地区における伐採活動からグ

ループ単位でのコミュニティ森林の利用

に転換した地域住民の収入は増加してい

る 20。 

 

2.3. ステークホルダーの参加 

2.3.1. ステークホルダーの理解醸成 

計画・進捗・成果 課題・改善点・今後の予定 

・地域住民にコミュニティ森林を提供する

にあたり、事前に森林管理手法や複数人

での財政管理手法等について研修を行っ

ている。 

 

20 WWF、

http://wwf.panda.org/what_we_do/how_we_work/conservation/species_programme/species_people/ou

r_solutions/tal_nepal/ （2015年 3月 5日確認） 
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2.3.2. 合意形成・伝達の実施 

計画・進捗・成果 課題・改善点・今後の予定 

・コミュニティ森林の管理は、CUFG単位で

協議した上で実施されており、地域住民

同士で合意形成が図られている。 

・CUFG 間の情報共有やネットワーク構築の

ために CFCC が組織され役割を果たして

いる。 

・CUFG メンバーはコミュニティ森林の管理

だけではなく、保全地区における保全活

動にも参画する場合がある。将来の REDD+

実施に向けては、保全活動の実施状況や

モニタリングデータの情報共有が可能な

組織として CUFG や CFCC が機能すること

が求められる。 

2.3.3. ステークホルダーの参加促進 

計画・進捗・成果 課題・改善点・今後の予定 

・CFUGへのコミュニティ森林提供の仕組み

が開始されて以降、苗木の生産や植林等、

森林管理活動が活発化した。 

・また、コミュニティ森林は、木材等の生

産のみでなく、希少動物の生息を維持し

これを活用したエコツアーの提供等に使

用することも可能であり、地域特性に応

じた生計の確保が行われている。 

・希少動物の生息地でもある対象地域では、

WWFネパールが主体となり、USAIDの支援

を受けてエコツアーのシステム構築に関

する実現可能性調査が実施される等、観

光を収入源とする動きがみられる。今後

はこうした森林管理の姿が拡大していく

可能性がある。 

2.4. 生物多様性への配慮 

2.4.1. 対象地における生物・生態系情報の把握・モニタリング 

計画・進捗・成果 課題・改善点・今後の予定 

・対象地内に生息するトラやゾウ、サイ等

の希少動物が特定されており、その個体

数管理のための監視活動や個体数モニタ

リングが実施されている。当該活動には

地域住民が参加している。 

・REDD+の実施に向けては、モニタリング方

法論の確立とデータ収集・管理システム

の確立が必要となる。 

・植生の把握にあたり、リモートセンシン

グ技術の活用や GIS システムの整備が進

められた。 

・REDD+実施に向けては、モニタリング方法

論の確立とデータ収集・管理システムの

確立が必要となる。 
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2.4.2. 生物多様性に対する影響の特定 

計画・進捗・成果 課題・改善点・今後の予定 

・対象地内に生息するトラやゾウ、サイ等

の希少動物が特定されており、またこれ

らの密猟が問題になっていたことから、

森林保全活動と共に密猟の取り締まりも

実施されている。取り締まりの結果、そ

の後の地域住民による定期パトロールに

よって希少動物の個体数が維持されてい

る。 

 

2.5. 非永続性への対処 

プロジェクトの対象外。 

2.6. リーケージへの対処 

プロジェクトの対象外。 

 

注）特定の引用情報がある場合を除き、プロジェクトレベルの主な情報は Nepal Ecosystem 

Forum（2014）、WWF Nepal（2002）、WWF Nepal（2011）に基づく。 
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フィリピン共和国  環境 社経 

PJ 名 
フィリピン・キリノ州における森

林カーボンプロジェクト 

活 動 

タイプ 
炭素蓄積の増大 

資 金 

タイプ 
投資資金 

対象地 
キリノ州 

マデラ町、ナグティプナン町 

期 間 2007年～2029年 

配
慮
項
目
と
の
関
係
性 

国家森林プログラム等との

一貫性確保 
● 

ガバナンスの構築・強化 ● 

面 積 約 180 ha 
先住民・地域住民の権利尊

重 
● 

人 口 約 110人 ステークホルダーの参加 ● 

実 施 

主 体 

民間主導型（営利目的） 生物多様性への配慮 ● 

コンサベーション・インターナ

ショナル・フィリピン（CIP） 

モア・トゥリーズ 

非永続性リスクへの対処 ● 

リーケージへの対処 ● 

概 要  

フィリピン・キリノ州に位置するシエラ・マドレ山脈はフィリピンに現存する森林の

およそ半分を占め、絶滅の危機にある生物種の貴重な生育地であるとともに、地域住民

の生活を支える重要な水源地となっている。しかし、森林伐採や非持続的な農業による

土壌劣化、さらに頻発化する洪水や干ばつが地域住民の安定した生活を脅かしてきた。 

こうした中で CIP は、在来種を用いた植林と果樹を植えるアグロフォレストリーを組

み合わせ、果物販売から新たな収入源を確保する取組を支援してきた。さらに、取組を

より実現可能なものとするために日本のカーボンオフセットプロバイダーであるモア・

トゥリーズと協力し、植林活動に伴う吸収量をクレジットとして販売するプロジェクト

を実施しているところである。本プロジェクトは CCBスタンダードのゴールド認証と VCS

認証を取得済みである。 

 
植林地 

 
植栽された樹木（3年生） 

 

http://www.conservation.org/global/japan/initiatives/climate/Pages/noncdm.aspx
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1. 基本情報 

1.1. 国レベル 

1.1.1. 人口・民族構成 

2010年におけるフィリピンの人口は約 9,234万人である 1。UNDP によると、フィリピン

には 1,400万～1,700 万人の先住民、約 110の民族言語グループが存在しており、その分布

は北部ルソン島地域に 33％、ミンダナオ島地域に 61％であり、ビサヤ諸島地域にもいくつ

かのグループが存在している 2。 

1.1.2. 経済状況・主要産業等 

2013年におけるフィリピンの GDPは 2,702億米ドル（1人あたり 2,790米ドル）、実質経

済成長率は 7.2％である 1。フィリピンの主要産業は農林水産業であり、全就業人口の約 31％

が従事している（2014年）1。なお、2012年における貧困率は 25.2％である 3。 

1.1.3. 森林の現況 

2010年におけるフィリピンの森林面積は 767万 haであり、国土面積の約 26％を占めて

いる（FAO, 2010）。このうち天然林は 731万 ha、人工林は 35 万 haである（FAO, 2010）。 

フィリピンの森林面積は 1969年から 1988年にかけて平均 21.6万 ha/年のペースで減少

した。近年森林面積は増加傾向にあるが、閉鎖林（closed canopy forest）から疎林（open 

canopy forest）への転用が進んでおり、依然として森林の劣化は続いている状況である（FAO, 

2010）。 

フィリピンの森林の多くは、行政プログラムの下、コミュニティ林として管理されてお

り、その面積は約 600 万 ha（2009年時点）に達するとされている（Philippines, 2011）。 

1 外務省 フィリピン共和国基礎データ、http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/philippines/data.html 

（2015年 3月 5日確認） 

2 United Nations Development Programme、

http://www.ph.undp.org/content/dam/philippines/docs/Governance/fastFacts6%20-%20Indigenous%2

0Peoples%20in%20the%20Philippines%20rev%201.5.pdf （2015年 3月 5日確認） 

3 The World Bank data、http://data.worldbank.org/country/Philippines （2015年 3月 5日確認） 

 

                             



 

125 

1.1.4. 森林生態系劣化の主な要因・影響 

土地利用変化に関する定量データは乏しいものの、違法伐採や農地開発、露天採鉱、移

住等が森林減少・劣化の主な要因であると考えられている（Philippines, 2011）。 

1.1.5. 関連国際条約への加盟状況 

生物多様性条約（CBD） 1993年（批准） 

ラムサール条約 1994年（発効） 

ワシントン条約（CITES） 1981年（批准） 

1.1.6. 関連する国内法制度 

先住民・ 

地域住民の 

権利尊重 

憲法 

（1987 年）4 

・法律の適切な手続きなしに国民の生命や自

由、財産が奪われてはならず、法律の下で公

平な保護が認められなければならない。（第

3条） 

・国は先住民の文化的コミュニティの権利を認

識・促進する。（第 2条） 

・国は社会的・政治的な意思決定における住民

参加や公的情報に対するアクセス等を保証

する（第 3条、第 13条ほか）。 

先住民権利法（IPRA） 

（1997 年）5 

・国は先住民の先祖伝来の領地に対する権利を

保護することによって経済・社会・文化的な

福祉を保証し、そうした領地の所有権や範囲

の決定に際して慣習法の適用可能性を認識

しなければならない。（Rule III、Part I） 

・先住民の領地を開発する際には FPIC（事前

合意）を適用しなければならない。（Rule 

III、Part II） 

土地の 

所有権 

利用権 

憲法 

（1987 年） 

・総ての国土及び自然資源が国の所有物である

とした上で、その開発や利用については国民

あるいは国民が資本の 60％以上を有する機

関が国と共同で実施することを認める。（第

4 The 1987 Constitution of the Republic of the Philippines (1987) 

5 The Indigenous Peoples Rights Act (1997) Republic Act No. 8371 
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12条） 

大統領令 No. 263 

（1995 年）6 

・「コミュニティに基づく森林管理（CBFM7）」

を持続的な国有林地管理のための国家戦略

として規定する。（第 1節） 

・コミュニティは環境天然資源省（DENR）に承

認を受けた上で森林を管理・利用することが

できる。（第 3節）。 

生物多様性 
大統領令 No.578 

（2006 年）8 

・総ての関連機関に対して、政策、規則、プロ

グラム、開発計画に生物多様性の保全と持続

可能な利用を統合・主流化することを義務づ

け。 

1.2. プロジェクトレベル 

1.2.1. 対象地 

対象地であるキリノ州マデラ町及びナグティプナン町のプロジェクトサイト（面積：約

177 ha）は高度 100～700 mの山岳地帯に位置している。対象地は、一部私有地を除き大半

は公有地であり、統合型社会林業（ISF）プログラムの下、土地管理契約証（CSC）が発行

されている。 

人口は約 110 人（うち女性は 11 人）であり、3つの民族が居住している。先住民は居住

していない。 

総ての住民が農業に従事しているが、収入レベルは低く（概ね 1,500ドル以下）、最低生

活水準を下回っている。そのため、一部の住民は農業以外の仕事にも従事している状況で

ある。 

6 Executive Order on Adopting Community-Based Forest Management as the National Strategy to Ensure 

the Sustainable Development of the Country's Forestlands Resources and Providing Mechanisms for 

its Implementation (1995) No.263 

7 Community-Based Forest Management 

8 Executive Order on Establishing the National Policy on Biological Diversity, Prescribing its 

Implementation throughout the Country, Particularly in the Sulu Sulawesi Marine Ecosystem and 

the Verde Island Passage Marine Corridor (2006) No.578 
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図 1 対象地の地理的位置 

1.2.2. プロジェクトの概要 

プロジェクト対象地の外側で農業活動を継続しており、引き続き農作物販売が主要な収

入源となっている。 

プロジェクトは CCBスタンダードのゴールド認証と VCS認証を取得した。現在、プロジェ

クトは CCBスタンダード認証の更新、VCS認証取得の検証に向けた準備を行っている。 

プロジェクトの活動資金は、日本のカーボンオフセットプロバイダーであるモア・トゥ

リーズから受けている。CI とモア・トゥリーズの間で、総てのプロジェクト運営コストを

モア・トゥリーズが負担する協定が結ばれている。 

1.2.3. 実施体制 

実施主体は CIPとモア・トゥリーズである。CIPがプロジェクト全体を管理し、モア・トゥ

リーズがプロジェクト運用資金を拠出している。実際のプロジェクト活動は現地の NGOで
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ある PEDAIが実施している。プロジェクトに参加する世帯は 3つの住民組織（PO）9の下で

組織化され、プロジェクト活動の支援や協議等は PO毎に実施されている。 

 

図 2 実施体制図 

1.2.4. 成功要因 

・関係者間の連携による信頼性の確保 

バランガイ 10レベル、Communityレベル、Provincial レベル、Regional レベルといっ

た複数の階層でプロジェクトの報告書を共有しているほか、技術ワーキンググループ

（Technical Working Group）を開催し、関係パートナー間で活動進捗の確認や課題の特

定、課題解決に向けた議論を行っている。こうした活動がパートナー間の信頼関係構築

に役立っている。また、異なる専門的知見を有する団体（CI、PEDAI 等）が複数集まり、

プロジェクト実施チームを結成できたことも成功の要因である。CIP単独では困難である

が、複数団体が連携することによって実施することができた。 

9 地元農民の集団。議長（Chairman）はメンバーの中からメンバー自身により選出される。住民が自らの

意思で POに参加するため、POに属していない住民もいる。 

10 村、地区。フィリピンの都市（Cities）と町（Municipalities）を構成する最小の地方自治単位（barangay）。 

キリノ州森林炭素プロジェクト（QFCP）

住民自治組織（POs）

CI フィリピン

PEDAI

DSAFA STISFA SUBEFO

モア・トゥリーズ
（more Trees）

CI ジャパン

資金支援

技術支援
キャパシティビルディング、生計支援、
プロジェクト活動の監視、

活動実施に対する支払い実施

プロジェクト管理、キャパシティ・ビルディング

ICRAF
実現可能性調査実施支援

技術ワーキング・
グループ（TWG）
－プロジェクトの地

方委員会

実施支援

フィリピン環境・天然資源省
（DENR）キリノ州政府

Maddela町政府 Nagtipunan町政府

政策決定、実施支援 政策決定、実施支援

実施中

実施済
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2. プロジェクト活動の詳細 

2.1. 国家森林プログラム等との一貫性確保／ガバナンスの構築・強化 

計画・進捗・成果 課題・改善点・今後の予定 

・プロジェクトでは、表 1の法制度を参照

している。 

・森林の定義は、DENRが定め UNFCCCへ提

出している定義と同じものをプロジェク

トでも採用している（樹冠率 10％以上、

樹高 5 m以上、面積 0.5 ha以上）。 

 

・プロジェクト開始時に中央政府（DENR）

や地方政府と MOA（合意証）を交わして

いる。 

 

・政府に対してプロジェクト活動の年次報

告を提出している。書面ではなく、口頭

で報告を行う場合もある。 

・技術ワーキンググループ（Technical 

Working Group）を開催し、関係パート

ナー間で活動進捗の確認や課題の特定、

課題解決に向けた議論を実施している。

会合は不定期であり、2012年には 2回開

催された 11。 

・技術ワーキンググループに加えて CI、

PEDAI、住民による会合も開催されてお

り、住民個人では解決できない問題等に

ついて議論を行っている（会合の頻度は

月 1回程度）。また、毎年末には当該年の

進捗評価と翌年の計画について議論を

行っている。 

 

・プロジェクトの概要を示したパンフレッ

ト（紙媒体、英語）のほか、住民がモニ

タリングを実施する際に使用するマニュ

アル「Community Based Monitoring 

・地域住民はインターネットを持っておら

ず、インターネット上の情報にアクセス

することは不可能。 

・パンフレットは必ずしも住民全員に配布

11 2013年は開催されなかったが、技術 WG以外にメンバーが集まる機会があり、州の土地利用計画等につ

いて議論が行われた。 
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Guideline」（紙媒体、現地語）を作成し

ている。 

しているわけではない。 

 

表 1 プロジェクトに関連する法制度等 

タイトル 概要 

○ 
天然環境資源省令 

No.2412 

フィリピン国内における総ての老齢林の伐採を禁じてい

る。 

○ 
全国統合保護区シス

テム法 13 

シエラ・マドレ保護区を含め、全国の保護区システムを規

定している。 

○ 行政命令 No. 36314 持続可能な開発に向けて、CBFM を国家戦略と位置づけ。 

 村落法 No. 2315 

プロジェクト後に森林減少抑制のための新しい地域の法

律（Village law No. 23）ができ、天然林からの伐採が禁

止された。 

注）○印は、プロジェクトの実施にあたって特に留意されている法制度等。 

 

技術ワーキンググループ 

CIP や PEDAI、中央政府（DENR）、地方政府、PO等から 20名程度が集まり不定期に開催

される。2012年に開催された会合の議題は以下の通り。 

・前回会合の議事録の確認 

・前回会合において特定された課題について 

・活動の進捗状況について 

・今後の活動計画について 

・次回会合のスケジュールについて 

会合時間は議題によって異なるが、2012 年の第 1回会合は 4時間 40分、第 2回会合は

7時間 15分であった（いずれも昼休憩を含む）。 

会合の結果は 5頁程度の文書に記録されており、参加者の氏名・所属、会合の日時、

議題、議題毎の検討内容と結果、文書作成者名が記されている。 

12 DENR Administrative Order (1991) No.24 

13 National Integrated Protected Area System Act (1992) No. 7586 

14 Executive Order (1995) No. 363 

15 Village Law No,23 
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2.2. 先住民・地域住民の権利尊重 

2.2.1. 土地や資源の所有権・利用権の特定 

計画・進捗・成果 課題・改善点・今後の予定 

・プロジェクト対象地の大半は公有地であ

り、ISFプログラムの下、認可された世

帯には DENR から 25年間の CSCが発行さ

れている。プロジェクトは CSC保有者と

協議しつつ、プロジェクトに供される土

地区画の選定を行っている。また、私有

地の所有者とも個別に再植林の契約を締

結している。これにより、土地の権利所

有者がプロジェクトに参加する意思を有

していること、プロジェクト活動が所定

の土地区画のみで実施され、財産権が侵

害されないことを確認している。 

 

2.2.2. 地域の慣習や知識の活用 

計画・進捗・成果 課題・改善点・今後の予定 

・有機飼料の施肥やバナナの育成方法（生

育しているバナナの幹を倒し、そこから

更新を促す等）を植林及びアグロフォレ

ストリー活動に活用している。 

 

2.2.3. 先住民・地域住民の事前同意 

計画・進捗・成果 課題・改善点・今後の予定 

・プロジェクトの準備段階において数多く

の村落（バランガイ）を対象にプロジェ

クトについて説明。関心が高かった村を

プロジェクト対象地として選定してい

る。 

・プロジェクト活動を実施する土地区画は

住民と協議の上で決定。再植林とアグロ

フォレストリーのいずれの活動を実施す

るかは住民自身が決定している。 
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2.2.4. 利益の配分 

計画・進捗・成果 課題・改善点・今後の予定 

・プロジェクトから得られる正味の便益（炭

素クレジットの売却益からプロジェクト

経費を差し引いたもの）は、POに「イン

センティブ基金」という形で還元され、

さらにこの基金から将来の活動に投資が

行われる（リボルビング基金）。 

・得られた便益の使途は現在 POにおいて検

討されているところ。考えられるオプ

ションは、①再植林活動への投資（面積

の拡大）、②農業以外の生計活動への投資

（種苗生産、畜産、食品加工等）、③各世

帯への投資（各世帯の野菜栽培等）の 3

つである。 

2.3. ステークホルダーの参加 

2.3.1. ステークホルダーの理解醸成 

計画・進捗・成果 課題・改善点・今後の予定 

・住民に対して能力開発や技術トレーニン

グ、生計活動の支援を実施している。 

 

・技術ワーキンググループを開催し、関係

パートナー間で活動進捗の確認や課題の

特定、課題解決に向けた議論を実施して

いる。（再掲） 

・CI、PEDAI、住民による会合も開催されて

おり、住民個人では解決できない問題等

について議論を行っている。また、毎年

末には当該年の進捗評価と翌年の計画に

ついて議論を行っている。（再掲） 

 

2.3.2.合意形成・伝達の実施 

計画・進捗・成果 課題・改善点・今後の予定 

・植林やモニタリング活動の実施計画、技

術的課題が発生した際の解決策等に係る

意思決定はワークショップにおいて実施

している。ワークショップには住民や地

方政府、CI、PEDAI等が参加している。 

・上記ワークショップは、プロジェクト開
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始前に加えて、プロジェクト期間中にも

不定期に開催している。 

2.4. 生物多様性への配慮 

2.4.1. 対象地における生物・生態系情報の把握・モニタリング 

計画・進捗・成果 課題・改善点・今後の予定 

・林図は 2009年に CIが作成（2007 年頃の

衛星画像を使用）。 

・森林図を更新する必要があるが、相当の

費用がかかるため、現時点では実施でき

ていない。費用削減の観点から、他のプ

ロジェクトで整備される衛星画像を活用

する案も考えられている。 

・活動開始前（2009 年 7月）に CIP が DENR

等と連携し、生物多様性のモニタリング

調査を実施。プロジェクト対象地内 4ヶ

所に 100 m×10 mの調査区画を設定し、植

物相と動物相（鳥、コウモリ）それぞれ

の種の数、固有種の数、絶滅危惧種の数、

構成、多様性、分布について調査してい

る。 

・調査結果は一覧表として整理し、活動に

伴う影響を評価するためのベースライン

としている。 

・上記モニタリングは範囲が限定的である

が、周辺地域を対象に調査研究が豊富に

実施されており、これらの成果を活用す

ることによって情報を補完している。 

・次回モニタリングは 2014年に予定されて

いる。 
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2.4.2. 生物多様性に対する影響の特定 

計画・進捗・成果 課題・改善点・今後の予定 

・「with project」シナリオと「without 

project」シナリオを比較することによっ

て、生物多様性に対する影響を評価して

いる（評価結果は表 2の通り）。 

 

 

表 2 生物多様性に対するプロジェクトの影響評価 

Without project シナリオ With project シナリオ 

森林に依存する種の多様性が現状のまま維

持される、あるいは低下する。 

再植林によって森林の被覆面積が拡大し、

森林に依存する種の食料が増加する。 

近隣の森林からの定着が促される。 

残存する天然林が失われることによって、

天然更新を支える種子の散布者や絶滅危惧

種あるいは固有種の生息地が消え去ってし

まう。 

分断された森林が植林地と結びつくことに

よってより大きな連続した森林が形成され

る。 

森林の消失によって脅かされる種が便益を

受ける。 

絶滅危惧状態にある樹木種の個体数が減少

する。 

当該種を再植林に活用することによって個

体数が増加する。 

農業が景観を占有する。 景観の中で自然の生息地が増加する。 

撹乱された土地が増加し、外来種や侵略性

の種の負の影響が大きくなる。 

森林がより安定した状態となり、侵略性外

来種の定着を難しくする。 

2.4.3. 配慮活動の実施 

計画・進捗・成果 課題・改善点・今後の予定 

・プロジェクト活動（再植林、アグロフォ

レストリー）は、シエラ・マドレ山脈の

水源地における森林被覆の回復、土壌浸

食の抑制、土壌肥沃度の保全を進め、コ

ミュニティに対する水資源供給を確保す

ることを第一の目的としてデザインして

いる。 

 

 



 

135 

・再植林で使用する種は、マホガニー16を

除き全て在来種としている。 

 

・過去に化学肥料が使用され、周辺に生息

する動植物に悪影響が出ていたため、本

プロジェクトでは有機肥料を使用するこ

ととしている。 

 

2.5. 非永続性への対処 

計画・進捗・成果 課題・改善点・今後の予定 

・再排出シナリオとして農業活動の再開を

想定しているが、農業活動からもたらさ

れる便益は少ないため、森林が農地に転

用されるリスクは小さいとしている。 

・森林を維持する費用は炭素クレジットの

売却益によって捻出可能と考えられてい

るが、対象地は頻繁に台風被害を受けて

おり、将来的に再排出が発生する可能性

が懸念されている。 

2.6. リーケージへの対処 

計画／進捗・成果 課題・改善点／今後の予定 

・プロジェクトのリーケージとして、プロ

ジェクト対象地の外側における農地の造

成及び家畜（水牛）の移動を想定してい

るが、いずれも規模は小さいと考えられ

るため、A/R CDMのガイドラインに基づ

き GHG排出の増加量は微少

（insignificant）としている。 

・今後、規模に関わらずリーケージ排出量

の算定を行う際には、高解像度の衛星画

像が必要になる可能性がある。 

・住民は森林火災や虫害等を防ぐためにパ

トロールを実施する責任を負っている。 

・パトロールの実施状況は、CI や PEDAIが

毎週チェックしている。 

・現時点で大規模なリーケージは特定され

ていない。しかし、プロジェクト対象地

周辺で炭焼きを行っているところを目に

することがある。 

16 マホガニーは地域に順応する能力があるほか、比較的成長が早く、樹木の保護や微気象空間の改善に役

立つため、生物多様性の観点から効果が期待される。また、経済的理由からコミュニティはマホガニー

の植栽に強い関心を持っている。プロジェクトではマホガニーをプロジェクト対象地の外側に植栽する

こととしており、マホガニーによる炭素吸収量を計上対象外としている。 
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表 3 想定されたリーケージと対処方法 

リーケージ 対処方法 

農地の造成 

・プロジェクトに参加する総ての住民にインタビューを実施。 

・結果、2名の住民が将来的に農地を造成する可能性を表明。しかし、

その面積規模は 6.8 haと小さいため、A/R CDMのガイドラインに基

づき、リーケージによる GHG排出の増加量は微少（insignificant）

と想定。 

家畜（水牛）の

移動 

・農業従事者から飼料を与えられない放牧水牛をプロジェクト対象地

の外側に移動する可能性がある水牛と想定した上で、その LSU（家畜

放牧単位）を算定。 

・算定された水牛の規模は 5.11 LSUと小さいため、A/R CDMのガイド

ラインに基づき、GHG排出の増加量は微少（insignificant）と想定。 

 

注）特定の引用情報がある場合を除き、プロジェクトレベルの主な情報は Conservation 
International（2010）及び現地ヒアリング調査の情報に基づく。 

参考文献 

Conservation International (2010) Project Design Document under Climate, Community 

and Biodiversity Standards. Edition 01. Forest Carbon Project in Quirino 

Province Sierra Madre Biodiversity Corridor, Luzon, Philippines. 

FAO (2010) Global Forest Resources Assessment 2010. FAO, Rome, Italy. 

Philippines (2011) Supplement to Expression of Interest in Joining the Forest Carbon 

Partnership Facility (FCPF). 
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フィリピン共和国  環境 社経 

PJ 名 
Connecting the Ikalahans to 

Voluntary Carbon Market 

活 動

タイプ 
炭素蓄積の増大 

資 金

タイプ 
投資資金 

対象地 

カラハン森林保護区 

フィリピン・ヌエバビズカヤ地

方 

期 間 2010年～2013年 

配
慮
項
目
と
の
関
係
性 

国家森林プログラム等との

一貫性確保 
● 

ガバナンスの構築・強化 ● 

面 積 約 900 ha 
先住民・地域住民の権利尊

重 
● 

人 口 約 3,000 人（580 世帯） ステークホルダーの参加 ● 

実 施 

主 体 

民間主導型（営利目的） 生物多様性への配慮 ● 

カラハン教育基金（Kalahan 

Educational Foundation ：KEF） 

非永続性リスクへの対処 ● 

リーケージへの対処 ● 

概 要  

対象地はフィリピン北部ルソン島のカガヤン・バレー地方に属するヌエバビズカヤ州

のカラハン森林保護区内に位置する。対象地には山岳森林地帯が広がっており（標高 600

～1,717 m）、IUCNによって絶滅危惧種に指定されている植物（8種）の存在が確認され

ている。対象地に居住する先住民（イカラハン部族）はこれまで伝統的な焼畑移動耕作

を行ってきたが、人口の増加に伴って農地に対するニーズが高まり、森林減少が急速に

進行した。 

こうした背景を受けて、カラハン教育基金（KEF）は、国際アグロフォレストリー

研究センター（World Agroforestry Center: WAC）の技術支援の下、先住民が炭素市

場に参加し取引できる能力を身につけることを目的として、実際に REDD+活動等を開

始する前の準備段階（計画の策定、能力開発の実施等）の取り組み支援を実施した。

具体的には、炭素評価に関するデータを収集し、植林やアグロフォレストリー、REDD+

活動等のアイディアノートを作成するとともに、炭素吸収量の試算を行い、クレジッ

トの潜在的なバイヤーの発掘、交渉を行った。 

 
地域住民へのコンサルテーション 

（出典：WAC（2011）） 

 
コゴン草地とパッチ状の森林地 

（出典：WAC（2011）） 
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1. 基本情報 

1.1. 国レベル 

1.1.1. 人口・民族構成 

2010 年におけるフィリピンの人口は約 9,234 万人である 1。UNDP によると、フィリピン

には 1,400万～1,700 万人の先住民、約 110の民族言語グループが存在しており、その分布

は北部ルソン島地域に 33％、ミンダナオ島地域に 61％であり、ビサヤ諸島地域にもいくつ

かのグループが存在している 2。 

1.1.2. 経済状況・主要産業等 

2013年におけるフィリピンの GDPは 2,702億米ドル（1人あたり 2,790米ドル）、実質経

済成長率は 7.2％である 1。フィリピンの主要産業は農林水産業であり、全就業人口の約 31％

が従事している（2014年）1。なお、2012年における貧困率は 25.2％である 3。 

1.1.3. 森林の現況 

2010 年におけるフィリピンの森林面積は 767 万 ha であり、国土面積の約 26％を占めて

いる（FAO, 2010）。このうち天然林は 731万 ha、人工林は 35 万 haである（FAO, 2010）。 

フィリピンの森林面積は 1969年から 1988年にかけて平均 21.6万 ha/年のペースで減少

した。近年森林面積は増加傾向にあるが、閉鎖林（closed canopy forest）から疎林（open 

canopy forest）への転用が進んでおり、依然として森林の劣化は続いている状況である（FAO, 

2010）。 

フィリピンの森林の多くは、行政プログラムの下、コミュニティ林として管理されてお

り、その面積は約 600 万 ha（2009年時点）に達するとされている Philippines（2011）。 

1外務省 フィリピン共和国基礎データ、http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/philippines/data.html 

（2015年 3月 5日確認） 

2 United Nations Development Programme、

http://www.ph.undp.org/content/dam/philippines/docs/Governance/fastFacts6%20-%20Indigenous%2

0Peoples%20in%20the%20Philippines%20rev%201.5.pdf （2015年 3月 5日確認） 

3 The World Bank data、http://data.worldbank.org/country/Philippines （2015年 3月 5日確認） 
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1.1.4. 森林生態系劣化の主な要因・影響 

土地利用変化に関する定量データは乏しいものの、違法伐採や農地開発、露天採鉱、移

住等が森林減少・劣化の主な要因であると考えられている Philippines（2011）。 

1.1.5. 関連国際条約への加盟状況 

生物多様性条約（CBD） 1993年（批准） 

ラムサール条約 1994年（発効） 

ワシントン条約（CITES） 1981年（批准） 

1.1.6. 関連する国内法制度 

先住民・ 

地域住民の 

権利尊重 

憲法 

（1987 年）4 

・法律の適切な手続きなしに国民の生命や自

由、財産が奪われてはならず、法律の下で公

平な保護が認められなければならない。（第

3条） 

・国は先住民の文化的コミュニティの権利を認

識・促進する。（第 2条） 

・国は社会的・政治的な意思決定における住民

参加や公的情報に対するアクセス等を保証

する（第 3条、第 13条ほか）。 

先住民権利法（IPRA） 

（1997 年）5 

・国は先住民の先祖伝来の領地に対する権利を

保護することによって経済・社会・文化的な

福祉を保証し、そうした領地の所有権や範囲

の決定に際して慣習法の適用可能性を認識

しなければならない。（Rule III、Part I） 

・先住民の領地を開発する際には FPIC（事前

合意）を適用しなければならない。（Rule 

III、Part II） 

土地の 

所有権 

利用権 

 

憲法 

（1987 年） 

 

 

・総ての国土及び自然資源が国の所有物である

とした上で、その開発や利用については国民

あるいは国民が資本の 60％以上を有する機

関が国と共同で実施することを認める。（第

4 The 1987 Constitution of the Republic of the Philippines (1987) 

5 The Indigenous Peoples Rights Act (1997) Republic Act No. 8371 
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12条） 

大統領令 No. 2636 

（1995 年） 

・「コミュニティに基づく森林管理（CBFM）」を

持続的な国有林地管理のための国家戦略と

して規定する。（第 1節） 

・コミュニティは環境天然資源省（DENR）に承

認を受けた上で森林を管理・利用することが

できる。（第 3節）。 

生物多様性 
大統領令 No.578 

（2006 年）7 

・総ての関連機関に対して、政策、規則、プロ

グラム、開発計画に生物多様性の保全と持続

可能な利用を統合・主流化することを義務づ

け。 

1.2. プロジェクトレベル 

1.2.1. 対象地 

プロジェクト対象地であるカラハン森林保護区は、フィリピン・ルソン島のヌエバビズ

カヤ州の Ancestral Domain Claim（先住民の土地）内に位置し、主にコゴン（Imperata 

cylindrica（チガヤ））草地より成り立っている。プロジェクト対象地の面積は 900 ha で

あり、気温の年変動は 8℃～24℃、年平均降水量は 3,000 mm～5,000 mm である（降水は 6

月～11 月に集中）。 

プロジェクト対象地は 2つの地方自治体（Sta.Fe、Aritao）及び 7つの村落（Buyasyas、

Canabuan、Tactac、Balete（Aritao）、Kapinyahan、Yaway、Villaflores）を内包している

（Villamor and Pindog, 2008）。 

6 Executive Order on Adopting Community-Based Forest Management As the National Strategy to Ensure 

Sustainable Development of the Country’s Forestlands” (1995) No. 263 

7 Executive Order on Establishing the National Policy on Biological Diversity, Prescribing its 

Implementation throughout the Country, Particularly in the Sulu Sulawesi Marine Ecosystem and 

the Verde Island Passage Marine Corridor (2006) No.578 

 

                             



 

143 

 

図 1 対象地の地理的位置 

（出典: Villamor and Pindog（2008）） 

1.2.2. プロジェクトの概要 

プロジェクトは 2010 年に開始された。本プロジェクトの実施団体は民間事業体の KEFで

あるが、実際のプロジェクト実施主体は地域住民であり、諮問機関として WAC が技術的な

支援（炭素市場等に関する講義、種苗生産技術の移転等）を行った。その他、関連支援機

関として、フィリピン社会事業団（Philippine Business for Social Progress：PBSP）、

WWF、国際農業開発基金（International Fund for Agricultural Development：IFAD）、環

境天然資源省（Department of Environment and Natural Resources：DENR）等が協力を行っ

た。 

【KEF：カラハン教育基金】 

1973年に設立。基金は、教育普及、天然資源管理、生計向上の 3つのセクションに分

かれており、それぞれ以下の活動を実施している。証券取引委員会に登録されており、

年次会計報告書を証券取引委員会及び国税庁に毎年提出している法人格である。 

教育普及セクション…先住民のため 4年生の職業訓練校を開校。環境啓発、伝統文化

の継承に係わる講座を開いている。 
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天然資源管理セクション…カラハン森林保護区から下流域に供給される水量や森林

保護区の炭素固定量を算出し、森林保護区の役割を評価している。 

生計向上セクション…大都市圏に向けて出荷される香料の原料を生産する工場の運

営や飲料用天然水の生産を行っている。 

 

本プロジェクトの事業ポートフォリオを作成するにあたり、4つのカーボンスタンダード、

すなわち「Climate, Community and Biodiversity Standards（CCBS）」、「Carbon Fix Standards

（CFS）」、「Plan Vivo Standards」、「Verified Carbon Standards（VCS）」のレビューを通

じてどのスタンダードが本プロジェクトに最適かについて分析が行われ、CFSが適している

という結果が得られた（WAC, 2011）。また、2012 年には、プロジェクトアイディアノート

（PIN）が作成された。PINは、FAOと RUPES（Rewards for, Use of, and Shared Investment 

in, Pro-poor Environmental Services Project）の共催によりマニラで開催された環境サー

ビス博覧会において配布され、電力会社や排出権取引関連の会社から本プロジェクトに対

する関心が示された。 

しかし、Project Design Document（PDD）が完成しないままプロジェクトは 2013年に終

了した。その主な原因は、プロジェクト対象地内の土地所有に係る区画整理が円滑に進ま

ず、資金不足にも陥り、地図作成が滞ったためである。土地所有者の区画化が完了したの

は、当初予定していた 900 haのうち 112 ha、17区画のみであった。この 112ha のうち 52ha

に関しては、地域の在来種であるアカギ（Bischofia javanica）、ネパールハンノキ（Alnus 

nepalensis）、モンキーポッド（Samanea saman）、カリン（Pterocarpus indicus）等が植

林された。 

プロジェクトが円滑に進まなかった原因として、コゴン草地を森林地へ回復させるとい

う当初のシナリオ設定に無理があった点も指摘された。繁殖力が強く、地下に屈強な匍匐

茎を張る草地の森林再生は短期間には困難であると結論づけられた。他方、KEFと地域先住

民との関係は 40 年近くの歴史があり、互いの信頼関係は構築されていた。 

プロジェクトのこれまでの経緯を表 1に示す。 

表 1 プロジェクトの経緯 

年 活動の概要 

1973年 

イカラハン部族が、先住民の権利を確保するための交渉を推進させるために

KEF を設立。KEF と DENR 傘下の森林局との間で覚書を交わし、15,000 ha の

Ancestral Domain Claimが承認された。 

1994年 
KEF が試験的に森林ストック量の測定を開始。在来種の成長を促すための森

林施業技術の向上を地域住民に促した。 
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1997年 IPRAが施行。 

1999年 
カラハン森林保護区の一部が Ancestral Domain Claim として承認され、承認

面積は合計 58,000 ha となった。 

2006年 
Ancestral Domain Claim 暫定地域の一部（30,758 ha）が Certificate of 

Ancestral Domain Title（以下、CADT）として公式に認定された。 

2007年 CADTの一部（900 ha）がプロジェクト対象地として決定された。 

2010年 本プロジェクトが始動。 

2013年 KEFが潜在的なクレジットのバイヤーに言及し、プロジェクトが終了。 

2. プロジェクト活動の詳細 

2.1. 国家森林プログラム等との一貫性確保／ガバナンスの構築・強化 

計画・進捗・成果 課題・改善点・今後の予定 

・プロジェクトでは、下記の表 2 の法制度

等との一貫性を重視している。 

 

・ KEF は、 DENR や先住民国家委員会

（National Commission for Indigenous 

People：NCIP）と連携しながらプロジェ

クトを実施した。 

 

・KEF は WAC を通じて報告書を刊行したほ

か、セミナーやワークショップ等の開催

を通じて、プロジェクトの進捗状況等を

確認できるように配慮した。 

・セミナーやワークショップの内容を FAO

等の HP上に公表しており、プロジェクト

活動の周知に努めた。 

・プロジェクトは、活動実施前の準備段階

（計画の策定、能力開発の実施等）に焦

点を絞ったものであるが、実際に活動を

開始するためには、プロジェクトの方向

性や意義を外部に訴え、計画的な資金確

保を進める必要がある。なかでも、PDD

の作成はその第一歩として重要である

が、作成には至らなかった。 
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表 2 プロジェクトに関連する法制度等 

タイトル 概要 

○ 気候変動法 8 

世界的な気候変動への対応策として気候変動委員会を創

設し、関連するプログラム、プロジェクト、プラン、戦略、

政策等の策定を行っている。 

 国家緑化プログラム 9 

全国的に森林を回復させるプログラムであり、苗木生産か

ら森林の育成・管理まで網羅している。炭素を吸収して炭

素蓄積を増進させることによって気候変動対策を後押し

するプログラムでもある。 

○ 
コミュニティに基づ

く森林管理制度 

コミュニティに基づく森林管理（CBFM）を持続的な国有林

地管理のための国家戦略として規定。コミュニティは DENR

に承認を受けた上で森林を管理、利用することができる。 

○ 地方政府法 10 
地方政府に対して環境保全に関する権限を付与し、関連プ

ロジェクトの監視等の責務を担わせている。 

○ 先住民権利法 

国は、先住民の先祖伝来の領地に対する権利を保護するこ

とによって経済・社会・文化的な福祉を保証し、そうした

領地の所有権や範囲の決定に際して慣習法の適用可能性

を認識しなければならないとしている。また、先住民の領

地を開発する際には FPIC（事前合意）の理念に基づいて行

わなければならないとしている。 

 
国家統合保護地域

法 11 

国内の陸域・水域を対象に生物多様性の増進や人間の破壊

活動を防止することを目的とした保護地域制度。 

○ 改正森林法 12 

森林地の分類、森林の利用及び管理（造林及び森林保護を

含む）、違法伐採に関する罰則を規定した森林行政の基本

法。 

注）○印は、プロジェクトの実施にあたって特に留意された法制度等 

8 The Climate Change Act (2009) Republic Act No. 9729 

9 Executive Order on National Greening Program (2011) No. 26 

10 The Local Government Code (1991) Republic Act No. 7160 

11 National Integrated Protected Areas System (1992) Republic Act No. 7586 

12 The revised Forestry Code (1975) PD705 
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2.2. 先住民・地域住民の権利尊重 

2.2.1. 土地や資源の所有権・利用権の特定 

計画・進捗・成果 課題・改善点・今後の予定 

・プロジェクト対象地内の土地を所有者毎

に区分けする作業（ゾーニング）が行わ

れた。 

・プロジェクト対象地の特性を的確に把握

するためには、対象地全体の土地利用と

土地被覆の実態確認が必要（Lopez et 

al., 2011）。 

・プロジェクト対象地においてゾーニング

を実施したにもかかわらず、依然として

慣習的な土地管理が続いている。 

2.2.2. 地域の慣習や知識の活用 

計画・進捗・成果 課題・改善点・今後の予定 

・イカラハン部族の伝統的な栽培方法であ

る Gen-gen という等高線栽培
13
が村人の

主食であるサツマイモの栽培に活用され

た（Dolom and Serrano, 2005）。 

・地域住民は伝統的に非森林地にタイガー

グラス （Thysanolaena maxima）を植え

て収入の一部にしていたため、本プロ

ジェクトでもこの手法を継続した（WAC, 

2011）。 

・地域の慣習や知識を理解する上での根拠

となり得る地域の社会・経済情報に関す

るモニタリング調査が定期的に実施され

ていなかったため、最新情報の入手が困

難であった。 

2.2.3. 先住民・地域住民の事前同意 

計画・進捗・成果 課題・改善点・今後の予定 

・プロジェクトの初期において、炭素蓄積

に由来する便益について世帯毎に詳細な

訪問説明を行った。 

 

・KEFと WACは、「先住民権利法」の PRIOR AND 

INFORMED CONSENTの原則に基づき、地域

 

13 栽培地が階段状に形成されており、雨水等の排水量を減衰させ、土壌の流亡を防ぐ役割を果たしている。 
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住民の合意形成を目的とした全体説明会

（公聴会）を開催した。説明会には社会

科学分野の専門家も同席し、地域住民と

の議論を円滑に進めた。 

2.2.4. 利益の配分 

計画・進捗・成果 課題・改善点・今後の予定 

・利益配分システムは整備されていないが、

現地の果物加工会社への就職機会の提供

や子供達への教育の提供、NTFPs の販売

利益等の収支情報について、プロジェク

ト関係者の間で共有が行われた。 

・WACはプロジェクト終了後も炭素クレジッ

トの潜在的な買い手を探す予定である。 

2.3. ステークホルダーの参加 

2.3.1. ステークホルダーの理解醸成 

計画・進捗・成果 課題・改善点・今後の予定 

・バランガイ（地区）の自治体職員や DENR

の森林官らがプロジェクト活動の啓発・

普及を協働で実施した。 

・生態系サービスへの支払い（Payments for 

Ecosystem Services：PES）は、森林の保

全と持続的な利用を行うための資金を確

保する上で有効なメカニズムである。し

かしながら、ビジネス業界を含む民間セ

クターにおいて PES への認識度は低く、

イベントを開催しても来場者の大部分は

政府系の職員や学識者である。したがっ

て、PES に対する民間の関心を喚起する

手段を考える必要がある（WAC, 2012）。 

2.3.2. ステークホルダーの参加の促進 

計画・進捗・成果 課題・改善点・今後の予定 

・KEF は 6 人のパトロール要員を森林保護

区に派遣し、パトロール活動等を実施し

ている。このうち 1 人は森林官であり、

・パトロール要員に対する支払い資金が十

分でなかった。 
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残りの 5 人は森林保全員である。パト

ロール活動では、違法伐採や森林火災の

監視、KEF が制定した天然資源の乱獲を

防止するための規則の遵守確認が行われ

た。 

2.3.3. 合意形成・伝達の実施 

計画・進捗・成果 課題・改善点・今後の予定 

・プロジェクトに関与する全ての住民は、

自分の意思を表明することができ、プロ

ジェクトに対する意見具申が可能であ

る。また、女性の意思決定プロセスへの

参加も可能である。過去には、土地の管

理、作物の収穫、土壌保全等のトピック

について住民と KEF との間で議論が行わ

れた実績がある。 

 

2.3.4. 紛争の解決 

計画・進捗・成果 課題・改善点・今後の予定 

・KEF は、各村の意見を公平に反映するよ

うに努めており、住民からのクレーム等

にも随時対応した。 

 

2.4. 生物多様性への配慮 

2.4.1. 対象地における生物・生態系情報の把握・モニタリング 

計画・進捗・成果 課題・改善点・今後の予定 

・森林インベントリ調査が文献調査、プロッ

ト調査（150 箇所以上のサンプルプロッ

トを設置）等を通じて実施された

（Chiong-Javier et al., 2011）。 

・資金が十分でないため、森林インベント

リ調査は計画通りに行われなかった。 
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2.4.2. 生物多様性に対するネガティブインパクトの回避 

計画・進捗・成果 課題・改善点・今後の予定 

・KEF は天然資源の乱獲を防止するための

規則を制定し、天然資源の乱獲を制御し

ようと試みた。 

・森林保護区には 70 種を超えるラン科の植

物が生息している。従来、これらの植物

は外部へ売却されていたが、プロジェク

ト期間中は、保護区内の野生ランの一時

的な採集禁止令（ Orchid Gathering 

Moratorium）を発布しており、違反した

場合は相応の罰金が課せられていた。 

・植林では在来種の活用が計画された。 

・天然資源の乱獲防止に係る規則が設けら

れていたにも関わらず、村人が採取して

くる NTFPs には時折稀少な野生ランや

マッシュルーム等が含まれ、さらなる規

制の強化が課題とされた。 

2.5. 非永続性への対処 

計画・進捗・成果 課題・改善点・今後の予定 

・KEF による啓発活動の結果、住民は皆伐

施業を中心とする森林経営では森林資源

の持続性が保てなくなることを認識して

おり、森林開発技術を習得した上で、持

続的な生産を目指した択伐施業を実施し

た（Villamor and Pindog, 2008）。 

・第 1 次産品を売るのではなく、第 1 次産

品を加工したものを売ることによって、

市場に左右されない安定した生産を目指

した。 

・KEF は資金不足に陥っており、森林開発

技術の研修を通じて実施している植林用

の苗木も十分に配布できない状況であっ

た（Lopez et al., 2011）。また、アグロ

フォレストリーに必要な種子や資機材の

購入資金も不足していた。 

・所有する森林地を森林保全地区に指定す

る際に生じる経済的損失を補償するシス

テムが必要とされた。 

・アグロフォレストリーと森林再生につい

て住民の知識や技術が不足していた。 

・1990 年のバギオ大地震によってカラハン

森林保護区周辺域も大きな被害を受け

た。今後も自然災害の影響が懸念されて

いるところ。 

2.6. リーケージへの対処 
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計画・進捗・成果 課題・改善点・今後の予定 

・コミュニティ毎に違法伐採や森林火災を

未然に防止する担当者を決めていた。 

・住民による自主的な森林パトロール隊の

編成によって、リーケージの軽減が見込

まれた。 

・KEF は住民に対する啓発活動（環境意識

の改善）を継続する予定。 

 

注）特定の引用情報がある場合を除き、プロジェクトレベルの主な情報は KEF へのインタ

ビュー等に基づく。 
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ベトナム社会主義共和国  環境 社経 

PJ 名 

東南アジア REDD プラスによる多
目 的 便 益 創 出 プ ロ ジ ェ ク ト
（Delivering Multiple Benefits 
from REDD+ in Southeast Asia 
［MB-REDD］） 

活 動 

タイプ 
森林減少・劣化の抑制 

資 金 

タイプ 
援助資金 

対象地 ラムドン省 

期 間 2010年 12月～2016年 5月 

配
慮
項
目
と
の
関
係
性 

国家森林プログラム等との

一貫性確保 
● 

ガバナンスの構築・強化 ● 

面 積 9,764.8 km2 
先住民・地域住民の権利尊

重 
● 

人 口 約 1,234,560人 ステークホルダーの参加 ● 

実 施 

主 体 

民間主導型（非営利目的） 生物多様性への配慮 ● 

The Netherlands Development 
Organization（SNV） 
Vietnam REDD+ Office（VRO） 

VNFOREST 

非永続性リスクへの対処  

リーケージへの対処  

概 要  

本プロジェクトは、REDD+実施計画作成に向けた準備段階の取り組みが主な活動内容で

ある。国レベルでは、セーフガードに関する政策や法規のギャップを明らかにした上で、

セーフガード活動に係るロードマップの作成が進められている。また、準国以下のレベ

ルについては、省レベルにおいて REDD+実施のためのパイロット活動計画が策定され、郡

及びコミューンレベルでは住民参加型森林モニタリング（PFM）の試行と構築、利益配分

システム（BDS）の設計等が行われている。準国レベル以下の取り組みでは、その成果を

国レベルの計画作りやガイドラインに反映するとともに、他の地域へ普及することも目

指されている。 

ラムドン省のパイロットサイトでは、現在 PFMが試行されており、炭素蓄積のほか、

生物多様性の保全や生計向上に配慮し、多面的な便益を創出できるような REDD+に取り組

んでいる。現在は、住民参加型による環境社会影響のモニタリング手法を考案中であり、

省 REDD+アクションプランも作成されている。 

パイロットサイトにおける PFMの試行 

（出典：SNV（2013）） 

 
PIAM（Participatory Impact Assessment 

Monitoring）のディスカッションボード 
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1. 基本情報 

1.1. 国レベル 

1.1.1. 人口・民族構成 

2013年におけるベトナムの人口は約 9,170 万人であり、総人口の約 86％を占めるキン族

と 53の少数民族から構成されている 1。 

1.1.2. 経済状況・主要産業等 

2012年におけるベトナムの GDPは約 1,377 億米ドル（1人あたり 1,523 米ドル）であり、

2013年上半期の経済成長率は 4.9％である 1。また、主要産業は農林水産業、鉱業、軽工業

である 1。2012 年における貧困率は 17.2％である 2。 

1.1.3. 森林の現況 

2010 年におけるベトナムの森林面積は 1,380 万 ha であり、国土面積の約 44％を占めて

いる（FAO, 2010）。このうち天然林は 1,029 万 ha、人工林は 351万 haである（FAO, 2010）。 

森林は利用目的によって保護林、特定利用林、生産林の 3 種類に区分されている。農業

農村開発省（Ministry of Agriculture and Rural Development：MARD）によると、2008 年

末時点の各森林の面積は順に 470 万 ha、210万 ha、620万 haである 3。 

ベトナムの森林は 1940 年代から 1990 年代にかけて大幅に減少したが、以降は急回復し

ており、1990 年から 2010 年にかけて森林面積は約 47％増加した（FAO, 2010）。しかし、

これは主に人工林の拡大に伴うものであり、一次林については同期間に約 80％もの面積が

失われた（FAO, 2010）。 

1 外務省 ベトナム社会主義共和国基礎データ、http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/vietnam/data.html 

（2015年 3月 6日確認） 

2 The World Bank data、http://data.worldbank.org/country/vietnam （2015年 3月 6日確認） 

3 UN-REDD Program、

http://www.un-redd.org/CountryActions/VietNam/tabid/1025/language/en-US/Default.aspx （2015

年 3月 6日） 
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1.1.4. 森林生態系劣化の主な要因・影響 

FAO4によると、森林減少・劣化の主な要因は、かつては戦争及び現地住民や移民による生

計確保のための森林から農地への土地転用であった。近年は、コーヒーやカシューナッツ、

コショウといった食品の生産・輸出の拡大を背景とした農地開発が主な要因となっている。 

1.1.5. 関連国際条約への加盟状況 

生物多様性条約（CBD） 1994年（批准） 

ラムサール条約 1989年（発効） 

ワシントン条約（CITES） 1994年（批准） 

1.1.6. 関連する国内法制度 

先住民・ 

地域住民の 

権利尊重 

憲法 

（1992 年）5 

・各民族は平等であるとともに、民族的特性を

維持しながら風俗・習慣・伝統・文化を発展

させる権利を有している。（第 5条） 

土地の 

所有権 

利用権 

土地法 

（2003 年）6 

・土地は国民の所有物であり、国が所有権を代

表する。国は個人や世帯、組織に一定期間の

土地利用権を与える。（第 5条） 

森林保護開発法 

（2004 年）7 

・一般世帯や個人は森林の利用権を保有し得

る。（第 5条） 

1.2. プロジェクトレベル 

1.2.1. 対象地 

本プロジェクトの対象地であるラムドン省は中部高原地帯に位置しており、面積は

9,764.8km2である。 

ラムドン省には、移住してきたキン（Kinh）族に加えて、27の少数民族（Co Ho、Chau Ma、

4 FAO、http://www.fao.org/forestry/country/57478/en/vnm/ （2015年 3月 9日確認） 

5 The Constitution of the Socialist Republic of Vietnam (1992) 

6 Law on Land (2003) No.13/2003/QH11 

7 Law on Forest Protection and Development (2004) No.29/2004/QH11 
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Chu Ru、Mnong、Rac Lay 等）が居住している。それぞれの少数民族は独自の言語を持ち、

プロジェクト対象地のコミューンには主に Co Ho と Chau Ma の 2 つの少数民族が居住して

いる。 

主要な産業は鉱物部門、製造業、電気供給、水源供給、汚水処理である。近年は山岳地

帯の社会経済開発や森林の保護・管理について多くの政策やガイドラインが作成されてお

り、エコロジーのバランスや就業機会の創出、少数民族の生活安定を目指している。 

森林面積は 1999 年に 618,537 ha（うち天然林：591,210 ha、人工林：27,327 ha）であっ

たのが、2010 年には 598,192 ha（うち天然林：532,398 ha、人工林：65 794 ha）となっ

ており、10 年の間に森林は 20,345 ha 減少した。森林減少の要因には、違法伐採、居住地

や農地への変換などが挙げられる。 

なお、ラムドン省の森林は、2,647種類の植物種、91種類の哺乳類、301種類の鳥類、102

種類の爬虫類、368種類の蝶類、111種類の淡水魚等が確認されており、生物多様性の豊か

な地域として認識されている。 

 

図 1 プロジェクト対象地の地理的位置 

 （出典：SNV, 2014） 
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1.2.2. プロジェクトの概要 

ベトナムは気候変動分野の取組を先行的に実施しており、UN-REDD プログラムで対象と

なった初期の 9か国のうちの 1つであり、世界銀行の FCPFの下で準備段階計画書（R-PIN）

の承認を最初に受けた国でもある。ベトナム政府は、UN-REDD ナショナルプログラムと世界

銀行との連携により REDD+の準備段階において支援を受けており、2009 年より多くの活動

が実施されている。 

そのうち、SNV（The Netherlands Development Organization）は「生物多様性」、「住民

への利益還元」、「土地利用」、「能力向上」、「森林炭素ストックのモニタリング」等をキー

タスクとする取り組みを進めており、ラムドン省では「High biodiversity REDD in Vietnam 

(2011-2013)」を実施している。本プロジェクトは実質的にその内容を発展させた後継事業

であり、将来的にベトナムが REDD+を実施するために必要な能力の強化、ツールの開発と

いった準備段階の活動が主な内容となっている。 

1.2.3. 実施体制 

本プロジェクトの実施主体は SNVと VNFORESTである。 

1.2.4. 成功要因 

本プロジェクトの実施主体である SNVは、ベトナム政府の REDD+ワーキンググループの一

員であり、国レベルでの環境社会配慮セーフガードのロードマップ作成等の分野でも協力

しているため、政府との連携が十分に確立されている。また、ラムドン省では、本プロジェ

クト以外にも UN-REDD プログラムも含め、数多くの森林・環境分野プロジェクトが実施さ

れてきており、各プロジェクトの知見や経験が互いに共有されていることも成功要因とし

て挙げられる。 

2. プロジェクト活動の詳細 

2.1. 国家森林プログラム等との一貫性確保／ガバナンスの構築・強化 

計画・進捗・成果 課題・改善点・今後の予定 

・関連する法制度等は表 1の通り。プロジェ

クトでは特に「森林保護開発法」、「森林
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保護開発計画」、「森林環境サービスに対

する支払い」との一貫性を重視している。 

・REDD+のセーフガードに係わる

Sub-Technical Working Group（技術作業

部会）を VNFORESTと連携して設立。REDD+

実施に関するセーフガード確立のための

ロードマップの作成や国としての対処方

針に関する議論等を先導的に実施した。 

・国家 REDD+活動計画（以下、NRAP）と一

貫性のあるセーフガードのロードマップ

を作成する過程において、関連する政策

及び法規と国際的な枠組みとの間の

ギャップ分析を実施した（SNV 2014）。 

・ラムドン省の省 REDD+アクションプラン

（以下、PRAP）は 既存の森林政策である

森林保護開発計画（以下、FPDP）に基づ

いて作成され、2015 年 1月に省人民委員

会（以下、PPC）から Decision 

No.247/QD-UBND として承認された。 

・プロジェクトでは、省や郡レベルの機関

とも連携（ベトナムでは、NGOや民間企

業が森林関連活動を実施する際、必ず PPC

や郡人民委員会（DPC）に報告・相談をす

ることとされている）。 

 

・少数民族は独自の言語を使用するため、

政府機関の担当者等を含む外部とコミュ

ニケーションをとることは必ずしも容易

ではない。しかし、小学校や中学校に通

う子供たちはキン族の言葉（ベトナム語）

を理解することができ、またその内容を

家族と共有できるため、学校教育を通じ

た啓発活動も行っている。 

・プロジェクトの啓発活動では、看板の設

置やリーフレットの配布、テレビ・ラジ

オ等の活用等が行われている。 

・住民参加型炭素蓄積モニタリング（以下、

PCM）では、コミューン、郡、省の各行政

組織に担当行政官が配置され、モニタリ

・プロジェクトに関する情報はインター

ネット上に公開されているが、地域住民

がアクセスすることは困難であり、また

情報を主体的に探そうとする人以外には

あまり有効ではない。そのため、広く一

般向けに普及させる方法について検討す

る必要がある。 
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ングデータが地方レベルの行政機関から

国の行政機関へと報告がなされ、最終的

に国レベルの森林モニタリングシステム

（NFMS）に統合させることが計画されて

いる。こうしたモニタリングシステムが

ガバナンス強化に寄与する可能性があ

る。 

 

表 1 プロジェクトに関連する法制度等 

タイトル 概要 

○ 森林保護開発法 
森林の定義や区分、各森林の機能を定めている。森林所有

権、利用権のほか、森林所有者の義務等も明記している。 

 生物多様性法 8 

生物多様性保全計画、国家マスタープラン、自然生態系や

種、遺伝資源の保全と持続的開発、国際協力等について定

めている。 

 環境保護法 9 

戦略的環境アセスメントや環境影響アセスメント、自然保

護区の保全と利用、経済活動における環境保護、都市部や

居住地域での環境保護、水資源保護等について定めてい

る。 

 土地法 
各土地カテゴリーの利用、利用者の権利と義務、行政手続

き等を定めている。 

○ 森林保護開発計画 10 

包括的な森林保護開発計画であり、既存の森林を効果的に

管理することによって森林被覆率を 2015 年までに 42～

43％、2020 年までに 44～45％にすることや生活を改善す

ることを目的としている。 

○ 

森林環境サービスに

対する支払い

（PFES）11 

森林の保護、あるいは生態系サービス提供のための森林管

理に対して森林所有者にインセンティブを与えるプログ

ラムである。 

8 Law on Biodiversity (2008) No.20/2008/QH12 

9 Law on Environmental Protection (2005) No.52/2005/QH11 

10 Decision approving the Forest Protection and Development Plan 2011–2020 (2012) No.57/2012/QD-TTg 

11 Decree on the Policy on Payment for Forest Environmental Services (2010) No. 99/2010/ND-CP 
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○ 
国家 REDD+活動計画 

（NRAP）12 

国家レベルの REDD+推進プログラムであり、国としての

REDD+への取組方針等を示している。対象期間は 2011 年～

2020年。 

注）○印は、プロジェクトの実施にあたって特に留意されている法制度等。 

2.2. 先住民・地域住民の権利尊重 

2.2.1. 土地や資源の所有権・利用権の特定 

計画・進捗・成果 課題・改善点・今後の予定 

・土地の所有権の管理をしている機関は、

天然資源環境局（MONRE）及び省天然資源

環境局（DONRE）である。コミューンレベ

ルでは、土地行政官が管理している。 

・ベトナムでは村落境界が不明瞭なケースが

多い。REDD+活動を促進するためには、プロ

ジェクトレベルで解決を図るだけではな

く、上位の行政レベルも含めて、国全体の

村落境界の設定について検討する必要があ

る。 

2.2.2.地域の慣習や知識の活用 

計画・進捗・成果 課題・改善点・今後の予定 

・REDD+の重要なステークホルダーである少

数民族は、森林資源に依存しながら生活

しているため、森林管理やモニタリング

にその知識や経験を活用することが可

能。 

 

・竹を材料とする伝統工芸品、日用品（箸、

楊枝）、建材、芳香剤の生産等、地域の伝

統的な産業を促進する方策が活動計画に

考慮されている（Enright, 2014）。 

・プロジェクトエリア周辺では竹材が生産

されているが、非効率的な加工技術や流

通形態の未整備により、竹材の消費マー

ケットは安定していない状況である

（Enright, 2014）。 

12 Decision approving the National Action Program on “Reducing Emissions from Deforestation and 

Forest Degradation, Sustainable Forest Management, Conservation and Enhancement of Forest Carbon” 

2011–2020 (2012) No.799/2012/QD-TTg 
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2.2.3. 先住民・地域住民の事前同意 

計画・進捗・成果 課題・改善点・今後の予定 

・地域住民に対して、「REDD+とは何か」、「普

段の生活にどのような貢献があるのか」、

「REDD+においてコミュニティや関係者

にどのような役割・責任が発生するのか」

といった情報を提供している。「REDD+と

は何か」という点については、専門的に

解説するのではなく、従来の植林、森林

保護、森林管理等と近い活動であること

をイメージしてもらい、そこから徐々に

詳細な解説を加えるように工夫してい

る。 

・口頭による説明では現地少数民族の言語

を使っており、活動内容等を含む書面に

よる説明資料についてはベトナム語を使

用している。 

 

2.2.4. 利益の配分 

計画・進捗・成果 課題・改善点・今後の予定 

・ラムドン省では、REDD+基金が PPCのチェ

アマンによって設立されている。原資は

PFPDF（省レベルの森林保全開発基金）で

ある。基金からは、森林所有者に対して

直接支払いが行われるほか、地域の公

共・福利施設への投資も行われている。 

・炭素量に応じた地域住民への利益配分メ

カニズムはまだ構築されていない。既存

の森林保全活動に対する支払いシステム

（PFES）と統合する形でメカニズムを構

築することが検討されている（Le, 

2013）。 

2.2.5. 先住民・地域住民に対するネガティブインパクトの回避 

計画・進捗・成果 課題・改善点・今後の予定 

・森林の境界や所有者を確定する際、慣習

的な森林利用権の視点も含めて査定が行

われている。 

・REDD+活動の計画策定において、地域住民

が参加しながら環境社会緩和策やモニタ

リング計画を作成することが計画されて

・国レベルでは少数民族の権利に関する法

律が整備されているが、多くの少数民族

はその存在を知らない。その背景には、

教育水準の低さのほか、地域行政機関の

意識が乏しいという問題がある。 
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いる（Participatory Impact Assessment 

Monitoring：PIAM）。FPIC の実施に時間

と資金を要する中で、PIAMは準国レベル

の REDD+活動計画プロセスにおいて実現

可能な手法として考えられている。 

2.2.6. モニタリングの実施 

計画・進捗・成果 課題・改善点・今後の予定 

・REDD+活動の計画策定において、地域住民

への社会的リスクを最小化する、社会的

便益を最大化するためのモニタリング計

画を作成するため、PIAMのパイロット活

動（REDD+活動において想定される課題の

分析、課題解決策の明確化等）の実施が

計画されている。 

 

2.3. ステークホルダーの参加 

2.3.1. ステークホルダーの理解醸成 

計画・進捗・成果 課題・改善点・今後の予定 

プロジェクトの活動内容について住民に対

して事前に説明を行う機会を設けてい

る。説明会は 2カ月にわたり、3段階に

分けて開催された（初めに気候変動や

REDD+の概要について説明し、次にプロ

ジェクトの必要性を説き、最後に REDD+

に関する活動内容を解説）。説明会のファ

シリテーターは地域の言語を理解できる

人材が担当。同説明会には、各世帯から

必ず 1人は参加することとした。 

理解したかどうかを問いかけると、多くの

住民は「理解した」と回答するが、実際

に理解した内容を説明させようとすると

誰も説明できない。このように、理解の

浸透度を確認する際には、何らかの検証

を加えつつ、慎重に判断する必要がある。 

2.3.2. 合意形成・伝達の実施 
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計画・進捗・成果 課題・改善点・今後の予定 

・REDD+活動に関する情報の伝達の多くは、

レンジャーを含む地域の関連行政機関の

職員と地域住民との間で口頭により行わ

れている。 

・地域住民が情報にアクセスする方法は非

常に限られている。 

・公用語の識字率が低く、少数民族固有の

言語しか分からない人が多い（公用語で

あるベトナム語を理解できない人も多

い）。こうした中で、確実なコミュニケー

ションの確保が重要である。 

2.3.3. 紛争解決 

計画・進捗・成果 課題・改善点・今後の予定 

・REDD+活動の策定と試行に伴って深刻な問

題が発生した場合は、地域の権威者と村

長との間で解決することとしている。問

題が複雑化すると、ビショップ（宗教上

のリーダー）が解決に乗り出すこともあ

る。 

 

2.3.4. ステークホルダーの参加促進 

計画・進捗・成果 課題・改善点・今後の予定 

・UN-REDDのプログラムもラムドン省にお

いて実施されているため、プロジェクト

活動を通じた知見や教訓の情報交換が積

極的に行われている。 

 

・2.1に記載された REDD+のセーフガードに

係わる Sub-Technical Working Group（技

術作業部会）を設立・運営することによ

り、ステークホルダー（ベトナム政府関

係者、学識経験者、他のドナーによる

REDD+プロジェクトの実施者等）の参加が

促進された。 

 

・PFMを考案し試行している。PFMは PCMと

住民参加型生物多様性モニタリング（以

下、PBM）に分かれており、森林の炭素蓄
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積の他、地域の生物多様性のモニタリン

グにも貢献できる可能性がある（Nguyen, 

2014）。 

・PCMの試行の際、参加する住民に対して

は日当を支払っている。 

・関連行政機関の技術系職員やその他の関

係者に対して、プロット調査に関わる GPS

や GISの活用方法などを解説した

「Manual for Local Technical Staff」

を作成し配布した（Bao et al., 2013a）。 

・国レベルの関連行政機関の職員に対して

も「Operational Guidance for National 

REDD+ Carbon Accounting」を作成し配布

した（Casarim et al., 2013）。 

・調査プロットの設定方法や胸高直径測定

等の測樹方法に関する簡易マニュアル

「Manual for Local People」を作成し配

布した（Bao et al., 2013b）。 

・地域住民による PIAM の試行を考案し、

これに関するワークショップ等を開催し

ている。 

・ジェンダー分析を実施し、男女間の社会

的立場の違い、経済的側面からの違いを

明らかにして、REDD+活動における役割や

参加の機会及び REDD+活動の影響を特定

しようと試みている。 

 

2.4. 生物多様性への配慮 

2.4.1. 対象地における生物・生態系情報の把握・モニタリング 

計画・進捗・成果 課題・改善点・今後の予定 

・PBMの試行が生物多様性モニタリングに

もつながっている（SNV, 2013）。 

・生物多様性が豊かな区域が示された地図

を NRAP において参照。NRAPの実施にあ

たり、生物多様性の豊かな区域を予め確

・参加型のモニタリングでは、参加者の能

力やリソースに限界があり、データの品

質管理が課題となる。 

・省レベルから国レベルへ情報を報告する

際、情報が損失するリスク等も存在して
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認することによって、生物多様性に関す

るリスクを予見、回避するスキームを考

案している（Swan and McNally, 2011）。 

いる。 

・専門家ではなく地域住民がモニタリング

を実施する方が費用対効果の点で有利で

ある。しかし、初期のキャパシティが低

い場合、能力開発等に投資が必要になる

ことも考えられる。 

・生物多様性のモニタリングに加えて、地

域社会への影響に関する住民参加型モニ

タリングを実施することも予定している

（Swan, 2012）。 

2.4.2. 生物多様性に対するネガティブインパクトの回避 

計画・進捗・成果 課題・改善点・今後の予定 

・林野火災防止活動を REDD+活動の中に編

入することを考案している。また、火災

防止活動に関する能力向上を支援するこ

とも検討している（Le, 2013）。 

 

・PRAP の活動に Reduced Impact Logging 

（RIL：伐採時に周辺への影響を最小限に

抑える方法）を盛り込むことを考えてい

る。具体的には、択伐施業の適用を検討

しているところ（Enright, 2014）。 

 

2.5. 非永続性への対処 

プロジェクトの対象外。 

2.6. リーケージへの対処 

プロジェクトの対象外。 

 

注）特定の引用情報がある場合を除き、プロジェクトレベルの主な情報は現地インタ

ビューに基づく。 
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ベトナム社会主義共和国  環境 社経 

PJ 名 
ディエンビエン省 REDD+パイロッ

トプロジェクト 

活 動 
タイプ 

森林減少・劣化の抑制 

資 金 
タイプ 

援助資金 

対象地 

面 積 

ディエンビエン省 

約 956,000 ha（省内全域） 

期 間 2012年 3月～2014年 3月 

配
慮
項
目
と
の
関
係
性 

国家森林プログラム等との
一貫性確保 

● 

ガバナンスの構築・強化 ● 

人 口 約 480,000 人（省の人口） 
先住民・地域住民の権利尊
重 

● 

実 施

主 体 

行政主導型 
ステークホルダーの参加 ● 

生物多様性への配慮 ● 

国際協力機構（JICA） 
省農業農村開発局（DARD） 

非永続性リスクへの対処 ● 

リーケージへの対処 ● 

概 要  

ベトナムでは、省レベルにおける REDD+実施計画を策定する取組（REDD+パイロットプ

ロジェクト）が進められており、省レベルでの活動実施のほか、その成果を国レベルの

計画づくりやガイドラインに反映するとともに、他省に普及すること等が目指されてい

る。一方、コミューンレベルで REDD+を実施するためのコミューン REDD+アクションプラ

ン（C-RAP）の作成も行われ、森林管理と生計向上を統合する形で活動を進めることとさ

れている。 

計画の作成にあたっては、森林モニタリングやセーフガードに係るワークショップや

セミナー等が開催されたほか、地域の行政官や現地住民の能力向上、省内における森林

減少・劣化の要因（ドライバー）に関する調査も実施された。 

現在、省内では 2つのパイロットコミューンが選定され、上記計画を念頭に置いた

パイロット活動も進められている（詳細は SUSFORM-NOWプロジェクト（事例 10）を

参照）。 

パイロットコミューンにおける 

村落会合 

パイロットコミューンにおける 

社会経済調査 
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1. 基本情報 

1.1. 国レベル 

1.1.1. 人口・民族構成 

2013年におけるベトナムの人口は約 9,170 万人であり、総人口の約 86％を占めるキン族

と 53の少数民族から構成されている 1。 

1.1.2. 経済状況・主要産業等 

2012年におけるベトナムの GDPは約 1,377 億米ドル（1人あたり 1,523 米ドル）であり、

2013年上半期の経済成長率は 4.9％である 1。また、主要産業は農林水産業、鉱業、軽工業

である 1。2012 年における貧困率は 17.2％である 2。 

1.1.3. 森林の現況 

2010 年におけるベトナムの森林面積は 1,380 万 ha であり、国土面積の約 44％を占めて

いる（FAO, 2010）。このうち天然林は 1,029 万 ha、人工林は 351万 haである（FAO, 2010）。 

森林は利用目的によって保護林、特定利用林、生産林の 3 種類に区分されている。農業

農村開発省（Ministry of Agriculture and Rural Development：MARD）によると、2008 年

末時点の各森林の面積は順に 470 万 ha、210万 ha、620万 haである 3。 

ベトナムの森林は 1940 年代から 1990 年代にかけて大幅に減少したが、以降は急回復し

ており、1990 年から 2010 年にかけて森林面積は約 47％増加した（FAO, 2010）。しかし、

これは主に人工林の拡大に伴うものであり、一次林については同期間に約 80％もの面積が

失われた（FAO, 2010）。 

1 外務省 ベトナム社会主義共和国基礎データ、http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/vietnam/data.html 

（2015年 3月 6日確認） 

2 The World Bank data、http://data.worldbank.org/country/vietnam （2015年 3月 6日確認） 

3 UN-REDD Program、

http://www.un-redd.org/CountryActions/VietNam/tabid/1025/language/en-US/Default.aspx（2015年

3月 6日） 
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1.1.4. 森林生態系劣化の主な要因・影響 

森林減少・劣化の主な要因は、かつては戦争及び現地住民や移民による生計確保のため

の森林から農地への土地転用であった。近年は、コーヒーやカシューナッツ、コショウと

いった食品の生産・輸出の拡大を背景とした農地開発が主な要因となっている。 

1.1.5. 関連国際条約への加盟状況 

生物多様性条約（CBD） 1994年（批准） 

ラムサール条約 1989年（発効） 

ワシントン条約（CITES） 1994年（批准） 

1.1.6. 関連する国内法制度 

先住民・ 

地域住民の 

権利尊重 

憲法 

（1992 年）4 

・各民族は平等であるとともに、民族的特性を

維持しながら風俗・習慣・伝統・文化を発展

させる権利を有している。（第 5条） 

土地の 

所有権 

利用権 

土地法 

（2003 年）5 

・土地は国民の所有物であり、国が所有権を代

表する。国は個人や世帯、組織に一定期間の

土地利用権を与える。（第 5条） 

森林保護開発法 

（2004 年）6 

・一般世帯や個人は森林の利用権を保有し得

る。（第 5条） 

1.2. プロジェクトレベル 

1.2.1. 対象地 

本プロジェクトの対象地であるディエンビエン省は、ベトナムの北西部に位置しており、

省の西部はラオス、北西部は中国と国境を接している。省の総人口は 480,000 人であり、

その 83％が地方に在住している。一人当たりの所得は、2004 年の 224,000VND／月から 2010 

年には 611,000VND／月へ増加しているものの、国内で 2 番目に所得水準が低い省であり、

4 The Constitution of the Socialist Republic of Vietnam (1992) 

5 Law on Land (2003) No.13/2003/QH11 

6 Law on Forest Protection and Development (2004) No.29/2004/QH11 
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貧困世帯率（所得が 10米ドル／人／月未満の比率）も国内で最高（50％）である。省内の

森林面積は約 350,000 ha（省面積の 37％に相当）であり、森林タイプ別の内訳は、天然林

が 340,000 ha（森林面積の 97％）、人工林が 11,000 ha（森林面積の 3％）であり、管理タ

イプ別の内訳は、生産林が 102,065 ha、保全林が 177,926 ha、特別利用林が 31,212 ha、

非林業用地が 38,987 haである（JICA, 2012）。 

なお、省内には少数民族が居住している（タイ族、ムオン族等）。 

 

図 1 対象地の地理的位置 

1.2.2.プロジェクトの概要 

ベトナムは気候変動分野の取組を先行的に実施している国である。UN-REDDプログラムの

初期の支援対象国の 1 つであり、世界銀行 FCPF の下で準備段階計画書（R-PIN）の承認を

最初に受けた国でもある。 

ディエンビエン省では、2009 年 9 月～2012 年 3 月に JICA が「気候変動対策の森林分野

における潜在的適地選定調査」を実施し、ディエンビエン省における REDD+実施に係る基礎

調査を行った。その後、2012 年 2月に REDD+パイロットプロジェクトが MARD（Ministry of 

Agriculture and Rural Development）、MPI（Ministry of Planning and Investment）、ディ

エンビエン省人民委員会（Provincial People’s Committee：PPC）、JICAとの間で合意に至

り、実施された。REDD+パイロットプロジェクトでは、省農業農村開発局（Department of 

Agriculture and Rural Development：DARD）内に REDD+活動計画作成のためのワーキング・
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グループが設置され、PRAP7や C-RAP8の作成が行われた（JICA, 2014a）。 

SUSFORM-NOW は、2013 年 2 月、PRAP の実施を通じてパイロットプロジェクトサイトに参

加型による森林管理と住民の生計向上が普及することを目標に、従来のプロジェクトに

REDD+のスキームを編入したものである。REDD+パイロットプロジェクトが終了した 2014 年

4月以降、2015年 8月までを目処に、同省 Dien Bien郡の Muong Phang コミューン、Muong 

Cha 郡の Muong Muonコミューンにおいて、PRAPや C-RAPの実践活動が実施されている。 

1.2.3. 実施体制 

プロジェクトの実施主体は、MARDの省レベル機関である DARD であり、JICAが支援を行っ

ている。また、協力機関として国家森林総局 （VNFOREST）が参加している。 

1.2.4. 成功要因 

・PRAP は、既存の政策（森林保護開発計画等）を基礎に策定された。計画策定は、DARD

に設置された省プロジェクト管理ユニット（Project Management Unit）の下にワーキ

ング・グループを結成し、このワーキング・グループを通じて現地の主体性を重視し

つつ進められた。 

2.プロジェクト活動の詳細 

2.1. 国家森林プログラム等との一貫性確保／ガバナンスの構築・強化 

計画・進捗・成果 課題・改善点・今後の予定 

・関連する法制度等は表 1の通り。  

・ベトナムでは 2012 年に国家 REDD+活動プ

ログラム（NRAP）が作成されているが、

・C-RAP に関しては、2015 年中に、Muong 

Phang コミューンと Muong Muon コ

7 「Action Plan on “Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation, Sustainable Forest 

Management, Conservation and Enhancement of Forest Carbon Stock” in Dien Bien Province in period 

2013 –2020」の略。国レベルの REDD＋プログラムと整合性を保ちつつ、既存の森林政策を活用しながら

省レベルの REDD＋を効果的に推進させることを目指した 2020年までの戦略活動計画。 

8 「Commune REDD+ Action Plan in the period 2013-2020」の略。より現場に近いコミューンレベルで

REDD＋を実施するための具体的な森林管理活動や生計向上活動を盛り込んだ 2020年までの活動計画。 
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ディエンビエン省の PRAP は NRAP の内容

と整合を図りつつ作成され、PPC におい

て承認された（JICA, 2014b）。 

ミューンで実施されているパイロット活

動の経験を踏まえて、より効果的な活動

計画に更新される予定である。 

・Muong Muon コミューンの C-RAP は、2014 

年 11 月に コミューン人 民委員会

（Commune People’s Committee：CPC）に

おいて承認された。 

・Muong Phang コミューンの C-RAP につい

ては、決定文書は発出されず、2014 年 6

月に CPC と郡人民委員会（District 

People’s Committee：DPC）の署名及びス

タンプが直接捺される形で承認された。 

・C-RAP については、2015 年中に、Muong 

Phang コミューンと Muong Muon コ

ミューンで実施されているパイロット活

動の経験を踏まえて、より効果的な活動

計画に更新される予定である（JICA, 

2014c, 2014d）。 

・ニュースレター（ベトナム語、英語）の

作成と配布を行っている。また、ワーク

ショップ等を開催し、プロジェクトの進

捗や結果を一般に公表している（JICA, 

2014a）。 

 

 

表 1 プロジェクトに関連する法制度等 

タイトル 概要 

○ 森林保護開発法 
森林の定義や区分、各森林の機能を定めている。森林所有

権、利用権のほか、森林所有者の義務等も明記している。 

 生物多様性法 9 

生物多様性保全計画、国家マスタープラン、自然生態系や

種、遺伝資源の保全と持続的開発、国際協力等について定

めている。 

 環境保護法 10 

戦略的環境アセスメントや環境影響アセスメント、自然保

護区の保全と利用、経済活動における環境保護、都市部や

居住地域での環境保護、水資源保護等について定めてい

る。 

 土地法 
各土地カテゴリーの利用、利用者の権利と義務、行政手続

き等を定めている。 

9 Law on Biodiversity (2008) No.20/2008/QH12 

10 Law on Environmental Protection (2005) No.52/2005/QH11 
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○ 森林保護開発計画 11 

包括的な森林保護開発計画であり、既存の森林を効果的に

管理することによって森林被覆を 2015年までに 42～43％

に、2020 年までに 44～45％にすることを目的としている。 

○ 
森林環境サービスに対す

る支払い（PFES）12 

森林所有者に対して森林を保護し、生態系サービス提供の

ために管理するインセンティブを与えるプログラムであ

る。 

○ 
国家 REDD+活動計画

（NRAP）13 

国家レベルの REDD+を推進するためのプログラムであり、

国としての REDD+への取組方針等が示されている。対象期

間は 2011年～2020年。 

○ 
コミューン農村開発計

画 14 

森林や農業等の様々なセクターを対象とした、生計向上を

主眼においたコミューンレベルの開発計画である。対象期

間は 2011年～2020年。 

○ Plan 388/KH-UBND15  
森林の所有者を明確にして森林の分配を促し、土地の区画

化を進めようとする政策である。 

 
貧困削減プログラム

（30A）16 

現地住民に対して生計向上のための資金や技術を援助す

るプログラム。分野は農業、家畜、養殖、森林施業等、多

岐にわたる。食糧の分配スキームを改善することによって

森林から農地への転用を抑制し、間接的に森林の保護・開

発を支援する取組も行われている。現在、ディエンビエン

省では 61の郡に導入されている。 

注）○印は、プロジェクトの実施にあたって特に留意されている法制度等。 

11  Decision approving the Forest Protection and Development Plan during 2011–2020 (2012) 

No.57/2012/QD-TTg 

12 Decree on the Policy on Payment for Forest Environmental Services (2010) No. 99/2010/ND-CP 

13 Decision approving the National Action Program on “Reducing Emissions from Deforestation and 

Forest Degradation, Sustainable Forest Management, Conservation and Enhancement of Forest Carbon” 

during 2011–2020：NRAP (2012) No.799/2012/QD-TTg 

14 Decision on approval of the project on planning of New Rural Development in the period of 2011 

– 2020 (2011) No.161/QD-UBND 

15 Plan on review and improvement of land and forest allocation and grant of forestland use 

certificates for period 2013 – 2015 in the area of Dien Bien province (2013) No. 388/KH-UBND 

16 Resolution on the Program for poverty reduction for 61 poor district (2008) No.30a/NQ-CP 
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2.2. 先住民・地域住民の権利尊重 

2.2.1. 土地や資源の所有権・利用権の特定 

計画・進捗・成果 課題・改善点・今後の予定 

・コミューンにおいて村落境界を決定する

ための村落境界マニュアルを作成した。 

 

 

村落境界の策定プロセス（JICA, 2014a） 

 

・ベースとなる地図を参加者に示し、理解を促す（ランドマークを説明する等）。 

・ファシリテーターのサポートの下、隣接する 2 村の首長及び住民が協議し、仮の村

落境界を同定する。 

・住民、CPC の関係官員（CPC 議長あるいは副議長を含む）、レンジャー等の間で合意

した境界を地図上で確認し、現場においても確認する。 

・上記確認にしたがって、村落境界線を調整する。 

・上記のプロセスを他の隣接する 2村で繰り返す。 

 

2.2.2.地域の慣習や知識の活用 

計画・進捗・成果 課題・改善点・今後の予定 

・PRAP や C-RAP の作成にあたり、事前調査

としてパイロットコミューンにおいて社

会経済調査を行い、各コミューンのベー

スライン情報（少数民族の社会経済情報

等）を収集した。収集した情報は PRAP及

び C-RAP に反映した（ JICA, 2014c, 

2014d）。 

 

2.2.3. 先住民・地域住民の事前同意 

計画・進捗・成果 課題・改善点・今後の予定 

・PRAP や C-RAP の作成にあたり、郡レベル

及びコミューンレベルの職員や各村の村

長を対象に公聴会を開催し、プロジェク
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トについて説明を行うとともに、意見聴

取を行った。 

・村落会議の試行段階において、住民を対

象にプロジェクトに関する説明やプロ

ジェクトへの住民参加の是非に関する議

論、活動内容の絞り込みを行った（JICA, 

2014a）。 

2.2.4. 利益の配分 

計画・進捗・成果 課題・改善点・今後の予定 

・PRAP は、利益配分システム（Benefit 

Distribution System：BDS）の 1 つのオ

プションとして、REDD+を実施する村落等

が生計向上活動の収益を受け取り、REDD+

のクレジット収益は他の村落の生計向上

支援活動費に用いるというシステムが提

案された。また、C-RAP は、生計向上活

動の収益を別の生計向上活動に投資する

仕組みを提案した（JICA, 2014c, 2014d）。 

・BDS の運営にあたっては、取引コストを

可能な限り低く抑えることが重要であ

り、そのためには、できるだけ簡素なシ

ステムが必要となる。しかし、ベトナム

では行政機構が国、省、郡、コミューン

の複数レベルで構成されており、プロセ

スの簡素化は必ずしも容易ではない。 

2.3. ステークホルダーの参加 

2.3.1. 計画段階におけるステークホルダーの参加 

計画・進捗・成果 課題・改善点・今後の予定 

・PRAP の計画策定にあたり、DARDに設置さ

れた省プロジェクト管理ユニットの下に

ワーキング・グループが結成された。ワー

キング・グループは DARD 副局長、林業

支局技術部次長、技術系職員 3 名、林業

支局副支局長、森林保護開発部長、森林

保護管理部次長の計 8 名で構成され、プ

ロジェクト活動の計画策定、進捗確認、

課題解決のための協議等を行った（JICA, 

2014a）。 

・C-RAP の計画策定においては、DPC、保護
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林管理委員会、特別利用林管理委員会、

CPC 等、郡及びコミューンレベルの行政

関係者の意見を取り入れながら策定作業

が進められた。 

2.4. 生物多様性への配慮 

2.4.1. 対象地における生物・生態系情報の把握・モニタリング 

計画・進捗・成果 課題・改善点・今後の予定 

・PRAP 及び C-RAPでは、森林モニタリング

が計画されている。このモニタリング活

動が生物・生態系情報のモニタリングに

つながると想定されている。 

 

2.5. 非永続性への対処 

計画・進捗・成果 課題・改善点・今後の予定 

・REDD+活動計画では生計向上活動が重要な

コンポーネントとされており、これに

よって反転リスクが緩和されることが期

待されている（JICA, 2014b）。 

・PRAP や C-RAP は、既存の政策やプログラ

ムツール（森林保護開発計画に係る各種

補助金・支援制度、森林環境サービスに

対する支払い、その他各種生計向上・貧

困削減プログラムによる支援等）を組み

合わせることによってある程度活動を継

続できるようなシステムを提唱してい

る。 

 

2.6. リーケージへの対処 

計画・進捗・成果 課題・改善点・今後の予定 

・PRAP 及び C-RAPにおいて計画されている ・PRAP では、2015年より順次対象コミュー
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森林モニタリングによってリーケージが

緩和されると期待されている（JICA, 

2014b）。 

ンを増加させる予定であり、リーケージ

の問題はある程度回避できると考えられ

る。 

 

注）特定の引用情報がある場合を除き、プロジェクトレベルの主な情報はベトナム国ディ

エンビエン省 REDD+パイロットプロジェクトファイナル・レポート（JICA, 2014a, 2014b, 

2014c, 2014d））に基づく。 
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http://www.vietnam-redd.org/Web/Default.aspx?tab=projectdetail&zoneid=110&itemid=648&lang=en-US
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ベトナム社会主義共和国  環境 社経 

PJ 名 

北西部水源地域における持続可能

な 森 林 管 理 プ ロ ジ ェ ク ト

（SUSFORM-NOW） 

活 動 

タイプ 
森林減少・劣化の抑制 

資 金 

タイプ 
援助資金 

対象地 

ディエンビエン省 Dien Bien 郡

Muong Phang コミューン及び同省

Muong Cha郡 Muong Muonコミュー

ン 

期 間 

2010年 8月～2015年 8月 
（※REDD+スキームの編入は 2013
年 2月から） 

配
慮
項
目
と
の
関
係
性 

国家森林プログラム等との

一貫性確保 
● 

面 積 約 16,900 ha ガバナンスの構築・強化 ● 

人 口 約 8,250 人 
先住民・地域住民の権利尊

重 
● 

実 施 

主 体 行政主導型 ステークホルダーの参加 ● 

実 施 

主 体 

国際協力機構（JICA） 
省人民委員会（PPC） 
省農業農村開発局（DARD） 
郡人民委員会（DPC） 
コミューン人民委員会（CPC） 

生物多様性への配慮 ● 

非永続性リスクへの対処 ● 

リーケージへの対処 ● 

概 要  

ベトナムでは、省レベルにおける REDD+実施計画を策定する取組（REDD+パイロットプ
ロジェクト）が進められており、省レベルでの活動実施のほか、その成果を国レベルの
計画づくりやガイドラインに反映するとともに、他省に普及すること等が目指されてい
る。 
こうした中、ディエンビエン省において、2014年 5月にベトナム国内で初めて、省 REDD+

活動計画（PRAP）が省人民委員会（PPC）において承認された。現在、ディエンビエン省
内の 2つのパイロットコミューンにおいて、SUSFORM-NOW により PRAPを念頭に置いたパ
イロット活動が実施されている。パイロット活動では、関係者の活動実施能力の向上、
実行可能な REDD+モデルの確立のほか、同省内で活動を普及することを念頭に、森林変化
のモニタリング活動を含む参加型の森林管理活動及び生計向上活動が進められている。 

 
村落会合における意思確認の様子 

 
村落会合における活動の絞り込み 
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1. 基本情報 

1.1. 国レベル 

1.1.1. 人口・民族構成 

2013年におけるベトナムの人口は約 9,170 万人であり、総人口の約 86％を占めるキン族

と 53の少数民族から構成されている 1。 

1.1.2. 経済状況・主要産業等 

2012年におけるベトナムの GDPは約 1,377 億米ドル（1人あたり 1,523 米ドル）であり、

2013年上半期の経済成長率は 4.9％である 1。また、主要産業は農林水産業、鉱業、軽工業

である 1。2012 年における貧困率は 17.2％である 2。 

1.1.3. 森林の現況 

2010 年におけるベトナムの森林面積は 1,380 万 ha であり、国土面積の約 44％を占めて

いる（FAO, 2010）。このうち天然林は 1,029 万 ha、人工林は 351万 haである（FAO, 2010）。 

森林は利用目的によって保護林、特定利用林、生産林の 3 種類に区分されている。農業

農村開発省（Ministry of Agriculture and Rural Development：MARD）によると、2008 年

末時点の各森林の面積は順に 470 万 ha、210万 ha、620万 haである 3。 

ベトナムの森林は 1940 年代から 1990 年代にかけて大幅に減少したが、以降は急回復し

ており、1990 年から 2010 年にかけて森林面積は約 47％増加した（FAO, 2010）。しかし、

これは主に人工林の拡大に伴うものであり、一次林については同期間に約 80％もの面積が

失われた（FAO, 2010）。 

1 外務省 ベトナム社会主義共和国基礎データ、http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/vietnam/data.html 

（2015年 3月 6日確認） 

2 The World Bank data、http://data.worldbank.org/country/vietnam （2015年 3月 6日確認） 

3 UN-REDD Program、

http://www.un-redd.org/CountryActions/VietNam/tabid/1025/language/en-US/Default.aspx （2015

年 3月 6日） 

 

                             



 

187 

1.1.4. 森林生態系劣化の主な要因・影響 

森林減少・劣化の主な要因は、かつては戦争及び現地住民や移民による生計確保のため

の森林から農地への土地転用であった。近年は、コーヒーやカシューナッツ、コショウと

いった食品の生産・輸出の拡大を背景とした農地開発が主な要因となっている。 

1.1.5. 関連国際条約への加盟状況 

生物多様性条約（CBD） 1994年（批准） 

ラムサール条約 1989年（発効） 

ワシントン条約（CITES） 1994年（批准） 

1.1.6. 関連する国内法制度 

先住民・ 

地域住民の 

権利尊重 

憲法 4 

（1992 年） 

・各民族は平等であるとともに、民族的特性を

維持しながら風俗・習慣・伝統・文化を発展

させる権利を有している。（第 5条） 

土地の 

所有権 

利用権 

土地法 5 

（2003 年） 

・土地は国民の所有物であり、国が所有権を代

表する。国は個人や世帯、組織に一定期間の

土地利用権を与える。（第 5条） 

森林保護開発法 6 

（2004 年） 

・一般世帯や個人は森林の利用権を保有し得

る。（第 5条） 

1.2. プロジェクトレベル 

1.2.1. 対象地 

本プロジェクトの対象地であるディエンビエン省は、ベトナムの北西部に位置しており、

省の西部はラオス、北西部は中国と国境を接している。省の総人口は 480,000 人であり、

その 83％が地方に在住している。一人当たりの所得は、2004 年の 224,000VND／月から 2010 

年には 611,000VND／月へ増加しているものの、国内で 2 番目に所得水準が低い省であり、

4 The Constitution of the Socialist Republic of Vietnam (1992) 

5 Law on Land (2003) No.13/2003/QH11 

6 Law on Forest Protection and Development (2004) No.29/2004/QH11 
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貧困世帯率（所得が 10米ドル／人／月未満の比率）も国内で最高（50％）である。省内の

森林面積は約 350,000 ha（省面積の 37％に相当）であり、森林タイプ別の内訳は、天然林

が 340,000 ha（森林面積の 97％）、人工林が 11,000 ha（森林面積の 3％）であり、管理タ

イプ別の内訳は、生産林が 102,065 ha、保全林が 177,926 ha、特別利用林が 31,212 ha、

非林業用地が 38,987 haである（JICA, 2012）。 

なお、省内には少数民族が居住している（タイ族、ムオン族等）。 

 

図 1 対象地の地理的位置 

1.2.2. プロジェクトの概要 

ベトナムは気候変動分野の取組を先行的に実施している国である。UN-REDDプログラムの

初期の支援対象国の 1 つであり、世界銀行 FCPF の下で準備段階計画書（R-PIN）の承認を

最初に受けた国でもある。 

ディエンビエン省では、2009 年 9 月～2012 年 3 月に JICA が「気候変動対策の森林分野

における潜在的適地選定調査」を実施し、ディエンビエン省における REDD+実施に係る基礎

調査を行った。その後、2012 年 2月に REDD+パイロットプロジェクトが MARD（Ministry of 

Agriculture and Rural Development）、MPI（Ministry of Planning and Investment）、ディ

エンビエン省人民委員会（Provincial People’s Committee：PPC）、JICAとの間で合意に至

り、実施された。REDD+パイロットプロジェクトでは、省農業農村開発局（Department of 

Agriculture and Rural Development：DARD）内に REDD+活動計画作成のためのワーキング・
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グループが設置され、PRAP7や C-RAP8の作成が行われた（JICA 2014a）。 

SUSFORM-NOW は、2013 年 2 月、PRAP の実施を通じてパイロットプロジェクトサイトに参

加型による森林管理と住民の生計向上が普及することを目標に、従来のプロジェクトに

REDD+のスキームを編入したものである。REDD+パイロットプロジェクトが終了した 2014 年

4月以降、2015年 8月までを目処に、同省 Dien Bien郡の Muong Phang コミューン、Muong 

Cha 郡の Muong Muonコミューンにおいて、PRAPや C-RAPの実践活動が実施されている。 

1.2.3. 実施体制 

プロジェクトの実施主体は、MARDの省レベル機関である DARD であり、JICAが支援を行っ

ている。また、協力機関として国家森林総局 （VNFOREST）が参加している。 

1.2.4. 成功要因 

・活動において参照される PRAP は、既存の政策（森林保護開発計画等）を基礎に策定さ

れている。そのため、活動の実施者にとっては従来の森林管理活動の延長線上で実施

することが可能であり、現場レベルでの混乱回避につながっている。 

・森林管理活動に加えて生計向上活動支援にも注力しているため、焼畑移動耕作を行っ

てきた地域住民からも協力が得やすい。 

・プロジェクト実施期間前、あるいは実施期間中に十分な時間をかけて各村落に説明を

行ったため、活動に対する住民の反対は少ない。特に、村落代表者に加えて、各村の

村落会合を通じて村民にも直接説明を行ったことが合意形成に大きく寄与する結果と

なった。また、住民参加に係る同意の取り付けでは、不確実性の高い REDD+の結果支払

いには触れず、あくまでも森林管理活動に対する生計向上支援であると説明しており、

住民の過度の期待や誤解を避ける工夫を行っている。 

・活動には森林保護官や農業普及員等、多数の政府職員が関与しており、細やかな現場

への対応につながっている。 

7 「Action Plan on “Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation, Sustainable Forest 

Management, Conservation and Enhancement of Forest Carbon Stock” in Dien Bien Province in period 

2013 –2020」の略。国レベルの REDD+プログラムと整合性を保ちつつ、既存の森林政策を活用しながら

省レベルの REDD+を効果的に推進させることを目指した 2020年までの戦略活動計画。 

8 「Commune REDD+ Action Plan in the period 2013-2020」の略。より現場に近いコミューンレベルで

REDD+を実施するための具体的な森林管理活動や生計向上活動を盛り込んだ 2020年までの活動計画。 
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2. プロジェクト活動の詳細 

2.1. 国家森林プログラム等との一貫性確保／ガバナンスの構築・強化 

計画・進捗・成果 課題・改善点・今後の予定 

・関連する法制度等は表 2の通り。 

・プロジェクトにおいて参照している PRAP

は、森林保護開発計画等、既存の政策に

基づいて策定されている（JICA, 2014b）。

また、プロジェクトの実施計画を作成す

る際は、関連する政策文書を参照しつつ、

DARD等と協議しながら一貫性について十

分に検討を行っている。 

 

・Muong Muon コミューンの C-RAP は、2014 

年 11 月に コミューン人 民委員会

（Commune People’s Committee：CPC）に

おいて承認された。 

・Muong Phang コミューンの C-RAP につい

ては、決定文書は発出されず、2014 年 6

月に CPC と郡人民委員会（District 

People’s Committee：DPC）の署名及びス

タンプが直接捺される形で承認された。 

・C-RAP については、2015 年中に、Muong 

Phang コミューンと Muong Muon コ

ミューンで実施されているパイロット活

動の経験を踏まえて、より効果的な活動

計画に更新される予定である（JICA, 

2014c, 2014d）。 

・ディエンビエン省における REDD+試行と

いう観点からリーフレットを作成・配布

しているほか、ドナー・政府ワークショッ

プ等における発表、ウェブサイトを通じ

た情報発信を行なっている。 

・CPC が主催する月例会議（省の林業支局

職員等が参加）において REDD+計画の策

定等が行われている。 

・森林モニタリングについては、非公式の

タスクフォースを設立し（DARD 副局長、

林業支局技術部次長、森林保護支局代表、

省・郡・コミューンレベルの関係者が参

加）、月例会議を通じて当月の活動実施状

況、翌月の活動計画を確認するとともに、

森林モニタリングに係る課題等について

・コミューンレベルでもタスクフォースが

設置され、C-RAP に関する活動の運営や

管理を主体的に実施する予定であった

が、組織体制が整備されておらず、十分

な活動が行われていない。 

・一部の村落は森林環境サービスに対する

支払いを受けているが、モニタリング結

果等について十分な報告が行われないと

いう課題がある。森林保護支局員による

検証や国家森林インベントリによる定期

的な森林状況の把握等を通じて、未報告

の森林変化を把握するとともに、報告に

向けたインセンティブを付与する必要が

ある。 
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議論している。また、隔月で森林モニタ

リング研修も実施されている。 

 

表 1 プロジェクトに関連する法制度等 

タイトル 概要 

○ 森林保護開発法 
森林の定義や区分、各森林の機能を定めている。森林所有

権、利用権のほか、森林所有者の義務等も明記している。 

 生物多様性法 9 

生物多様性保全計画、国家マスタープラン、自然生態系や

種、遺伝資源の保全と持続的開発、国際協力等について定

めている。 

 環境保護法 10 

戦略的環境アセスメントや環境影響アセスメント、自然保

護区の保全と利用、経済活動における環境保護、都市部や

居住地域での環境保護、水資源保護等について定めてい

る。 

 土地法 
各土地カテゴリーの利用、利用者の権利と義務、行政手続

き等を定めている。 

○ 森林保護開発計画 11 

包括的な森林保護開発計画であり、既存の森林を効果的に

管理することによって森林被覆を 2015 年までに 42～43％

に、2020 年までに 44～45％にすることを目的としている。 

○ 

森林環境サービスに

対する支払い

（PFES）12 

森林所有者に対して森林を保護し、生態系サービス提供の

ために管理するインセンティブを与えるプログラムであ

る。 

○ 国家 REDD+活動計画
国家レベルの REDD+を推進するためのプログラム。国とし

ての REDD+への取組方針等が示されている。対象期間は

9 Law on Biodiversity (2008) No.20/2008/QH12 

10 Law on Environmental Protection (2005) No.52/2005/QH11 

11  Decision approving the Forest Protection and Development Plan during 2011–2020 (2012) 

No.57/2012/QD-TTg 

12 Decree on the Policy on Payment for Forest Environmental Services (2010) No. 99/2010/ND-CP 
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（NRAP）13 2011年～2020年。 

○ 

省 REDD+活動計画

（PRAP）14 

 

既存の森林政策を活用しながら省レベルでの REDD+を効果

的に推進させることを目的とした 2020 年迄の戦略活動計

画。 

○ 

コミューン REDD+活動

計画 

（C-RAP）15 

コミューンレベルで REDD+を実施する際の具体的な森林管

理活動や生計向上活動を盛り込んだ 2020年迄の活動計画。 

○ 
コミューン農村開発

計画 16 

森林や農業等の様々なセクターを対象とした、生計向上を

主眼においたコミューンレベルの開発計画である。対象期

間は 2011年～2020年。 

○ Plan 388/KH-UBND17  
森林の所有者を明確にして森林の分配を促し、土地の区画

化を進めようとする政策である。 

 
貧困削減プログラム

（30A）18 

現地住民に対して生計向上のための資金や技術を援助す

るプログラム。分野は農業、家畜、養殖、森林施業等、多

岐にわたる。食糧の分配スキームを改善することによって

森林から農地への転用を抑制し、間接的に森林の保護・開

発を支援する取組も行われている。現在、ディエンビエン

省では 61の郡に導入されている。 

注）○印は、プロジェクトの実施にあたって特に留意されている法制度等。 

13 Decision approving the National Action Program on “Reducing Emissions from Deforestation and 

Forest Degradation, Sustainable Forest Management, Conservation and Enhancement of Forest Carbon” 

during 2011–2020：NRAP (2012) No.799/2012/QD-TTg 

14 Decision on the approval of Provincial REDD+ Action Plan of Dien Bien Province for the period 

2013-2020 (2014) No.379/2014/QD-UBND 

15  Decision on the approval of Commune REDD+ Action Plan in the period 2013-2020 (2014) 

No.67/2014/QD-UBND 

16 Decision on the approval of the project on planning of New Rural Development in the period of 

2011-2020 (2011) No.161/QD-UBND 

17 Plan on review and improvement of land and forest allocation and grant of forestland use 

certificates for period 2013 – 2015 in the area of Dien Bien province (2013) No. 388/KH-UBND 

18 Resolution on the Program for poverty reduction for 61 poor district (2008) No.30a/NQ-CP 
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2.2. 先住民・地域住民の権利尊重 

2.2.1. 土地や資源の所有権・利用権の特定 

計画・進捗・成果 課題・改善点・今後の予定 

・Muong Muon コミューンでは、Muong Cha

郡人民委員会の予算で土地・森林の分与

が実施されている。既に事前調査と計画

策定は終了しており、現在は DPC からの

最終承認待ちの状態である。また、Muong 

Phang コミューンでも、プロジェクトに

よる支援の下、土地・森林の分与が実施

されている。既に事前調査（地域住民に

よる確認を含む）は終了しており、現在

は政府に提出する分与計画の最終化を実

施している。以上の分与プロセスでは、

既存の林地分与状況も把握されている。 

・土地の境界が明確ではないが、例えばコ

ミューンの境界については、政府側と議

論し、合意するプロセスを実施している。

また、村落の境界についても CPC を巻き

込みながら村落代表者と会合や現場訪問

を重ねることによって地図化を行ってい

る。合意に至らない村落境界については、

該当する林地を分与対象としないことで

対応している。 

 

2.2.2. 地域の慣習や知識の活用 

計画・進捗・成果 課題・改善点・今後の予定 

・森林に関する住民の詳細な知識や経験を

活用しつつ、村落ベースの森林パトロー

ルが実施されている。 

・森林パトロールでは、森林保安官による

確認作業も行われるが、事前に住民が森

林の概況情報を適切にインプットするこ

とにより、森林保安官の労力を軽減する

ことができる。また、こうした参加型パ
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トロールは住民のオーナーシップを醸成

することにも寄与する。 

2.2.3. 先住民・地域住民の事前同意 

計画・進捗・成果 課題・改善点・今後の予定 

・プロジェクトの紹介や参加に係る合意形

成、森林管理及び生計向上活動の計画策

定、各活動の内規策定、村落組織の設置

（管理委員会、森林パトロールチーム等）

に村落会合を 3回、約 3日程度を要した。

村落会合は FPIC のコンセプトを反映す

る形で進められた。 

・不参加の村（1村）以外の35村（Muong Phang 

コミューンと Muong Muonコミューンの合

計）は、森林管理及び生計向上活動の計

画や村落組織の設立等について、村長と

CPC 代表が署名・捺印する形で合意した。 

 

2.2.4. 先住民・地域住民に対するネガティブ・インパクト 

計画・進捗・成果 課題・改善点・今後の予定 

・換金作物（キャッサバ、トウモロコシ等）

を生産する農地を転換することによる現

金収入への負の影響が想定される。しか

し、各種生計向上活動が実施されている

ほか、植林地については木材や植林・森

林再生補助金等からの収入が、天然林に

ついては森林環境サービスに対する支払

いや非木材製品からの収入が見込まれて

おり、これらを複合的に組み合わせるこ

とによって収入の最大化に向けて支援を

行っているところである。 

・耕作地が限られることによる食糧安全保

障及び所得の減少が考えられる。食糧安

全保障（主にコメの生産）に関しては、

水田の生産性向上等により既に焼畑によ

る稲作が減少傾向にあること、水田が植

林地等に転用される可能性は低いこと、

代替生計向上活動の推進によって現金収

入の向上が見込めること等から、水田地

域における負の影響は限定的となる見通

しである。一方で、陸稲中心の地域では、

食糧安全保障を念頭に置いた計画作りが

重要である。 
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2.3. ステークホルダーの参加 

2.3.1. 計画段階におけるステークホルダーの参加 

計画・進捗・成果 課題・改善点・今後の予定 

・プロジェクトの紹介や参加に係る合意形

成、森林管理及び生計向上活動の計画策

定、各活動の内規策定、村落組織の設置

（管理委員会、森林パトロールチーム等）

に村落会合を 3回、約 3日程度を要した。

村落会合は FPIC のコンセプトを反映す

る形で進められた。（再掲） 

・不参加の村（1村）以外の35村（Muong Phang 

コミューンと Muong Muonコミューンの合

計）は、森林管理及び生計向上活動の計

画や村落組織の設立等について、村長と

CPC 代表が署名・捺印する形で合意した。

（再掲） 

 

2.3.2. ステークホルダーの理解醸成 

計画・進捗・成果 課題・改善点・今後の予定 

・村落会合において、発表（ビデオ上映含

む）や研修を通じて情報提供や議論を

行っている。また、ポスターやリーフレッ

ト、看板等を利用したプロジェクトの普

及啓発も行なっている。 

・村落ベースの森林パトロールチームの継

続的な能力向上（報告精度の向上）が必

要である。 

2.3.3. ステークホルダーの参加促進 

計画・進捗・成果 課題・改善点・今後の予定 

・地域住民に対して研修を実施している。

例えば、2014年 4月から 9月までのプロ

グラムと参加者数は次の通りである。植

林技術研修（412人）、養殖技術研修（364

人）、飼料作物栽培技術研修（188 人）、

果樹栽培技術研修（1185 人）、きのこ栽

培研修（69 人）、養豚技術研修（128人）、

・パトロール活動等の労働に対する支払い

が課題となっている。 
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森林パトロール研修（429人）。 

2.3.4. 合意形成と伝達の実施 

計画・進捗・成果 課題・改善点・今後の予定 

・プロジェクトの初期段階では、郡やコ

ミューンの計画策定プロセスをファシリ

テートできる人材が限られており、例え

ば住民意見と政府の政策が異なるような

ケースでは、政府政策を押し付ける等の

場面が見受けられた。そのため、村落会

合前に政府担当者に対して研修を実施し

て対応することとし、村落会合の実施を

通じて OJT 形式でファシリテーション能

力の強化を図った。 

・SUSFORM-NOW では、郡やコミューンの職

員を総動員しながら合意形成に対応し

た。しかし、これが他のコミューンでも

実現可能かどうかについては検討する必

要がある。今後の対応としては、人的資

源の確保だけではなく、プロセスの効率

化を図る等の工夫が求められる。他方、

プロセスの効率化は村落側の選択肢を減

らし、様々なニーズへの対応を困難にす

る可能性もあり、注意が必要である。 

・多くの生計向上活動では、その内規にお

いて収益の返済義務が定められている

が、この内容を住民に理解してもらい、

合意した上で各世帯代表に署名をしても

らうプロセスに相当の時間を要した。 

・さらに、それら支援内容については、省

全体で統一する必要はなく、郡やコ

ミューン単位で状況に合わせて統一する

という選択肢も有り得る（改善点）。 

2.3.5. 利益の配分 

計画・進捗・成果 課題・改善点・今後の予定 

・プロジェクトにおける森林保護契約につ

いては、契約テンプレートの作成が進め

られており、既に仮のフォームが準備さ

れている。今後、各村が森林保護契約を

締結し、支払いを受けた資金を村落基金

に還元することで合意している。 

・資金の運用は村落管理委員会や村落会合

を通じて行われる。その際、資金の管理

は会計担当者が行うこととし、村長や村

落管理委員会委員長等に権力が集中しな

・村落管理委員会メンバーに対して基金管

理研修を実施する予定である。 
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いよう、また相互にチェックができるよ

うにアレンジしている。 

2.4. 生物多様性への配慮 

2.4.1. 対象地における生物・生態系情報の把握・モニタリング 

計画・進捗・成果 課題・改善点・今後の予定 

・森林分与に関連して実施された森林イン

ベントリ調査において樹種データの収集

が行われた。 

・生物多様性全体を把握・モニタリングす

る活動を実施しておらず、今後の課題で

ある。 

2.4.2. 生物多様性に対するネガティブ・インパクトの回避 

計画・進捗・成果 課題・改善点・今後の予定 

・低地の植林木としてアカシアマンギウム

を主に使用している。この植林では、単

一樹種あるいは外来種の植林に由来する

生物多様性への負の影響が想定された

が、森林管理活動の優先度を①既存の天

然林の保護、②森林の自然再生、③植林

とすることによって一定の基準を設ける

とともに、事前の調査を通じて可能な限

り土地のスクリーニングを行うことに

よって、影響の軽減に努めている。 

 

2.5. 非永続性への対処 

計画・進捗・成果 課題・改善点・今後の予定 

・村落基金を基点とした村落レベルでの

ローン資金等の確保を支援。プロジェク

ト終了後も村落単位での生計向上活動へ

の支援が可能な仕組み作りに努めてい

る。 

・村落基金が持続しなければ森林管理活動

への参加インセンティブが低下してしま

・人口増加や耕作地の減少、土壌劣化に伴

う収量減少等によって、森林保護対象地

や森林再生・植林対象地が農地化される

リスクがある。森林保護対象地について

は、政府の規制、住民の意識向上、森林

環境サービスに対する支払い、村落森林

パトロールチームによる巡回等を通じ
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う可能性があるため、村落基金の持続性

を向上させる対策（村落管理委員会の研

修、外部金融機関との連携の模索等）に

ついて現在検討している。 

て、森林を保護するインセンティブや仕

組みが存在している。しかし、森林再生・

植林対象地については、元々各世帯の農

地（休閑地含む）であったことから、再

度開墾されるリスクがある。 

2.6. リーケージへの対処 

計画・進捗・成果 課題・改善点・今後の予定 

 ・既にプロジェクト周辺地域では焼畑が飽

和状態にあり、今後焼畑が大幅に増加す

ることは困難な状況である。しかし、対

象以外のコミューンにおける排出移転の

リスクが考えられる。 

・PRAP では、2015年より順次対象コミュー

ンを増加させる予定であり、リーケージ

の問題はある程度回避できると考えられ

る。 

 

注）特定の引用情報がある場合を除き、プロジェクトレベルの主な情報はプロジェクト

関係者へのインタビューに基づく。 
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